
－1－ 

総務企画常任委員会 

 

令和５年９月１日（金曜日）午前１１時３１分開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 森 本 彰 伸 副 委 員 長 林   美 幸 

委 員 三木本 直 人 委 員 田 村 正 宏 

委 員 齊 藤 誠 之 委 員 佐 藤 一 則 

委 員 平 山   武 委 員 松 田 寛 人 

委 員 金 子 哲 也   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 室 井 理 恵 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

    ⑴９月定例会議における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

    ⑵行政視察について 

    ⑶その他 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前１１時３１分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○森本委員長 それでは、総務企画常任委員会を開

会したいと思います。 

  今回、今日からということで、今日は９月定例

会中の審査についてのことがメインになりますの

で、よろしくお願いいたします。お昼ちょっと前

ということもありますので、できるだけスムーズ

に進んで、できればお昼前に終わるくらいの時間

で終わらせたいと思いますので、御協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○森本委員長 それでは協議事項に入っていきたい

と思います。 

  ９月定例会議における委員会の運営について。 

  こちら、まず事務局からお願いいたします。 

  事務局。 

○室井書記 （９月定例会議における委員会の運営

について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりました。 

  確認したいことなど、聞いておきたいことあり

ますか、何か。 

  皆さん、この日程でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員長 では、そのようにしたいと思います。 

  それでは、11日から13日までの日程となってい

るんですけれども、当初14日に宇都宮のほうに視

察に行くという話をさせていただいたんですけれ

ども、宇都宮のほうでちょっと受入れが、14日は

厳しいということで受け入れていただけませんで

した。よって、14日が一応空いたんですけれども、

以前に持続可能なコミュニティーということでワ

ークショップやったと思うんですけれども、もう

一つ、うちの委員会、今回のテーマである自主財

源の確保というものがございます。それについて

の、例えばワークショップ、これを行うというこ

ともできると思うんですけれども、皆さん、いか

がでしょう、その日にワークショップとかってや

ってもいいかというか、やるべきと思うかという

ので、御意見ありますか。もしなければ、14日の

日にやって、視察がないということもあるので、

１回ちょっと、皆さんの考え方をまとめる上でも

いいのかなと思うんですけれども、いかがでしょ

う。やるならいいよみたいな感じですかね。ちょ

っとその日にそれやるよりはこのほうがいいとい

う考えとか、それいったものがなければ。副委員

長、どうですか。 

○林副委員長 いいと思います。 

〔「何時間やるのか」と言う人あり〕 

〔「午前中ぐらいに終わるか」と言う人あ

り〕 

〔発言する人あり〕 

○森本委員長 10時からお昼ぐらいまでに終わるか

という話ですよね。２時間ぐらいやれば。 

〔発言する人あり〕 

○森本委員長 前回も午前中でやったんで、今回も

午前中で終わらせるぐらいで。 

  では、14日の午前中ということでワークショッ

プ開きたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

〔発言する人あり〕 

○森本委員長 そのテーマについて、皆さん、考え

ある程度ちょっと持ってきていただけると。視察

の行き先の中にも法定外目的税とかも入っていた

んですけれども、自主財源っていっぱいいろいろ

あるし、あとは歳入を確保するだけじゃなくて支
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出の抑制という部分も入ってくるのかなというふ

うに思うんです。その両方の視点で考えてもらえ

るといいのかなというふうに思いますんで。 

〔「時間何時から」と言う人あり〕 

○森本委員長 10時から、午前中で。14日です。よ

ろしくお願いいたします。 

  では、次にいきます。 

  ⑵行政視察について、ちょっと御説明させてい

ただきたいと思います。 

  事務局から説明お願いいたします。 

  事務局。 

○室井書記 （行政視察について説明。） 

  （行政視察について協議。） 

○森本委員長 次に、その他ということで、もう一

つ。 

  （議会報告会について説明。） 

   

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○森本委員長 大きいその他で何か、皆さんから何

かございますか、委員会で。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 では、ちょうどお昼でもありますの

で、この後庁舎建設検討特別委員会と広聴広報委

員会広報班ありますんで、１時半からありますん

で、対象の方はよろしくお願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○森本委員長 今からお昼になると思うんですけれ

ども、以上で総務企画常任委員会を閉会したいと

思います。お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 零時０２分 
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総務企画常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第一分科会） 

 

令和５年９月１１日（月曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 森 本 彰 伸  副 委 員 長 林   美 幸  

委 員 三本木 直 人  委 員 田 村 正 宏  

委 員 齊 藤 誠 之  委 員 佐 藤 一 則  

委 員 平 山   武  委 員 松 田 寛 人  

委 員 金 子 哲 也    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者  

総 務 部 長 後 藤   修 総 務 課 長 後 藤 明 美 

総務課長補佐 佐 藤 吉 将 行政担当ＧＬ 渡 辺 英 俊 

人事給与担当
Ｇ Ｌ 

栗 川 成 人 
人事給与担当
副 主 幹 

栁   英 希 

財 政 課 長 福 田 正 樹 
財政課長補佐
兼管財係長 

渡 邉 真 紀 

財 政 係 長 吉 村 明 倫 契約検査課長 佐 藤 正 規 

契約検査課長
補 佐 兼 
検 査 係 長 

斉 藤 哲 也 契 約 係 長 伊 藤 陽 子 

課 税 課 長 三 輪   敦 
課税課長補佐
兼国民健康 
保険税係長 

礒   将 央 

税 制 係 長 大 橋 喜 子 市民税係長 渋 谷 亮 介 

資産税土地 
係 長 

戸 室 有 司 
資産税家屋 
係 長 

高 山   衛 

収 税 課 長 高根沢 寿 夫 
収税課長補佐
兼収納係長 

東 泉 秀 幸 

徴 収 担 当 
副 主 幹 

君 島 直 行 
徴 収 担 当 
副 主 幹 

浦 田 謙 一 

徴 収 担 当 
副 主 幹 

室 井 昭 博 危機管理室長 小 髙 裕 一 

危機管理室長
補 佐 

小 池 雅 之 
危機管理室主
査（係長級） 

室 井 良 文 
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出席議会事務局職員 

書 記 室 井 理 恵    

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔総務部〕 

    ・総務部長挨拶 

   〔総務課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔財政課〕 

    ・議案第８６号 那須塩原市土地開発基金条例の廃止について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔契約検査課〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔課税課・収税課〕 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第２号 令和４年度那須塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第３号 令和４年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第４号 令和４年度那須塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔危機管理室〕 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 
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    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○森本委員長 皆さん、おはようございます。 

  本会議の一般質問、代表質問終わりまして、い

よいよ委員会審査のほうに入ってまいりますけれ

ども、今日はしっかり皆さんと一緒に審査を進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

  ただいまから９月定例会議の総務企画常任委員

会、予算常任委員会（第一分科会）及び決算審査

特別委員会（第一分科会）を開会いたします。 

  ただいまの出席委員は９名です。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりとします。 

  今定例会議におきまして当常任委員会に付託さ

れた案件は、条例の制定及び廃止案件４件、計画

の変更案件が１件の計５件でございます。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査すべき案件は補正予算案件２件であります。ま

た、決算審査特別委員会付託案件のうち、当分科

会で審査すべき案件は決算認定案件５件でありま

す。 

  これら予算と決算に関する案件につきましては、

関係所管課のところで随時分科会に切り替えて審

査を行います。 

  なお、決算審査時は、平山委員は委員外の議員

となります。質疑などの発言、採決の参加は一切

できませんので御注意ください。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行に御協力をお願い申し上げます。 

  それでは、審査事項に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務部の審査 

○森本委員長 これより総務部の審査に入ります。 

  初めに、総務部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○後藤総務部長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務課の審査 

○森本委員長 ただいまから総務課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務課については、総務企画常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、総務企画常任委員

会を予算常任委員会（第一分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いいたします。 

  課長。 

○後藤総務課長 （議案第74号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 補正予算の執行計画書の５ページの２

款１項２目人事管理費の先ほどの説明なんですけ

れども、端末を設定しますということなんですが、
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端末自体は何台とかそういう設定はあるのかどう

かお伺いします。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 端末は備品購入費でも予算計上し

ていますけれども、３台を購入予定でございます。

設定は３台分となります。 

○森本委員長 そのほか質疑がある方はいらっしゃ

いますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 この３台必要な根拠を教えてください。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 この業務委託なんですけれども、

実際に市で使っている人事給与システムですとか、

ＴＫＣのシステムになるんですけれども、それと

か勤怠管理のシステムですとか財務会計のシステ

ムですとか、いろんなシステムを使って業務を行

っていただく内容となっております。 

  その委託の方法なんですけれども、業務を外に

出すというよりも、実際に専門職の専門の社員さ

んにこちらに来ていただいて、市の用意した端末

を使って作業していただくという想定をしており

ますので、このような形の予算要求としてござい

ます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この端末をこれから使うということで、

職員の負担軽減にも効果があるのかお伺いします。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 給与支払業務というのが毎月、間

違いが許されないというところと遅れてはいけな

いというところで職員の負担がかなり重いものに

なっておりました。加えて、人事異動等により、

なかなかノウハウが蓄積されていないという大き

な課題がありましたので、それを改善するために

今回業務委託をします。当然、専門の知識を持っ

た方々に作業をやっていただくことによって、職

員の負担は大きく軽減されると期待をしておりま

す。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今のお話でお任せするということで、

負担がかかっていたところはお任せできるんです

けれども、チェック体制自体は、委託したときに

またもう一度見ないと、そういったケースもあり

ましたよね、前に、チェックミスというのがあっ

たんですけれども、その体制自体はどのように考

えているのかお伺いします。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 職員と総務課の事務室に社員さん

が来ていただいて、同じく机を並べて作業するよ

うな形になりますので、そのチェックをやりなが

ら進めるという形を取りたいと考えております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 あと１個だけ。 

  予算書のほうにいっちゃうんですけれども、先

ほど業務委託の債務負担行為と、あと人事給与シ

ステム使用料の計算ができなかったので、ここの

説明をもう一度してもらえますか。４年間、５年

間の。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 債務負担行為の期間に差があるこ

とに関してだと思うんですけれども、給与支払等

業務委託に関しましては、委託期間を３年間とし

ております。令和５年11月から令和８年10月まで

ということで、３年間の債務負担行為の設定とな

ります。 

  人事給与システムの使用料につきましては、当

然業務委託の期間と合わせるものにはなるんです

けれども、今現在使っている人事給与システム、

ＴＫＣのシステムなんですが、そちらのシステム

が令和７年９月までの契約期間になっていますの

で、そこにライセンス料などを合わせたというこ
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とになります。 

  積算根拠。 

〔「それも教えてください」と言う人あ

り〕 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 大変失礼しました。 

  積算根拠、まず委託料なんですけれども、令和

５年度、今年度分は５か月分になりますので、内

訳でよろしいでしょうか。。根拠……。 

〔「内訳でいいです」と言う人あり〕 

○後藤総務課長 すみません、失礼しました。 

  月で計算していますので、年度ごとで若干差が

出てしまうんですけれども、令和５年度は契約期

間が11月からになりますので、５か月分で518万

5,400円、令和６年度が丸々１年分、12か月分に

なりますので1,220万7,800円、端数処理で若干違

うかもしれないんですけれども。令和７年度も同

じ金額になります。１年分なので1,220万7,800円

です。令和８年度が７か月分になりまして、702

万2,400円という積算となっております。 

  ライセンス使用料に関しましては、年間15万

9,000円という計算となっております。 

  ライセンスにつきましては、３ライセンスの追

加分となります。パソコン購入に合わせての３ラ

イセンスとなります。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今回の委託料の機器を入れてやってい

くという説明はあったんですけれども、この業務

委託に関しては、委託料がほかも入っての組み直

しになるという考えですか。このシステム、529

万1,000円を入れるのはまた別会計として、それ

を使った委託料ということの債務負担行為と捉え

ていいのかをちょっと確認したい。 

  ごめんなさい、分かりますか、聞いている意味。 

○森本委員長 補正予算書のほうは単年度の今年度

の予算補正でしょう。債務負担行為は、多年度、

複数年度に係る債務負担行為なのは分かるんです

けれども、極端な話、今まで業務委託はされてい

たんじゃないのかなと、それを組み直すのかどう

か。補正になっている理由を。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 説明が足りなくて申し訳ありませ

んでした。 

  今回の給与支払等業務委託は新規のものでござ

いまして、今までは職員内部で行っていたものを

初めて委託する業務となります。今回の補正額

500何十万という金額も債務負担の合計金額のほ

うには含まれているものでございます。 

○森本委員長 そのほか質疑がある方はいらっしゃ

いますか。 

  田村委員。 

○田村委員 同じところですけれども、給与計算と

か勤怠管理は民間とかではある程度デジタル化で

任せちゃうような流れがあるかと思うんですけれ

ども、本市の場合は、今回はこれはあくまでもデ

ジタル化に頼らない管理、そういったのを使わな

いというのが前提になっているものですか。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 給与に関連するシステムとしては、

既に勤怠管理システム、超過勤務などを把握する

ようなシステムがありまして、あと人事給与のシ

ステム、給与自体を計算するシステムがございま

す。支払いに流すのはまた財務会計システムとい

う３つのシステムが関連していまして、システム

は活用しているところではあるんですけれども、

どうして全てのシステムが自動連携しているもの

ではないんですね。なので、一旦データを吐き出

して、取り込んでというような作業もあります。

そういった中で、システムでできるものは当然シ

ステムでやるんですけれども、細かなチェックの
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部分ですとか、そういったところを委託をしなが

らやることになります。 

  また、委託の内容なんですが、給与の計算だけ

ではなくて、例えば年末調整の準備ですとか源泉

徴収票や給与報告書などの法定調書の事務ですと

か、退職手当関係ですとか、労働基準監督署の関

連の事務ですとか、そういった多岐にわたる範囲

を想定しておりますので、デジタル化が進められ

る部分はもちろん進めていきたいと思っています。 

○森本委員長 そのほかありますか。 

  では、私から。副委員長に進行を代わります。 

○林副委員長 引き続き、議事を進めます。 

  委員長。 

○森本委員長 今回、９月補正予算科目別集計表と

いうのを出されていたかと思うんですけれども、

これは今まで出ていなかったですよね。これまで

出していたんでしたっけ。出していないですよね。 

○林副委員長 副主幹。 

○栁人事給与担当副主幹 こういったまとめの集計

表みたいなのは、提出させていただいておりまし

た。 

○森本委員長 出ていたんでしたっけ。調べていな

かったです。ごめんなさい。もし初めてなんだっ

たら、ちょっと一回どんなものなのかというのを

説明してもらえたらなと思ったんですけれども。

これは、要は定年とかじゃなくて年度中に退職さ

れた方とかの給与の減った分とかそういうのを補

正でまとめたものという認識でいいんですか。 

○林副委員長 副主幹。 

○栁人事給与担当副主幹 今回お渡しさせていただ

きました補正予算の科目別集計表というものなん

ですが、こちらのほうにつきましては、御覧のと

おり各科目につきまして、それぞれの節になりま

すけれども、給料手当等を補正前と補正後のもの

を一覧にまとめて見やすくしたものでございます。 

  その下に、差額ということで、今回の補正額に

なりますけれども、こちらのほうをお示しさせて

いただいたというようなまとめの表という形とな

っております。 

○森本委員長 それは分かるんですけれども、人数

が減っている部分というのが計算に出ているじゃ

ないですか。これというのは、いわゆる定年とか

じゃなくて不定期に退職された方の分を引いた分

を補正したという表でよろしいんでしょうかとい

うことです。 

○林副委員長 副主幹。 

○栁人事給与担当副主幹 今回のこの人数の変動に

つきまして、当初予算を見込んだ時点というのが

昨年度の冬の時期になっていますので、その頃で

はまだ退職者ですとか、あとは新採用の職員です

とかそういった人数がまだ確定していないところ

がございまして、その部分をおおよその見込みで

入れたものを今回、実数に直したというものです。 

○林副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代

します。 

○森本委員長 質疑ほかにございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今のところなんですけれども、去年の

12月ぐらいに見込んで、今、補正ということにな

ったんですが、これはまたここの補正を立てた時

点でマイナスで削って調整をしているんですが、

この後また、その業務によっては会計年度任用職

員とかが増員される可能性があるということに関

して、この時期にこの補正を組んだ理由を教えて

いただきたいと思います。 

○森本委員長 副主幹。 

○栁人事給与担当副主幹 この時期に補正を組んだ

理由について御説明させていただきます。 

  今回の補正につきましては、あくまで人事異動

による異動の内容を補正した内容となっておりま
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す。今後、会計年度任用職員がこの予算よりも改

めて事業が増えて増員されたりですとか、または

時間外とか新たな事業により増えたりとか、そう

いったことで不足する見込みが出た場合というの

は、やはり12月とかそれ以降の時期に補正をさせ

ていただくことになろうかと思います。 

○森本委員長 ほかに質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 次に、認定第１号 令和４年度那須

塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを議題

といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部からの議案の説明を簡潔にお願いいたし

ます。 

  課長。 

○後藤総務課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 市政報告書の81ページ、２款総務費、

１項８目企画政策費の中に野岩鉄道の支援事業費、

140事業の補助金の算出根拠なんですけれども、

どうなっているんですか。 

○森本委員長 補助金の歳出根拠ですね。 

  課長。 

○後藤総務課長 補助金は、安全性向上等と経営安

定化両方ということでよろしいですか。 

○佐藤委員 はい、両方で。 

○後藤総務課長 では、まず野岩鉄道安全性向上等

補助金、こちらは建設事業費の補助金になります

ので、そちらを先に説明させていただきます。 

  こちらは建設事業費に対しての補助金になりま

す。該当する工事がまず高圧ケーブルの更新工事

ですとか、会津高原尾瀬口と新内原間のレール交

換工事ですとか、中三依温泉と湯西川温泉間の道

床改良工事というものが補助の対象の事業費とな
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っております。 

  それらの事業費に、割合がちょっと複雑になる

んですけれども、まず負担割合が国と県でまず分

かれます。国が３分の１、県が３分の２というこ

とになるんですけれども、その県というのがまた

さらに栃木県と福島県にまたがる鉄道なので、栃

木県が２分の１、福島県が２分の１ということで、

さらに負担割合、補助割合が分かれます。その栃

木県の２分の１もまたさらに分かれるんですけれ

ども、栃木県が２分の１と関係地方公共団体２分

の１、関係公共団体というのが日光と那須塩原に

なります。さらにその日光と那須塩原を持ち株の

割合で、また負担割合が変わってきますので、ち

ょっと複雑な負担割合になっています。最終的な

負担割合が、補助率が総事業費のおおむね2.6％、

那須塩原市として補助する割合は最終的に計算し

ていくと2.6％になるんですけれども、ちょっと

複雑な計算になってございます。 

  続いて、野岩鉄道の経営安定化の補助金、こち

らもやはり同じように、ちょっと複雑な計算にな

っているんですけれども、これは経営損益の見込

額から固定資産税相当額を引いた額が補助対象額

になってくるんですけれども、そこにまた割合を

掛けていくことになります。やはり栃木県と福島

県で割合が分かれ、その中で栃木県のところが県

と関係自治体に分かれ、その中でまた日光と那須

塩原の持ち株割合分かれるという計算を繰り返し

まして、こちらの補助率、市が負担する部分とし

ては2.1％くらいの計算になってございます。よ

ろしいでしょうか。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、この全部で総額がありま

すよね。それが決まってからそういう形で複雑な

計算で決まってくるということでよろしいですか。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 はい、おっしゃるとおりでござい

ます。 

○佐藤委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 95ページの図書等管理費ですね、こち

らの件なんですけれども、使用料で新聞の電子版

購読料とあるんですけれども、これの説明をちょ

っとしてください。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 昨年度新たに始めたところになり

ますが、読売新聞を一部電子版の購読に切り替え

たことから発生した費用となります。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これ、紙面と電子版って、電子版のほ

うが高くなかったでしょうか。 

○森本委員長 グループリーダー、お願いします。 

○渡辺行政担当グループリーダー こちら新聞５紙、

本庁舎内では購入しているんですが、電子化を検

討するに当たりまして、紙の費用よりも安いもの

だけを選定しまして、読売新聞だけということに

なっております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、１万7,000円ぐらいでこ

んなに聞いているのも悪いんですけれども、これ、

誰がどういうふうに読めるんですか。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○渡辺行政担当グループリーダー こちらは組織内

でＩＤを共有しておりまして、貸与されているこ

の端末から参照することができます。 

○齊藤委員 全員。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○渡辺行政担当グループリーダー こちら職員は全

員使えるようになっています。 
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○森本委員長 齊藤委員、よろしいですか。 

○齊藤委員 そう、今言ったとおりなんですけれど

も、ちょっと聞こえたんですけれども、ライセン

ス的に問題ないんですか。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○渡辺行政担当グループリーダー こちらそういっ

た形式で利用していいという確認の上、契約させ

ていただいております。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 すみません、先ほどの私の説明に

一部誤りがありまして、訂正させていただきます。 

  読売新聞を一部電子化したというのを今年度か

らとちょっと説明申し上げてしまったと思うんで

すが、前年度、昨年度からになります。すみませ

ん。 

○森本委員長 そう思っていました。 

○後藤総務課長 すみません、お見込みのとおりで。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 同じところで、多分僕の経験というか

知識だと、電子版は共有できないと思うんだけれ

ども、もしくは法人契約で何人までとかというこ

とになるとまた違った料金設定になるんじゃない

かと思うんだけれども、違いますか。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○渡辺行政担当グループリーダー 委員御指摘のと

おりではございますが、この読売新聞の契約形態

で申し上げますと、同時にログインできるのがた

しか３名までという形で、それを法人契約という

ような形で、組織内で３ＩＤまでは同時にログイ

ンすることができる。３ＩＤが埋まっているとき

に追加の人が来ると、先にログインしていた人が

追い出されるという形の仕組みになっています。 

○田村委員 使い回しで何人でも見れるということ

だよね。それがいいかどうかは別として、本当は

いいことではないんじゃないかと思うんだけれど

も。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○渡辺行政担当グループリーダー そのあたり、一

応法人契約ということで、そういう利用を想定す

る中でということで利用させていただいていまし

て、ほかの新聞についても環境軽減負荷、ＤＸを

中心に鑑みまして、経済的なところを勘案しつつ、

電子化を進めていきたいなと考えています。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  どうぞ、副委員長。 

○林副委員長 市政報告書の99ページ、２款１項14

目本庁舎管理費、先ほど説明いただいた本庁舎窓

口案内費の60事業なんですが、どのような主体に

委託をしているのか教えてください。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 委託先ということですけれども、

株式会社エコシティサービスというところになり

まして、これは市民課のほうで委託しています１

階のフロアマネジャーですね、市民課のお客様を

さばく方がいらっしゃるんですけれども、そこと

連携が必要となりますので、そちらの業者さんに

委託してございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 じゃ、そのようなエコシティサービ

スさんにどのような状況で決まるものか教えてく

ださい。公募等なのかとか。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○渡辺行政担当グループリーダー 契約自体は随意

契約で契約をさせていただきました。ほかの事業

者と契約した場合、業務の時間が１人では賄え切

れない時間になりますので、休憩を挟むために、

ほかの事業者にお願いした場合、２人の想定ない

しは、これは事務局の職員分ということで、３名

分ぐらいの人件費になってしまう。そこのエコシ
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ティサービスさんは常にフロアマネジャーのほう

に、通常最低２名、多いときで３名、増減もでき

るような形での委託契約をされてまして、エコシ

ティサービスさんであればフロアマネジャーの業

務をやっている方と窓口案内をされる方が連携し

つつ休憩を取ることができて、より経済的にほか

の事業者よりも契約できるというようなところ、

連携を重要視したいというところで随意契約によ

り契約をいたしました。 

○林副委員長 はい、理解しました。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○林副委員長 はい。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 67ページの人事研修費のところになり

ます。各種研修を行っていると言いましたけれど

も、この係長級職員パーソナリティ検査について

お伺いしたいと思います。 

○森本委員長 内容でいいですか。よろしくお願い

ます。 

  課長。 

○後藤総務課長 係長級職員パーソナリティ検査と

いうことで、４年度の新規事業として実施したも

のとなりますけれども、これは総合適性検査とい

うことで、検査の内容は、その職員の性格といい

ますか、気質の類型ですとか、性格や特徴、意欲、

態度などを診断するようなものとなっております。

４年度は係長級の職員参加者135名を対象として

実施しまして、マークシート式で240問ある質問

にそれぞれ答えていただいて、その職員、職員の

個性、特性が診断されるというものとなってござ

います。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 全員やったほうがよさそうな気が。分

かりました。 

  そのほか研修が各種行われているんですが、こ

れは行った場所とかは、要は庁内にお呼びしてや

ったのかどうかというところだけ確認させてくだ

さい。 

○森本委員長 答弁求めます。 

  栗川グループリーダー。 

○栗川人事給与担当グループリーダー 市のほうで

しています管理者養成研修、技能労務職研修と、

独自の研修については基本庁内でということで実

施をしておりまして、技能労務職については、た

だ庁内の会議施設が取れなかったので、いきいき

ふれあいセンターと。いずれにしてもそういった

ところで実施をしているところでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、これはうちら民間だと研

修とか行くといろいろ判こを押したりして研修済

みみたいな、自分でいつ行ったかというのを記録

を取ったりしているんですけれども、これを受け

た人というのはそういうのを自分で認識させるた

めに講習済みみたいな記録は残してあげているの

かどうかというのをちょっと確認したいんですけ

れども。 

○森本委員長 答弁求めます。 

  グループリーダー。 

○栗川人事給与担当グループリーダー 専門研修も

含めて、人事研修担当としては当然受講したかど

うかというのはずっと、適宜にですね、実績を入

れて、管理しているというところです。 

○齊藤委員 分かりました。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 じゃ、齊藤委員に関連する質問にな

るんですが、この人事研修について、このパーソ

ナリティ検査が係長級だということなんですが、

その他の職員等は毎年研修ができるようなシステ
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ムになっているんでしょうか。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 昨年度は初めて実施したというこ

ともありまして、係長級職員を対象に行ったわけ

なんですけれども、実は今年度は管理職を対象に

既に実施してございます。課長補佐級以上と今年

度新たに係長になった職員を対象に実施しまして、

つい先日結果が出たところでございます。 

○森本委員長 林副委員長。 

○林副委員長 そのような結果というのは今後の人

事等に鑑みて、影響があるのかを伺います。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 まずは職員一人一人本人に結果を

周知し、その結果を受け取った職員は自分の特性

についてまずは把握、診断結果をよく把握して、

自分に足りない能力ですとか、そういったところ

をまずは気づいていただくというのが１つありま

す。その後の対応なんですけれども、総務課のほ

うでは幾つかパターンの研修を用意しまして、そ

の弱い部分を補完するような形、特別研修という

のか、そういったものを立ち上げて、まだ詳細は

決まってないところでありますけれども、補完す

るような研修をやっていきたいと考えております。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 じゃ、このパーソナリティ検査はど

のような検査なのかを聞くことは可能ですか。検

査の内容、システムというか、アンケートなのか、

どこかの会社のどういったものがあるのか。 

○森本委員長 検査の内容ということですか。 

○林副委員長 はい。 

○森本委員長 検査の内容、課長。 

○後藤総務課長 これは今回やったものに関しまし

ては、株式会社日本経営協会総合研究所というと

ころで用意されている検査でありまして、委託と

してやっているわけですけれども、実施方式はマ

ークシート式なんですね。240問というとじっく

り考えてしまうとすごい長い時間かかるんですけ

れども、正確に診断するには時間をかけずに直感

で、例えばマークシートをやっていかないと正し

い結果が出ないということで、240問を35分間で

回答するものとなっております。質問はかなり多

岐にわたりまして、私も受けたわけなんですけれ

ども、いろんな場合が示されまして、自分の考え

に近いほうを選ぶようなものを、かなりの質問を

答えると、なぜか特性が分かるというような仕組

みになってます。ちょっと細かい項目までは控え

させていただきますけれども。 

○林副委員長 じゃ、その先は休憩時間に。 

○森本委員長 じゃ、私もいいですか。副委員長と

ちょっと進行を代わります。 

○林副委員長 じゃ、委員長。 

○森本委員長 引き続き聞いてほしかったんですけ

れども、ちょっと気になったのは、その検査とい

うのは、例えば人事に悪い影響がない形での拒否

ってできるんですか。 

○林副委員長 グループリーダー。 

○栗川人事給与担当グループリーダー 検査のまず

活用というところなんですが、例えばこの検査を

受けて、この人は例えば柔軟な思考が足りないと

か、そういう検査を人事の異動のほうに反映とい

うか、その結果をそっちに反映させてという考え

は持っておりませんで、あくまでも目的としては

本人への気づき、係長級の昨年度したのは初めて

部下を持つというところもあって、そのタイミン

グでまず自己を見つめ直してもらおうというとこ

ろで検査を実施したところであります。 

  それと、そういう前提として、市役所職員の係

長級の傾向としては、意欲、態度の中でも特に物

事を成し遂げるというところの能力が低い職員が

多かったというところがありますので、そういっ
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た部分を研修等で補完をしていくというようなと

ころで考えております。このため、基本的には皆

さんに受けていただくと、拒否ということではな

くですね。そんなところで実施をしているところ

でございます。 

○森本委員長 では、拒否はできないということで

すね。 

○栗川人事給与担当グループリーダー はい、そう

ですね。 

○林副委員長 委員長に議事を戻します。 

○森本委員長 それでは、三本木委員、どうぞ。 

○三本木委員 今、物事を成し遂げる能力が足りな

いという話なんだけれども、例えば物事を成し遂

げるというのはどういうことを言うんだよ、具体

的に。 

○森本委員長 ちょっと決算の内容なんで。それ微

妙かな。じゃ、もうちょっと簡単に、例えば物事

をどういう部分を補完するために行っているかと

か、物事を成し遂げるというのはどの部分を補完

するため行っているかとか、そんな聞き方でいい

ですかね。 

○三本木委員 それで、いい。 

○森本委員長 じゃ、グループリーダー、お願いし

ます。 

○栗川人事給与担当グループリーダー 検査の結果

の中で意欲とか態度という項目がありまして、そ

の中でチームワークを重視している、リーダーシ

ップを重視している、柔軟な思考を重視する、物

事を成し遂げることを重視する、計画的に行動を

重視すると。そういう中で、その１つの物事を成

し遂げるというところを重視するという姿勢が低

い、高いが全体的なところで出るんですが、そう

いう部分が少し低い傾向にあったというところで

ございます。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、関連しているんですけれ

ども、この計画で本当にそのとおり出るんですか。

どれを信頼できるか。その本人の気づきというの

が分かるんですけれども、本当にそのとおり信じ

てしまっていいんですか。 

○森本委員長 検査の信頼性をどのように担保して

いるかという形でよろしいですか。 

○佐藤委員 そうですね。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 信頼性というところでかなり難し

いところではあるんですけれども、あくまでもこ

の職員はこういう傾向がある、こういうふうな考

え方があるというところが把握できればというふ

うには考えてます。 

  また、この検査の回答の姿勢というんですかね、

信頼度というのもちなみに出ていまして、多少は

職員、誰でもそうだと思うんだけれども、多少自

分をよく見せたいという部分があったりもするか

と思いますので、その辺の回答の態度というか、

信頼度というものも表示はされているところです。

ただ、当たっているか、当たってないかというよ

りも、そういった傾向があるだろうという判断に

使わせていただくというか、自己の気づきにつな

げるというところ。 

○森本委員長 本人向けということですよね。 

○後藤総務課長 はい。 

○森本委員長 これで別に人事評価して、これがよ

くなかったから首にしちゃうということではない

ですね。 

○佐藤委員 私が懸念したのは、その検査によって

本人がどこまで信用するかは、そんなのは勝手で

すよね。この検査が果たしてどこまで信用できる

のか。全然違う結果なのに、それを信じたために

自分の人生が狂ってしまったらどうするというよ

うな。 
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○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 すみません、その職員、職員いろ

いろな考えはあるかと思います。私個人の話をす

れば、私も結果が先日届いたんですけれども、自

分で自覚しているところ、直したいと思っている

ところ、弱いなと思っているところがずばり指摘

がされていまして、改善しなきゃと思っていると

ころがありますので、そのように感じている職員

が１人でも多くいればいい方向になるのかなとは

思ってます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、まさか言ってこんなにバ

ズるとは思っていなくて。 

  もう一つ、要は効果の面なんですけれども、今

言ったとおり、各職員に気づきとしてフィードバ

ックされるということは確かに効果ではあるんで

すけれども、別な業界で、うちらの業界だと、そ

の適性診断で３年に１回とか必ずやれと。例えば

ハンドルを握るとなると、せっかちな面がありま

すとか、少しいらっとしたことがありますとか、

こういうのが出てくるわけですよね。栗川さんと

か分かっていると思うんですけれども、それを基

に例えば上の方、補佐であったり課長であったり

が面談をして、さらにお互いを理解し合うような、

そこまでいかないのかどうか。出せるまで考えて

これを利用したのかということですね。 

○森本委員長 課長。 

○後藤総務課長 今のところはそこまでの詳細は検

討はしてないところでありますけれども、まずは

本人が自覚をする、気づく。自分の強み、弱み。

その弱みを補完するための研修を総務課のほうで

実施し、そこに出席していただいて、成長につな

げていただくというところでの実施でございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 要は言いたいのは、これをやるだけの

予算だったら別にそれで終わってしまうんですけ

れども、その先の効果がないと、これはただやる

だけになってしまうということになるので、例え

ば３年前の自分と今はどう変わったのかというこ

とになっていくということも想定して、こういっ

た予算を組んだという話のほうが我々にはつなぎ

やすいのかなというのと、その成長していく上で

多分職員の心も年代とともに大きくなっていった

りすると思うので、その中でのいろいろな判断材

料にはなると思うんですけれども、そういったと

ころもまだ今考えてないということで、意見にな

ってしまったんで、理解しました。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 私もまた齊藤委員の意見の追加にな

ってしまうんですが、実は私もそれを受けている

んですが、私が受けたのと同じかどうかは分から

ないんですが、私はストレングスファインダーの

やつ、34の資質で、自分の強みと弱みを検査して、

自分はここが強みで、ここが弱みだなと34の資質

を理解しているんですが、これって自分が知って、

一部のだけ知っているんならちょっともったいな

いなと思っていて、例えば今後に検査したものを

次の効果としてつなげるんであれば、上位の１だ

けでもいいので、私の強みはこれですよというの

を組織の中で見える化していくと、皆さん、それ

ぞれを認め合うような、弱いものを補完できるよ

うな関係ができたら望ましいのではないかと意見

で終わってしまいますが。分かりますか。 

  それで、なお次の効果として、この研修を次の

…… 

○森本委員長 結果を共有しているのかという話で

すか。 

○林副委員長 共有することを検討できないのか。 

○森本委員長 先は駄目だから。 

○林副委員長 しなかったのか。 
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○森本委員長 しなかったのか。ごめんなさい、言

い直します。その検査結果を職員間で共有はして

いるのかを答えていただきたい。 

  課長。 

○後藤総務課長 共有はしてございません。総務課

のほうでは全職員分把握はしておりますけれども、

あくまでも結果は本人のみにお示ししているとこ

ろでございます。 

○森本委員長 いいですか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 今、職場でよく聞くんですけれども、

上司、先輩とかが部下に対して指導がしづらくな

るとか、関わらない、セクハラだパワハラだとい

うことで。どうも指導というのが弱まっているか

ら、そういうものの代わりにそういうものを使っ

ているのかなという気もするんだけれども、そこ

らはどうなんだい。 

○森本委員長 きちんとした部下の管理しやすくす

るためにこの検査を行っているという部分がある

のかという質疑だと思うんですけれども。 

  課長。 

○後藤総務課長 この検査の目的はそういったこと

ではないです。ただ、この検査をすることによっ

てリーダーシップ力があるのか、弱いのかという

診断もされていますので、管理職が自分の特徴を

理解することにはなりますけれども、部下の指導

を強化するためとか、そういったことでの検査実

施ではないということで御理解いただければと思

います。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

  じゃ、またすみません、副委員長。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 すみません、全然違うところなんで

すけれども、79ページ、行財政改革推進費という

ことで、非常勤職員報酬ですね、これ３年度がゼ

ロで、４年度で10万8,850円ということで上がっ

ているんですけれども、これって隔年か何かでや

っているということなんでしょうか。ごめんなさ

い、これは私は前の記憶がないせいなんですけれ

ども。 

○林副委員長 課長。 

○後藤総務課長 そうですね、その前々年度は決算

額がなく、昨年度が決算額があるということの理

由かと思いますけれども、昨年度は行財政改革推

進計画の改定がありまして、その改定のための審

議会を開催したということで費用が発生してます。

内容としては、その委員さん、審議会の委員の報

酬と旅費ですね、費用弁償になりますので、その

前の年は開催がなかったということになります。

隔年でということではなく…… 

○森本委員長 たまたまなかった。 

○後藤総務課長 はい、そうですね。計画の改定時

期だったために審議会を開催したということにな

ります。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 これ５人となっているんですけれど

も、何回の会議ですか。 

○林副委員長 課長。 

○後藤総務課長 ２回開催しております。 

○林副委員長 ここで議事を委員長に戻します。 

○森本委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 給与科目別集計表、最後に説明してい

ただいた部分なんですけれども、２ページのとこ

ろに830人というのが、これ多分正職員の数でい

いですかね。最後のページに会計年度職員とあっ

たんですけれども、最終的に令和４年度の決算額

で会計年度職員は何人いたのかって分かりますか。 

○森本委員長 副主幹。 
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○栁人事給与担当副主幹 会計年度任用職員の人数

についてなんですが、年度内で雇用したり、辞め

たりという原因がございまして、人数として把握

してますのが、年度当初、４月１日時点の人数を

ちょっとお答えさせていただきたいと思います。

その人数ですが、少々お待ちください。すみませ

ん、令和３年度の４月１日時点なんですが、人数

が641人、４年度の同じく４月１日のときが626人

というふうになっております。 

○齊藤委員 はい、分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  総務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０４分 

 

再開 午前１１時２５分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎財政課の審査 

○森本委員長 ただいまから財政課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８６号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第86号 那須塩原市

土地開発基金条例の廃止についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○福田財政課長 それでは、議案第86号 那須塩原

市土地開発基金条例の廃止について御説明申し上

げます。 

  議案書14ページを御覧ください。 

○森本委員長 ちょっと待ってください。 
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〔発言する人あり〕 

○森本委員長 ちょっとＷｉ-Ｆｉの状況で発信が

遅れることがあるものですから、その辺ちょっと

だけ待ってもらうといいかもしれません。大丈夫

ですか。 

○福田財政課長 （議案第86号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  田村委員。 

○田村委員 残高は幾らあったんでしたか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 令和４年度末で３億370万1,985円

となっております。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  副委員長と進行を代わります。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 すみません、これ昭和40年からの基

金だということなんですけれども、これまでに何

回かそういう見直し、検討というのは過去にもあ

ったんでしょうか。 

○林副委員長 課長。 

○福田財政課長 廃止のということでよろしいです

か。 

○森本委員長 はい。 

○福田財政課長 こちらにつきましては、令和４年

度の事務事業棚卸しで、廃止を検討ということで

の勧告を受けまして、それで検討に至ったという

ところで、これら基金について直前では平成30年

度までちょっと利用した経緯がございましたので、

こちらの事務事業棚卸しのほうの廃止の検討とい

うことを受けまして、廃止という形で検討させて

いただいたところでございます。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 土地の下落はバブル崩壊後ずっと続

いているということなんですけれども、じゃ、そ

の間の以前では一度も例えば廃止じゃないにして

も、形の検討とか、そういうのも一切なかったと

いうことでよろしいですか。その基金をどういう

ふうに取扱いとか、そういう部分で。 

○林副委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらのほうについて廃止のほう

の検討というのは、令和４年度のほうのを受けて

ということで、確かに下落のほうを受けてという

ところがあったんですけれども、本格的に検討し

たのは今回初めてでございます。 

○森本委員長 はい、分かりました。 

○林副委員長 ここで議事を委員長に戻します。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 関連なんですけれども、この開発基金

で先ほど平成30年と言ってましたけれども、その

取り崩されたのが平成30年で、積立てはもう何十

年もしてないのかというところです。 

○森本委員長 答弁求めます。 

  補佐、どうぞ。 

○渡邉財政課長補佐兼管財係長 これまで積立てを

していたのかという御質問なんですけれども、特

にこの件の積立てはしておりませんでした。この

基金は定額基金で、３億円という一定の資金を持

っておりますので、その金額で購入しているよう

な形になっておりました。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 もし分かればなんですけれども、この

平成30年度にはどういった利用がされたのかが分

かればお聞きしたい。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらのほうは高林の産業団地の

取得でということで。 

○齊藤委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑ございますか。 
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〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第86号 那須塩原市土地開発基金条例の廃

止については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第86号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、議

員間討議、討論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○福田財政課長 （議第74号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、先ほど基金の歳入の財調

２億5,000万、繰入金を削り、減債基金も２億円

削りという御説明がございました。剰余金の残に

よる補塡ができるということで、繰越と表現され

ておりますけれども、もともと取り崩そうと思っ

ていた減債基金については、この先には持ってこ

ないんですけれども、そこの説明ってどう考えて

いる。減債基金を使うがために予算計上していた

ものだったと思うんですけれども。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらにつきましては、減債基金

について当初予算で取り崩すということで計上し

ているんですけれども、それについて御指摘のと

おり、決算剰余金が出たものですから、その取崩

しを取りやめるということでのマイナス２億とい

うところでなっています。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 要は取り崩さなくても剰余金で対応で

きるということでの考えでよろしいですか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 御指摘のとおりです。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  続きまして、12億5,000万の財政調整基金を積

んだ残りの12億5,000万円を割り振ったとは思う

んですけれども、これが全部取り崩したのも含め

て、補完できているというのがちょっと自分の中

で統制が取れなかったんですけれども、全部何か
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しらのところに充当されたという考えでよろしい

ですか。残りの12億5,000万の割り振りはここに

財政課所管ではないですけれども、ほかにも基金

を積み立てていると。 

○森本委員長 繰越金から12億5,000万円引いた残

りの部分ということですか。 

○齊藤委員 先ほど財調を半分積んだ残りをこちら

に充て込んだ予算書となっているということでよ

ろしいかお聞きしたい。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちら、御指摘のとおりでござい

まして、今回決算剰余金が24億9,784万2,000円と

いうところで出ているところで、２分の１、12億

5,000万について、まず財調のほうに積立てをい

たしまして、その後、先ほどの積み戻しの部分と

いうところで財調のほうに２億5,000万、減債の

ほうに２億、それと公共施設のほうに１億8,800

万積戻しさせていただいて、残る部分があるんで

すけれども、ＤＸ基金のほう、こちらのほうが２

億、新庁舎整備基金のほうに４億、先ほど御説明

いたしました予備費のほうに5,000万というとこ

ろで、合計でいきますとそちらの金額になると、

整理させていただいています。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  すみません、あと１つなんですが、最後、予備

費に5,000万充当したということなんですけれど

も、もともと予算立てのときはいつも5,000万、

たしか計上しているということなんですが、これ

は合わせて１億円になるという計算でよろしいで

しょうか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 御指摘のとおりでございまして、

例年は大体１億ぐらいというところです。当初予

算ではありません。最終的に決算のところで

5,000万円積まさせていただいて、合計１億とい

うことで。 

○齊藤委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、納得して終わってしまう

ところでした。 

  積立てするのに当たって、ほかにもいろいろな

基金があったんですけれども、そのほかに基金を

充当するという予算立てにはしなかったのかお伺

いします。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらのほうにつきましては、先

ほどの積み戻しの部分と、新たに基金、ＤＸと新

庁舎というところで、今回の整理はそういった形

でつけさせていただいております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 要は17個に基金が減ったんでしたっけ。

今回この廃止をするのに当たって、その金は積み

足していこうという考えはなかったのかというの

を、今言われた部分について。 

○森本委員長 ほかの基金についてということです

ね。 

○齊藤委員 はい。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらのほうが今回４基金廃止と

いう形になっています。全て一般財源のほうに繰

入れのほうをいたしまして、今回９月補正の調整

というところで、基金の積立てという部分では２

つの基金のみというところでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今のでよかったんですけれども、一応

新しいスポーツ関係の基金だのいろいろ出来上が

っていたけれども、庁内の検討の結果、大きな４
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大基金で収めたという解釈でよろしいですか。基

金への積立ては、ここに載っている今回の補正で

収めてしまったんですけれども、剰余金の充て方

として、そのほかの残っている基金に対しての追

加は考えなかったのか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 今回については、はい。 

○齊藤委員 分かりました。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 一応何も案がなくて言ってしまうのも

いかがなものなんですけれども、皆さんのほうで

要は財政調整基金が自由に利くということで、積

み立てるのが一番正攻法ということなんですが、

そのほかの基金がせっかくあるのに当たって、財

政課のほうでもうちょっとほかの課に聞いていた

だいて、新たな基金へ充当するという考えを持っ

たほうがよかったんではないのかなというお話合

いはしてみたいなと思ったんですけれども、いか

がでしょうか。 

○森本委員長 今、齊藤委員のほうから、基金を廃

止した中で、ほかの基金に充当していくという考

えはいかがなのかということでの意見がありまし

た。 

  ほかの委員の意見を伺います。 

  いかがでしょうか。皆さん、そのことに関して

御意見のある方いらっしゃいますか。 

  林副委員長、どうぞ。 

○林副委員長 それらをやるときには、全庁のそれ

ぞれの課でこの協議とかをしていくことが望まし

いなと思うんですが、そういうのというのは皆さ

んはどう思いますか。 

○森本委員長 ほかの課から、例えばほかの基金に

これが必要ですよということのヒアリングをどう

するかという話ですよね。 

○林副委員長 もう、しているのかもしれないんで

すけれども。 

○森本委員長 １回、戻して、林委員の意見で、新

たな疑義が生じましたので、一応質疑に戻します。 

  じゃ、１回それで質疑をしてみてください。 

  副委員長。 

○林副委員長 その基金を活用するに当たって、全

庁にヒアリング等をして、必要な基金を確認した

のかを伺います。 

○森本委員長 係長。 

○吉村財政係長 先ほどの全庁にヒアリングを行っ

たのかというところにつきましては、今回は行っ

ていないというふうな状況になっており、ヒアリ

ングとかは事前にはしていないというところでご

ざいます。 

○森本委員長 林委員。 

○林副委員長 それはなぜヒアリングをしないのか

は分かれば教えてください。 

○森本委員長 理由は分かりますか。多分基金の担

当課でやるということだと思うんですけれども。 

  係長。 

○吉村財政係長 今回のこの剰余金の整理で基金の

積立てというところについてなんですけれども、

今回ＤＸと新庁舎というところですので、まずＤ

Ｘにつきましては、こちらについては担当課から

設立に当たって相談があったところでございます。

その相談はデジタル推進課の所管課ですけれども、

双方のやり取りをして、積立てについてはお互い

双方協議の上、決めたというようなところでござ
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います。新庁舎についても、事前に駅周辺整備室

とは話をして、額のほうとかをちょっと調整して、

積立てを行ったというところでございまして、全

体というところではないんですけれども、個別に

協議をさせていただいて、今回予算に計上しまし

て、今回上程させていただいたというところでご

ざいます。 

○森本委員長 基金としてほかでは、つくる段階で

必要なものを聞いているから、今回の剰余金から

のそのやつで、いわゆるそこにヒアリングをあえ

てはしなかったということですよね。 

○吉村財政係長 そうですね。 

○森本委員長 いいですか。 

  それでは、改めて議員間討議に戻ります。 

  皆さん、いかがでしょうか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 私のほうで。今回別な課のほうでスポ

ーツの健康まちづくり基金が100万円だけ上がっ

ているということで、これをもうちょっと積んで

もいいんじゃないのかと、そういった意見なんで

すね、私が言うのは。あるときに積むという考え

で、先ほど言ったときに必要最低限が基金という

ことで、新庁舎は先ほどの物価高騰を踏まえて４

億円積み立てた。そういった残を計算していった

ときに、せっかくつくり上げていく基金にある程

度含みを持たせてあげてもいいんじゃないのかと

思って聞かせてもらったんですよ。 

  なので、そういった今残りの基金が今回廃止す

るのも含めて結構あるんですけれども、それ以外

は自主的に稼いで積み立てなさいという基金に回

っていってしまうのかなというのがちょっと、要

は使いづらい基金にしてしまうと市のほうの執行

部も、せっかくあるのに使い勝手が悪いというの

がちょっと懸念されたので言ったというところな

んですけれども。 

○森本委員長 さっきの40年間ずっと３億円のまま

っていうのもそうだけれども、要はあまり使われ

ていないと。平成30年に使ったということなんだ

けれども、昭和40年からずっとあってというよう

になってきてというよりは、もっと使い勝手のい

い基金として積み立てていったほうがいいんじゃ

ないかという意見ですよね。 

○齊藤委員 はい。本当に微々たるものでもいいか

ら積む。これが微々たるものなのかもしれないん

ですけれども、そういったところで今ちょっと課

長のほうから説明あったとおり、ヒアリングがあ

まりなされていないという話を聞いたので、財政

課のほうがお財布を握っているので間違いないと

いうことであれば別にいいんですけれども、ただ、

ちょっと考えるきっかけになればと思って議員間

討議させてもらったということです。 

○森本委員長 今回基金４つ廃止だよね。４つ廃止

されたということは、それだけ一般会計に繰り入

れるお金もあるということなので、それをただ単

に一般会計に入れる。実際そういうわけじゃない

んでしょうけれども、いろんなところに振られて

はいると思うんですけれども、新しい基金とかに

ももうちょっと積むこともできたんじゃないかと

いう意見ですよね。 

○齊藤委員 はい。 

○森本委員長 皆さん、いかがでしょう。ほかに御

意見ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 よろしいですかね。 

  齊藤委員、いかがですか。なければいいですか、

そんな形で。 

○齊藤委員 はい。 

○森本委員長 御意見いただきましたんで。 

  ほかに討議すべき内容はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○森本委員長 ないようですので、これで議員間討

議、併せて質疑も終了したいと思いますが、ほか

に質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

て審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○福田財政課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。何か質疑はございませんか。 

  田村委員。 

○田村委員 ちょっと教えてほしいんですが、先ほ

ど、39ページ、利子及び配当金の中の説明で、い

わゆる令和４年の10月でしたっけ、運用開始、債

券運用10億円ですか、それ、利子がここに入って

いるというような言い方でしたか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらにつきまして、財政調整基

金利子と減債基金、あと、その一括運用の部分で

いきますと、公共施設等有効活用基金、あと、農

村環境保全基金と塩原地区温泉街活性化基金とい

うもの、５つの基金について長期で運用できると

いうところで、10年間取崩しがないような基金に

ついて一括で補正、その一方で運用させていただ

いています。 

○田村委員 ここの313万か、この中にはその10億

円分の、10月から運用したとして、年度末まで半

年だから、６か月分の利子がここに入っていると

いう。その前年度のを先ほど見たら、利子及び配

当金が500万円を超えていたんだけれども、何で

減ったのかなと思ったんですけれども。 

○森本委員長 田村さん、もっと大きい声で、確実

に聞こえるように。 

○田村委員 令和３年度決算の、この利子及び配当

金の決算額が509万円なんですけれども、増える

んじゃないかなと勝手に素人ながら思っている、

何で減っているのかなと。 

○森本委員長 それ、減額になった理由ですね。 



－27－ 

  答弁を求めます。 

  暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時０７分 

 

再開 午後 零時０９分 

 

○森本委員長 取りあえず、暫時休憩を解きます。 

  今係長調べてくださっているので、それを聞い

て、後で認定前に確認したいと思います。 

  そのほか、質疑ある方いらっしゃいますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 説明になかったんですけれども、41ペ

ージの物品売払収入は財政課で大丈夫ですか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 一番上にございます２の１の６、

２款１項６目1001の財政……。 

○齊藤委員 すみません、歳入です。ごめんなさい。

41ページの歳入の17款の２項２目の物品売払収入

は財政課で、車両というところは財政課でよろし

いですか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらのほう、いろいろな課のも

のが集まっているところなんですけれども、この

部分の、９万9,000円の部分については財政課の

ほうでございます。 

○森本委員長 じゃ、そこについて。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、もし分かれば、この車両

の売り払った内容をお聞きしたいんですけれども。 

○森本委員長 補佐。 

○渡邉財政課長補佐 財政課で売り払ったのは９万

9,000円なんですけれども、こちらは旧教育長車

の車のほうを売り払いまして……。 

○齊藤委員 それは、さっき決算で。 

○森本委員長 ９万9,000円だった。 

○齊藤委員 分かりました。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、先ほど説明ありました。

失礼いたしました。 

  今度は52ページの、説明がありました違約金の

自販機なんですけれども、これの詳細をお伝えく

ださい。 

○森本委員長 補佐。 

○渡邉財政課長補佐 こちらが、市の施設に設置し

ております自動販売機の会社さんなんですけれど

も、新型コロナウイルス感染症によりまして、ス

ポーツ施設とかそういうところにお客様来なくな

ってしまったということもありまして、売上げが

大分激減してしまったということで、続けて置く

ことができないという相談がありましたものです

から、違約金を支払っていただいて契約解除とし

たものでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これって、もともと置かせてもらうの

にお金も頂いていたんですよね。 

○森本委員長 補佐。 

○渡邉財政課長補佐 契約する時に契約保証金とい

うのを預けていただいていて、契約満了時にお返

しするというシステムなんですけれども、違約金

というのをその中からいただいたという形になり

ます。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、全然ちょっとずれていた

ら申し訳ないんですけれども、基本的に地方交付

税と特別交付税を頂く範疇で、我々普通に研修と

かしてくると、全体の交付金の94％が地方交付税

であって、特別交付税は６％というので覚えてき
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たんですけれども、今回、計算すると、地方交付

税が88％ぐらいで特別交付税は12％というのでず

れているんですけれども、その辺は、やはり国か

ら頂くものなので、何か特段、計算が合わなかっ

た、合ったという解析とかはされていますか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○吉村財政係長 先ほどの普通交付税と特別交付税、

94％、６％というのは、そちらは国の総額、配分

の割合として、国の中ではそういう割合を取って

いまして、市のほうに配分される分はまた別な計

算がかかりますので、そのとおりにはならないと

いうところでございます。 

○齊藤委員 すみません、調べていたのに、そちら

に行っちゃって申し訳ないです。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、最後に説明があった農業

集落排水等々の繰出金に変わっていく財源なんで

すが、これの、もう一回、その補助金の収入の内

容をお聞かせ願っていいですか。財政課で一旦受

ける、その理由です。受けた理由か。 

  これ、結果的に下水道会計のほうに繰出しで、

前回、この建設経済のほうでは、もともと入って

くる値段がなくて、ちょっとすったもんだしたん

ですけれども、まず一旦財政課に落ち着いてから

出す理由を教えてもらいたいんですけれども。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらの下水道事業についての補

助金なんですけれども、基準内の部分でいきます

と、補助金として、財政課、市の一般会計から出

すものということでいきますと、総務省から通知

される繰出金基準というものがあるんですけれど

も、それに沿って出させていただいて、今回でい

きますと４億2,648万3,000円、こちらのほうを支

出させていただいていまして、この基準外のとこ

ろでいきますと、これが地方公営企業法のほうで

規定されている分で算出させていただいているん

ですけれども、こちらのほうが４億5,040万3,000

円ということで、一般会計のほうから歳出をさせ

ていただいているような形になります。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、それで財政課が今の説明

でやってくれているんですが、科目として、なぜ

上下水道部のほうがそこに統括にならずに、財政

課がかむのかというのを聞きたかったんですけれ

ども。例年財政課のほうで繰り出すのは、財政課

が要は繰り出すということをやっていて、使うの

は実際上下水道部の下水道会計の事業のほうに使

っているんですけれども、この科目がなぜ財政課

で一旦計算をするのかなと思ったんですけれども、

その辺って分かりますか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらの下水道のほうも、企業会

計のほうに市の一般会計から出すというところで、

財政課のほうで所管させていただいて、補助金の

ほうを出している形かというふうには認識してい

る……。 

○森本委員長 企業会計が別になっているから、一

旦財政課で受けて、それで企業会計のほうに繰り

出すと。そのためには財政課が所管するというの

かなと思いますけれども、どうですか。ですよね。

ということです。 

  課長。 

○福田財政課長 というふうな形で認識はしている

ところでございます。 

○森本委員長 企業会計、別になっているという形。 

○齊藤委員 だけれども、所管は結局、上下水道部

が企業会計の説明をされて決算をするんですけれ
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ども、繰出金の計算だけが財政課に行くので、そ

れは上下水道部が直ではできないものなんですか

という。なんですけれども、その辺分かりますか。 

○森本委員長 上下水道課が一般会計の中で所管す

るんじゃないですかということですか。そうじゃ

なくて。 

○齊藤委員 補助金を頂きますよね。頂いた支出を

財政課からしているので、それが上下水道部に直

接行かないのかなと思って。 

〔発言する人あり〕 

○齊藤委員 歳入だけは、こちらでしか審議ができ

ないんですよ。向こうに行ったときは使った額し

かできないので、質疑がばらばらになっちゃって

いるんで、例えば財政課の所管ではなくて、上下

水道部に移管するような考えというものはなかっ

たのかなと。 

○森本委員長 直接企業会計のほうに入れることは

考えなかったのかって。 

○齊藤委員 上下水道部の課の予算から企業会計に

繰り入れることはできないのかなと。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 今現在のところでいきますと、一

般会計から企業会計に繰り出す、補助金としてお

渡しするという形になっておりますので、財政課

のほうが所管させていただいてという形にはなっ

て……。 

○森本委員長 ふうにしていますということですね。 

○齊藤委員 そう、それがおかしくて、ずっと聞い

ていて、同じにはならないのかな。例えば上下水

道部のほうで所管ができないものなのかという。 

○森本委員長 それは可能かどうかということです

か。 

○齊藤委員 それも含めて。 

○森本委員長 それは、上下水道課でそれを所管す

るというのは、将来的に可能かどうかという、将

来的な話ですよね。先の話になる。 

  課長。 

○福田財政課長 そちらのほうが、どうしても下水

道のほうが企業会計ということになってまいりま

すので、それはちょっとできないということで。 

○齊藤委員 俺がずれているのかな。企業会計は分

かるんですけれども、企業会計に支出するのとい

うのは、その同じ部課内は結局、企業会計はまた

別じゃないですか、企業会計として。だから課の

所管として一般財源というか、一般の所管の課で

はあるので、そこの部分に直接入れること、そう

いうことはあるんですかという話。一旦、課に落

とし込んで、上下水道部から企業会計に繰り入れ

ることはできないのかという、それだけの話です。 

○森本委員長 企業会計に補助金を入れるんじゃな

くて、上下水道課に入れてから、財政課じゃなく

て、上下水道課に入れてから企業会計に入れると

いうことは可能かという質問でいいですか。 

○齊藤委員 はい。そういうのはできるのか、でき

ないのか。 

○森本委員長 課長。 

○福田財政課長 こちらのほうは、現在の認識でい

きますと、財政課が所管している、一般会計所管

している財政課から一度支出をさせていただくと

いう形……。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 あまりよろしくないけれども、何回も

僕のささやかな質疑になっているのが。 

  毎年そうなんですけれども、先ほども言った、

審査の基準が全然、ここで上下水道の話しても、

どういう計算なされたかも分からなくて、国から

頂いたお金をただ言われて、そうですかで終わっ

ちゃうんです。向こうで、じゃ、何でそういう基

準になったんですかと言うと、財政課から頂いて

いるんでと終わっちゃうという、こういう隔たり
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があって、実際の企業会計をするのに当たっての

繰出金の正当性というものが分からなくなっちゃ

うんですよね。 

  財政課に、例えば1,000万だけですと言われた

ら、1,000万でやりくりするしかないというだけ

の審査になってしまうので、自分たちでこう審査

をしてやれば、審査が一本化されるかなと思って、

ちょっと言わせてもらったんですけれども、例年、

国のほうから頂くのに、財政課で計算していただ

いているという話がある中で、そういった対応が

できなかったのかなと思って、ちょっとお聞きし

たんですけれども、そういう話はあまり出たこと

がないということでよろしいですか。 

○森本委員長 可能かどうかという部分もあるんだ

けれども。 

  係長。 

○吉村財政係長 その話が出たかどうかというとこ

ろ、会議だと上下水道部とそういった話ができる

かどうかというところについては、そういったの

は今まではしていないというような、話合いをち

ょっとしていないというような状況です。 

○齊藤委員 じゃ、しようがないです。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 係長、先ほどの田村委員のって……。 

○吉村財政係長 大丈夫です。 

○森本委員長 大丈夫ですか。じゃ、田村委員の質

疑に対して答弁を求めます。 

  係長。 

○吉村財政係長 先ほどの委員の御質問、利子配当

の収入、令和３年度の決算額509万に対して、令

和４年度の決算額は約310万というところで、大

体100、計算ですと190万、80万ぐらいの減となっ

ているということ、これ、全体の利子、そちらは

利子及び配当金で、総額の中で190万の減となっ

ているところなんですけれども、その減となった

理由につきましては、こちら、いろんな基金の利

子をここで受け入れているんですけれども、令和

３年度は、合併振興基金、こちらの利子が大きか

ったというところで、令和３年度につきましては、

約470万ほど利子の配当収入があったんですけれ

ども、令和３年度はその収入で、令和４年度の同

じ基金の利子収入が103万円というところで、こ

の利子収入が大きく減ったことによって減となっ

たというところでございまして、その理由とつき

ましては、これ、定期預金とかに積んでいるんで

すけれども、そちらの利率が大きく下がったとい

うところで減となったというようなところでござ

います。 

○森本委員長 田村委員、いかがでしょうか。 

  田村委員、どうぞ。 

○田村委員 金利は下がっていないと思うんだけれ

ども、定期預金の。 

○森本委員長 係長。 

○吉村財政係長 令和３年度、こちらにつきまして

は、金利が0.121％になります。対して令和４年

度につきましては、利率のほうが0.035％……。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 いわゆるその原資というか、元本が全

然違うわけですね。その３年と４年では。 

〔「利子が違う」「利率が違う」と言う人

あり〕 

○吉村財政係長 元本は変わらずです。 

○田村委員 変わらずでそんな変わってきちゃう。 

○森本委員長 よろしいですか、田村委員。 

○田村委員 いいです。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 
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○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 意見ありますか、齊藤委員。大丈夫

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員長 意見言いますか。 

〔「いや、大丈夫です」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  財政課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 零時２４分 

 

再開 午後 １時２５分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎契約検査課の審査 

○森本委員長 ただいまから契約検査課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  契約検査課については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、総務企画常任

委員会を予算常任委員会（第一分科会）に切り替

え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

○佐藤契約検査課長 それでは、まず最初にちょっ

と自己紹介をさせていただきます。 

  今年度から契約検査課長になりました佐藤です。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○斉藤契約検査課長補佐兼検査係長 契約検査課長

補佐兼検査係長の斉藤です。３年目です。よろし

くお願いいたします。 

○伊藤契約係長 契約検査課契約係長の伊藤と申し

ます。２年目です。よろしくお願いします。 

○森本委員長 ６月がなかったですね、審査。あり
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がとうございます。 

  じゃ、課長、説明のほうをお願いいたします。 

○佐藤契約検査課長 （議案第74号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 カードリーダーの、今説明はもう全然

分かっているんですけれども、このパソコン用に

対応したカードリーダーを使うのと、あと旧式の

ものも両方使うんですか。それとも、その職員に

合わせたカードリーダーだけを、今後これを使う

ということでいいんでしょうか。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 今現在、３人契約係、今おり

ますが、その担当者に関しては旧式のＯＳを使っ

ている係長のパソコンを今使用していただいてい

ます。ですので、係長がもし異動なんかしてしま

うと、１台しか使用できなくなったりしてしまう

ので、補正予算で今のうちに、今年度のうちに３

台とも電子入札ができるように、新規カードリー

ダーを購入したいと考えております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これ、カードリーダーは１個を、例え

ばお三方いらっしゃったら、１個を買えば使い回

しみたいにするんですか。２万円でそのカードリ

ーダーは３人で補塡できるものなのか。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 今ある３つのカードリーダー

なんですが、それは全部旧式のＯＳしか対応しな

いので、最近新しいパソコンはＯＳがウィンドウ

ズ11になってしまって対応できませんので、新し

い方が来たりした場合は今度１台しか使えなくな

ると思いますので、まずは現時点では新規に対応

できるのは１台だけは確保しておきたいと考えて

おります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続いて、予算常任委員会（第一分科会）を決算

審査特別委員会（第一分科会）に切り替えて審査

を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、認定第１号 令和４年度
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那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明をしてくださ

い。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○佐藤契約検査課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 令和４年度において、この電子入札に

おける不備とか、こういうネット環境の悪さで何

か不慮の事故とは言わないです、異常とかはなか

ったでしょうか。 

○森本委員長 支障があったことがあったかという

ことですかね。 

  課長、お願いします。 

○佐藤契約検査課長 電子入札システム自体は、大

元はＪＡＣＩＣというところが全国の国・県、市

町村のコアとなるもので、かなりの数の使用者が

おります。そういった、基本的にいろいろ研究さ

れたコア的なシステムを利用してございますので、

昨年度、電子入札自体でシステムトラブル等は発

生しておりません。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これ、電子入札を行うに当たっては、

何社以上とか定義ってあるんですか。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 入札に関しましては、一般、

普通の入札と電子入札を使わないものとで、業者

数の数の選定の違いはございません。基本的には、

案としては、５社以上12社以下を基本として、指

名の場合はしております。ただ、電子入札で条件

付一般競争入札、これにつきましては、建設工事

に関しましては７工種、格付でやっておりますの

で、その中で、例えば土木のＡランクとか建築の

Ｂとか、そういった条件で業者数は12を超えたり

とか、そういった場合もございます。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それでは、ちょっと話題を変えまして、

先ほど指名停止の話で、上から３つに関しては、

国の要は全国で展開されているところの影響で、

那須塩原市に該当する人に違反ということで措置

をしたという話でした。 

  下の不誠実な行為ということで、この３件の内

容を教えていただけますか。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 不正または不誠実な行為、３

件の契約辞退の理由なんですが、いずれも入札価

格が最低で落札者となった事業者から、契約前に

契約辞退届が出された案件であります。 

  まず１つ目は、小規模な設計事務所が、社員の

少ない事務所で、健康上の理由で辞退届が出され

ました。２件目としましては、設計書の仕様書で

指定する調査方法で履行ができないと、ちなみに

水道の漏水調査だったんですが、仕様書でうたっ

た調査方法が履行できないということで、契約前

に辞退をしました。最後は、応札者が入札した金

額に錯誤があったと、間違った金額を入れてしま

ったということで辞退ということで、いずれも契

約前に辞退されてしまって、契約締結を拒否され

ました。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  そうすると、１番目も微妙なんですけれども、

健康上の理由も、調査方法も、要は最初の入札の

段階で分かり切るというか、そこまで調べないん
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でしょうけれども、取る側としては意識があって

入札に来られたのかというのはどうなんですか。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 入札の公告をしました後に、

札を入れる前にその設計書に疑問があった場合は

質問が出されます。札を入れる前に市のほうも期

限を決めて回答すると。その回答については、１

人から聞かれても応札者全体にこういう質問が出

ています、それに対してはこういう回答ですとい

うことでお答えしております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 なのに、そういった辞退をするという

ことは、本当に不誠実というよりは悪質にも該当

するんじゃないかと思うんですけれども、指名停

止措置がどのぐらいの規模で行われたのかをお伺

いしたいと思います。 

○森本委員長 期間ですか、長さ。 

○齊藤委員 期間です。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 こちらに関しては、指名停止

につきましては、いずれも建設業者審査委員会と

いう委員会で、どの程度の停止期間を設けたほう

がいいか審査いたしますが、そこで事務局として

の契約検査課のほうでは、契約辞退、契約する前

に辞退する場合についての過去の案件を提示しま

して、那須塩原市の場合、ここのところ過去では

１か月間、契約辞退は１か月間のほうで指名停止

しております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、細かくて。 

  それ１か月間で、要はその業者さんは入札する

お仕事がなかったら何の戒めにもならないと思う

んですけれども、これ１か月の間にまたそういっ

た、この人たちが入札するような案件ってあった

のかと聞くと、難しいですか。 

○森本委員長 要は入札案件が、指名停止になった

せいで知ったのを、いわゆる入札できない、参加

できなかった案件はあったかということですね。 

○齊藤委員 ノーノー。 

○森本委員長 違う。 

○齊藤委員 １か月間の指名停止を食らっているの

に、その１か月間、その人たちが取ろうと思う仕

事がなければ意味がない措置だということを言い

たいんですけれども、ただ単に１か月指名停止と

しているだけなんじゃないですかというのを確認

したい。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 少なくとも、その落札者が契

約を辞退されたものは再入札をかけなくちゃなり

ませんので、同じ案件ですが、再入札かけたとき

には１か月間その業者は参加できません。 

○齊藤委員 それはそうですね。それはそうだなと

は思うんですけれども、ああ、そうですか。 

○森本委員長 あんまり意味がない。 

○齊藤委員 そうですね。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 じゃ、別な、分かりました。また、そ

の他で後、聞きます。 

  あと、次の行の工事検査等費の中で、優良建設

業者表彰式というものが多分毎年やられていると

思うんですけれども、これを、申し訳ないですけ

れども、やられている理由をお伺いしたいんです

けれども。長年やってきた理由ですね。 

○森本委員長 事業実施の理由ですか。 

○齊藤委員 はい。 

○森本委員長 課長。 

○佐藤契約検査課長 完成検査においてその工事の

評定点をつけます。そういったところで、基本的

には80点以上取られた業者を優良建設業者の候補

者にいたしまして、その後、優良建設工事の表彰
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審査委員会で内容も審査して、必ずしも80点取っ

たら受賞できるというわけではございません。審

査した結果表彰される、そういった中で、やはり

市内の建設業者の中で、施工上とか、施工上の技

術力、あとは出来形とか、そういったものを優秀

な作業能力があるという業者を表彰いたしますも

のですから、そういったものを市の優良業者の最

前線にこういった方がいらっしゃいますよという

ことで、市内の建設業者全体のレベルアップの指

標になればと、そういう状況を皆さんにホームペ

ージでも公開しておりますので、やはり優良建設

工事を市内業者全体に意識していただいて、皆さ

んも技術力の向上アップのモデルをつくっており

ます。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 はい。その他で聞きます。 

○森本委員長 そのほか質疑ある方いらっしゃいま

すか。 

  ありませんか。よろしいですか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号につきましては、原案のと

おり認定すべきものと決しました。 

  契約検査課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時４６分 

 

再開 午後 ２時０２分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎課税課・収税課の審査 

○森本委員長 課税課・収税課につきましては、案

件の審査をする上で関連がありますので、２課同

時に審査することといたします。 

  それでは、ただいまから課税課・収税課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さんお疲れさまです。 

  課税課・収税課については、総務企画常任委員

会及び予算常任委員会に対する付託案件がござい

ませんので、ここで総務企画常任委員会を決算審

査特別委員会（第一分科会）に切り替えて審査を

行います。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額が大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○三輪課税課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 収税課課長、お願いします。 

○高根沢収税課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりました。質疑は両方同

時で大丈夫ですか。 

  質疑を許します。収税課、課税課、どちらでの

質疑でも構いませんので、質疑のほうをよろしく

お願いいたします。 

  林副委員長。 

○林副委員長 市政報告書の111ページ、２款総務

費、２項３目徴収費の中の負担金、補助及び交付

金、その他負担金、日本マルチペイメントネット

ワーク推進協議会について教えてください。 

○森本委員長 補佐。 

○東泉収税課長補佐 これにつきましては、料金収

納を行う官公庁ですとか、地方公共団体、それか

ら企業、それから金融機関などが一堂に会しまし

て、新しい支払いチャネルを活用して利用者の利

便性向上を図るということで組織されまして、新

しい事務の効率化を図る仕組みをつくったという

ことで、それをマルチペイメントネットワークと

称しておりますけれども、それを検討して普及を

図ることを目的として設立された団体になります。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 この必要経費として、その他負担金

というこの金額は、このネットワークに所属する

ために必要な経費。 

○森本委員長 補佐。 

○東泉収税課長補佐 はい、そのとおりです。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 この経費に充てられた効果としては、

先ほど説明があったことを知識として得られると

いうことの認識で間違いないですか。 

○森本委員長 補佐。 

○東泉収税課長補佐 具体的には、収納方法でペイ

ジーというのがあるんですけれども、ペイジーを

こちらでつくっているということになります。 

○森本委員長 林委員。 

○林副委員長 理解しました。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員、どうぞ。 

○齊藤委員 107ページ、課税課のほうですね。 

  税証明交付件数とあるんですけれども、これ、

コンビニとか窓口の数字って分かれていますか。

分かれる時ってあるんですか。発行数の枚数とど

っちなのか。 

  件数が、電子的に出した枚数と窓口で出した件

数って公表できますか、ざっくり言って。 

○森本委員長 係長、どうぞ。 

○大橋税制係長 107ページの表を御覧いただいて

いるかと思うんですが、この一番最後、所得証明

等というところが外部のコンビニと本庁に設置さ

れておりますマルチコピー機で扱った件数になっ

ております。 

○齊藤委員 すみません。じゃ、残りは全部窓口で

すか。 

○大橋税制係長 窓口、郵送とかです。 
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○齊藤委員 分かりました、すみません。 

○森本委員長 じゃ田村委員、どうぞ。 

○田村委員 ２ページ、２項１目固定資産税で、い

わゆる納税義務者数なんですけれども、土地にし

ても、家屋にしても、過去から見ると毎年毎年増

えているんですよね。なので、それちょっと疑問

に思っていて、人口は減っているんだけれども、

ずっと増えるのかなと思って、その辺の主な理由

は何でしょうか。 

○森本委員長 課長。 

○三輪課税課長 こちらの土地、家屋の納税義務者

数が増えている原因としましては、やはり宅地の

分譲等が一つの大きな原因なんです。当然１つの

一団の土地を分筆すれば、10区画できれば10人の

納税者ができますんで、そういうものの積み重ね

での納税者数の増と考えております。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 でも、全体として見ると人口は減って

いるので、ならば、そういう意味では空き家が増

えているということですから、ちょっと違うかな、

管轄が違うかもしれないです。 

  人口動態、毎月公表されるじゃないですか。あ

れ見ても、人口は減るんだけれども、世帯は増え

るんですよね。これがだから、いつまで続くのか

なという疑問が……。 

○森本委員長 それは課税課じゃわからない。 

○田村委員 家は確かに増える思うし、逆に固定資

産税が払えなくなっている人もいるわけですね。

そういうことだよね。 

○森本委員長 ごめんなさい、質問の意図がちょっ

とまだ分からないです。言ってもらえますか。 

○田村委員 納税義務者数は差引きだと思うんです

けれども、幾ら減って幾ら増えている、それは分

かるんですか。 

○森本委員長 今の納税義務者が増えているという

のは、どのぐらいが減になって、どのぐらいが増

えて、トータル増えているのかという意味ですか。 

  分かりますか。 

  課長。 

○三輪課税課長 全体的な説明にはなりませんけれ

ども、家屋の増、当然除却もあって新築もあるか

と思うんですけれども、取りあえず１年間で

1,269戸増えているという考え方でございます。 

○森本委員長 減って増えてで、1,269戸増えてい

るという。 

○三輪課税課長 そういうことです。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  田村委員。 

○田村委員 105ページの一番下の還付金・還付加

算金ですけれども、これは5,900万ぐらいかな。

これ、件数は上がっているんですか。 

○森本委員長 ごめんなさい、もう一回ちょっとは

っきり言ってもらえますか。 

○田村委員 105ページの一番下。 

○森本委員長 105ページの一番下、還付金の還付

加算金のところですね。 

○田村委員 ４年度決算額5,902万5,020円の件数。 

○森本委員長 件数。課長補佐。 

○礒課税課長補佐兼国民健康保険税係長 105ペー

ジから106ページにかけて、106ページの表のほう

の個人市民税からたばこ税までで5,700万円から

の還付金あるんですが、それの件数としましては、

還付金が912件、還付加算金が66件ございました。 

  以上です。 

○田村委員 分かりました。あと、いいですか。 

○森本委員長 はい、どうぞ。 

○田村委員 個人市民税の2,000万からの還付金、

還付された理由の主なものはどういうことでしょ

うか。 

○森本委員長 個人市民税の還付の理由。 
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  係長。 

○渋谷市民税係長 個人市民税の還付金の主な理由

としましては、こちらのは主に確定申告をされた

方の中で、税務署のほうで更正の申告をされた方

がいらっしゃいまして、そういった方の中で特に

過年度にわたって、５年間ですとか４年間、そう

いった複数年度にわたっての更正があったために、

主な増加原因というふうになっております。 

○田村委員 要するに、払い過ぎたやつが戻ってき

ているということですね。 

○渋谷市民税係長 そうです、はい。 

○田村委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 じゃ、ここで委員長から副委員長に

進行が変わります。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 ２ページで、法人市民税なんですけ

れども、滞納繰越分のポイントは46.79ポイント、

収納率のポイントが下がっているんですね、令和

３年度に比べて。46.79って、まぁ滞納なんで、

全体的には小さいのかもしれませんけれども、極

端に何かこの収納率が下がったのって原因がある

んでしょうか。 

○林副委員長 補佐兼係長。 

○東泉収税課長補佐兼収納係長 法人市民税の滞納

繰越分につきましては、令和３年度の調定額が

3,000万ぐらいだったんですね。今度、令和４年

度につきましては1,462万ということで、調定額

そのものが下がりました。大分、現年分頑張りま

して、滞納繰越しないようにということで頑張り

まして、滞納繰越分を圧縮したんですね。そうす

ると、やっぱりなかなか現年度で   ができな

いものが、思ったよりも残ってしまったというと

ころがあるんですけれども、そういうところで分

母を圧縮したので、ちょっと収納率としては大き

くなってしまった。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 そうすると、前年度、令和３年度に

払ってくれる人からはしっかり取ったんで、令和

４年度は払ってくれる人が少なくなって、もう大

体もらっちゃっていて、払ってくれない人が残っ

ちゃったという認識でよろしいですか。 

○林副委員長 課長。 

○高根沢収税課長 １点、理由としましては、コロ

ナの関係で令和２年度に猶予をしていたものが令

和３年度に一気に入った部分ということで、コロ

ナの影響でずれて３年度の徴収が多かった部分も

ございます。 

  なので、コロナの前の数値に近づいた感じとい

いますか、令和３年がちょっと特殊な、猶予した

分が１年ずれて令和３年度に加算されていたと。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 そうすると、先ほど補佐の言った理

由というのは、あんまり理由になっていないとい

うことですか。複合的な理由ということですか。

分かりました。 

○林副委員長 ここで進行を委員長に戻します。 

○森本委員長 そのほか質疑がある方いらっしゃい

ますか。 

  田村委員、どうぞ。 

○田村委員 111ページ、これの辺り、滞納整理シ

ステム預貯金取引照会連携機能導入と、あと、そ

の下に滞納整理システム預貯金取引照会連携機能

というのがあって、もうそれで100万円ぐらいで

しょうか。 

  この連携機能というのは、いわゆる税金納めて

いない方の調査をするに当たって、この連携機能

を使うと、何ていうんでしょう、いろんな金融機



－39－ 

関のその方の残高というか、そういうのが分かっ

ちゃうシステムということですか。 

○森本委員長 はい、どうぞ。 

○浦田徴税担当副主幹 今、田村委員のおっしゃっ

た連携機能の件なんですけれども、こちら、預金

照会システムと連携機能ということで、主に２つ

のシステムがあるとお考えいただけると多分分か

りやすいんですが、まず預金照会システムについ

ては、令和４年度で新たに導入したシステムでご

ざいまして、こちらのシステムがまさに田村委員

がおっしゃったように、今まで文書で金融機関に

預貯金の照会をしていたものを電子化、つまりイ

ンターネット上のＬＧＷＡＮ回線なんですけれど

も、を使って照会をかけるということで、一挙に

大量に預貯金が分かるというシステムになってお

ります。 

  ただ、どうしてもそういう預貯金照会システム

だけでは、データは分かるんですが、ぱっと一覧

で見るのがちょっと分かりづらいというのがあり

ましたので、今現在使っている滞納整理システム

にその預金照会システムのデータを円滑に導入で

きる連携機能を追加しまして、その預金照会シス

テムと連携機能を複合的に生かしまして、効率的

に滞納整理ができるというシステムを整えたとい

うイメージでございます。 

  以上です。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 だから、これは別に対象者に対して同

意とか求めなくても、そういう調査をする権利等

は行政側にあるということですか。 

○森本委員長 どうぞ。 

○浦田徴税担当副主幹 おっしゃるとおりで、国税

徴収法に基づきまして、本人の同意なく財産調査

等ができることになっております。 

  以上です。 

○田村委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑ある方いらっしゃいま

すか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第２号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 次に、認定第２号 令和４年度那須
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塩原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○三輪課税課長 （認定第２号について説明。） 

○森本委員長 では、収税課のほうですね。 

○高根沢収税課長 （認定第２号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わったんですけれども、１

時間ちょっとたっているんで、ちょっと休憩入れ

ましょう。いいですか。 

  休憩明けに質疑を行いたいと思います。55分か

ら再開したいと思います。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  質疑のある方は挙手をお願いいたします。質疑

ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第２号 令和４年度那須塩原市国民健康保

険特別会計歳入歳出決算認定については、原案の

とおり認定すべきものとすることに異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第２号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第３号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 次に、認定第３号 令和４年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○三輪課税課長 （認定第３号について説明。） 

○森本委員長 じゃ収税課課長お願いします。 

○高根沢収税課長 （認定第３号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第３号 令和４年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計歳入歳出決算認定については、原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第３号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第４号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 次に、認定第４号 令和４年度那須

塩原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てを議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○三輪課税課長 （認定第４号について説明。） 

○森本委員長 収税課長、お願いします。 

○高根沢収税課長 （認定第４号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑のある方いらっしゃいますか。質疑ござい

ませんか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようです。異議がないものと認

め、質疑を終了いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第４号 令和４年度那須塩原市介護保険特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第４号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  課税課・収税課所管分の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時０６分 

 

再開 午後 ３時２６分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎危機管理室の審査 

○森本委員長 ただいまから危機管理室の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  危機管理室については、総務企画常任委員会に

対する付託案件がありませんので、ここで総務企

画常任委員会を予算常任委員会（第一分科会）に

切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  室長。 

○小髙危機管理室長 （議案第74号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりました。質疑を許しま

す。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、今の説明だと、来年が栃

木県で開催されるということで、もう今年はその

準備に向けて見学というか、そうすると、女性消

防団員、どういう方が選定されたんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○小髙危機管理室長 今回、石川大会のほうを視察

に行く方は３名ほど予定をしておりますけれども、

まず女性消防団員については、今現在、西那須野

支団のほうに所属をしています女性消防団員がお

りますので、女性消防団員２名を派遣しようと思

っております。それに付随しまして、那須塩原市

消防団の西那須野支団の支団長１名を同行させて、

３名で視察に行ってもらう予定をしております。 

  女性消防団員のほうなんですけれども、栃木大

会の準備委員という形に選出をされましたので、

その方１名と、あと、この方は準備委員のサポー

トという形で１名ということで、合計２名の女性

団員の方を派遣しようということで考えています。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、前回全国大会で優勝され

たメンバーは、そのとき女性消防団というのは結

成されていなかったんですけれども、今回は純粋

に、実際に西那須野支団に協力されているという

方でよろしいですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○小髙危機管理室長 はい、そのとおりです。きっ

と委員おっしゃる、全国大会で優勝した女性団員

というのは、黒磯市時代に女性隊員が一度全国で

優勝しておりますけれども、その後も西那須野の
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ほうで結成して、女性消防団員全国大会のほうへ

出ております。 

  その方たちが残って、西那須野支団の第１分団

第１部のほうに所属をしている方がいますので、

その方を今回派遣しようということで考えており

ます。 

○佐藤委員 分かりました。ありがとうございます。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

て審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  室長。 

○小髙危機管理室長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  副委員長。 

○林副委員長 ３件、聞かせてください。 

  65ページ、２款総務費、１項１目一般管理費、

防災対策費、8001事業の防災士養成講座の内訳に

ついて教えてください。 

○森本委員長 室長。 

○小髙危機管理室長 防災士養成講座につきまして

は、隔年で実施をしております。令和４年度が防

災士を養成して講座を開いて登録をしてもらう年

になりまして、50名の方に受講を申し込んでいた

だいて、そのうち２名がコロナになってしまいま

して欠席となっておりますけれども、実質48名の

方に受講いただいて、最終的に防災士の登録がで

きた方は42名ということになっております。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 確認ということで、令和４年度、昨
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年が対象だったということですか。 

○小髙危機管理室長 はい。 

○林副委員長 理解しました。 

  続けて伺います。 

  この防災士を取得した方々は、各地域で活動さ

れているかと思うのですが、どのような活動をさ

れているのか、把握していたら教えてください。 

○森本委員長 室長。 

○小髙危機管理室長 防災士の方につきましては、

地域の自主防災組織などで活動いただけるように

お願いをしているところです。強制はできないの

ですが、地域の中で防災関係の知識を生かして、

自主防災組織などで活動をしていただきたいとい

うことでお願いをしています。 

  昨年、狩野公民館で防災訓練を行いましたが、

そのときに関根地区で地区防災計画を一緒に作成

をしてもらいました。そのときには、関根地区に

いらっしゃる防災士の方にも入っていただいて、

地区防災計画を作成したというような経過がござ

います。 

○林副委員長 理解しました。 

  続けて伺います。 

  その下の行にあります地区防災計画策定会議に

ついて教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○小髙危機管理室長 地区防災計画策定支援という

ことでよろしいですか。 

○林副委員長 はい。 

○小髙危機管理室長 こちらにつきましては、先ほ

どちょっとお話をしましたが、関根地区で地区防

災計画をつくるために補助金を出したというとこ

ろであります。市の支援としては13万2,000円を

出しておりますけれども、これについては２分の

１の補助が県のほうから出まして、６万6,000円

が県のほうから補助金が出て、全部で13万2,000

円を支援しております。 

  13万2,000円の支援の内訳としましては、栃木

県防災士会のほうにお金を払いまして、関根地区

の地区防災計画の策定を支援していただいたとい

うことです。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 続いて伺います。 

  関根地区が選定された理由について教えてくだ

さい。 

○森本委員長 室長。 

○小髙危機管理室長 昨年、今まで市全体で、どち

らかというと見せるような防災訓練をやっていた

んですけれども、もっと地域に入って防災訓練を

やりたいということで、公民館区単位ぐらいでや

っていこうということにしました。 

  その中で、令和４年のときにハザードマップを

新しく配ったんです。そのハザードマップの中で、

狩野地区が浸水想定地区になっておりましたので、

狩野地区でどこか１か所、地区防災計画をつくり

たいというところでお話を持っていって、受けて

くれたのが関根地区の自治会さんだったというこ

とです。 

  地区防災計画については、今現在、黒磯地区で

は黒磯地区、塩原地区では門前で、令和４年度に

関根地区で、３地区でできました。これをもっと

増やしたいと思っていますので、黒磯、西那須野、

塩原、バランスよく働きかけをして増やしていき

たいなというふうに思っております。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 理解しました。 

  最後になります。 

  281ページ、９款消防費、１項４目市消防施設

整備費、防火水槽整備事業費、3001事業の中で、

防火水槽撤去、豊浦と防火水槽撤去、高林が撤去
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された理由について教えてください。 

○森本委員長 室長。 

○小髙危機管理室長 この２か所につきましては、

古いタイプの防火水槽で、いわゆる20ｔという古

いタイプの防火水槽でありました。地主さんのほ

うからも、そろそろ撤去してほしいんだという話

を受けまして、撤去する際には周りの消防水利の

ほうを確認して、消防署のほうで消火栓が近くに

あるかとか、近くに防火水槽があるかとか、そう

いったところを確認した上で、この古い防火水槽

はなくても大丈夫だというのを確認して撤去に至

ったところです。 

  一番の理由は、地権者さんのほうからの要望と

いうことで撤去をしたところです。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方、いらっしゃ

いますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 276ページで、９款消防費、１項１目

常備消防費の中で、那須地区消防組合負担金の根

拠について伺います。 

○森本委員長 室長。 

○小髙危機管理室長 那須地区消防組合の負担金に

つきましては、那須地区広域で消防組合をつくる

ときに、経費負担の方法というのを取決めしてお

ります。 

  その中で、通常の組合の運営に係るものは、平

均割20％、人口割80％。平均割というのは、那須

塩原市、大田原市、那須町、これを平均で換算す

るのが全体の20％を平均割として、残り80％を今

度はそれぞれの市町村の人口割にするというよう

なところで決まっております。それから、消防組

合のほうの施設整備については、平均割10％の人

口割90％というようなことが決まっておりますの

で、この経費の案分方法に基づいて算出した金額

で、消防組合のほうに負担金を出しているという

形になります。説明的に合っているでしょうか。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○佐藤委員 そうすると、それはもう今説明のあっ

たとおりというのは分かっているんですけれども、

広域消防組合をつくるときの規約か何かでそうい

う負担率というのは決まったということでよろし

いですか。 

○森本委員長 室長。 

○小髙危機管理室長 そのとおりでございます。 

  広域の消防組合をするときに、協議会というの

を開きまして、その協議会の中での協議で決定し

ている割合になります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す
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べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  危機管理室所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５８分 

 

再開 午後 ４時１５分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開い

たします。 

  今日の審査は全て終わりました。 

  皆さんにちょっとお願いがありまして、いよい

よ来月、行政視察に行きますので、15日までに事

前質問をお願いしますと皆さんに言ってあります。

サイドブックスに届いていると思いますけれども、

サイドブックスの中にそれぞれの視察先のデータ

とかもありますんで、確認したいこと、聞きたい

こと、質問したいこと、恐らく説明するだろう、

これはということも質問しちゃっても構わないの

で、それを含めて説明してくれると思うので、質

問事項を１つでも２つでもいいので、自分でちょ

っと聞きたいなというものがあったら。別に自分

が担当のところじゃなくても構わないので、どこ

かあったら、ここを聞きたいというのがあったら、

ぜひ質問をつくって事務局のほうに送ってくださ

い。 

  サイボウズにベタ打ちで構わないです。何か様

式にしたりという必要もなくて、このことについ

て聞きたいです、ここの視察についてこういう質

問をしたいですというのを書いていただければ、

サイボウズに直書きでもいいし、紙に書いて室井

さんに渡してもらっても構わないです。その様式

は構わないので、何か質問を出していただきたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

  明日のことについて事務局から。 

  事務局。 

○室井事務局書記 （事務連絡。） 

○森本委員長 そのほか皆さんから何か委員会で共

有することありますか。 

〔発言する人なし〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○森本委員長 なければ、本日はこれにて委員会を

散会いたします。お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時１６分 
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総務企画常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第一分科会） 

 

令和５年９月１２日（火曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 森 本 彰 伸 副 委 員 長 林   美 幸  

委 員 三本木 直 人 委 員 田 村 正 宏  

委 員 齊 藤 誠 之 委 員 佐 藤 一 則  

委 員 平 山   武  委 員 松 田 寛 人  

委 員 金 子 哲 也    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者  

西 那 須 野 
支 所 長 

田 代 宰 士 総務税務課長 相 馬 文 彦 

総務税務課長 
補 佐 兼 
総 務 係 長 

大 木   聡 税 務 係 長 大 場 貴 晃 

市民福祉課長 平 川 雅 子 
市 民 福 祉 
課長補佐兼 
福 祉 係 長 

岡   孝 子 

国保年金係長 三 山 真奈美 市民戸籍係長 伊 藤 一 裕 

産業観光建設 
課 長 

小 平 裕 二 
産業観光建設 
課長補佐兼 
農林環境係長 

武 藤 泰 治 

商工観光係長 高 橋 康 治 建 設 係 長 大 武 宗 一 

塩原支所長 粟 野 誠 一 総務福祉課長 江 連 宣 仁 

総 務 福 祉 
課長補佐兼 
総務税務係長 

渡 邉 静 雄 市民福祉係長 江 連 真由子 

箒根出張所長 
補 佐 

渋 井 尚 子 市 民 係 長 鈴 木 ゆかり 

産業観光建設 
課 長 

鈴 木 幸 浩 
産業観光建設 
課長補佐兼 
農林建設係長 

宇 山 雅 人 

産業観光建設 
課 副 主 幹 

増 山 博 久 観光商工係長 松 本 英 治 
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会計管理者 
兼会計課長 

田 野   実 
会計課長補佐 
兼歳入係長 

添 谷 弘 美 

歳 出 係 長 八木澤 佳 代 議会事務局長 髙 久   修 

議 事 課 長 相 馬 和 男 
議事課長補佐 
兼庶務係長 

小 髙 久 美 

議事調査係長 長 岡 栄 治 
選挙管理委員 
会事務局長 

八木沢 信 憲 

選挙管理委員 
会事務局長 
補 佐 

押久保 順 子 選 挙 係 長 本 澤 英 紀 

監査委員事務 
局 長 

八木沢 信 憲 
監 査 委 員 
事務局長補佐 
兼監査係長 

押久保 順 子 

監 査 委 員 
事務局副主幹 

本 澤 英 紀 
固定資産評価 
審査委員会 
書 記 

八木沢 信 憲 

固定資産評価 
審査委員会 
書 記 

押久保 順 子 
固定資産評価 
審査委員会 
書 記 

本 澤 英 紀 

公平委員会 
書 記 長 

八木沢 信 憲 
公平委員会 
書 記 

押久保 順 子 

公平委員会 
書 記 

本 澤 英 紀   

 

出席議会事務局職員 

書 記 室 井 理 恵    

 

議事日程 

  １．再 開 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔西那須野支所〕 

    ・西那須野支所長挨拶 

   〔総務税務課〕 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔市民福祉課〕 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔産業観光建設課〕 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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   〔塩原支所〕 

    ・塩原支所長挨拶 

   〔総務福祉課〕 

    ・議案第８５号 那須塩原市塩原地区庁舎増改築基金条例の廃止について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔産業観光建設課〕 

    ・議案第８８号 那須塩原市塩原地区吊橋整備基金条例の廃止について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    ・議案第７８号 令和５年度那須塩原市温泉事業特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第５号 令和４年度那須塩原市温泉事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔会計課〕 

    ・会計管理者挨拶 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔選挙管理委員会事務局・監査委員事務局・固定資産評価審査委員会・公平委員会〕 

    ・選挙管理委員会事務局長挨拶 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔議会事務局〕 

    ・議会事務局長挨拶 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○森本委員長 では、皆さん、おはようございます。 

  ちょっと早いんですけれども、皆さんおそろい

ですんで、始めたいと思います。 

  散会前に引き続き、総務企画常任委員会を再開

いたします。 

  ただいまの出席委員は９名です。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

  なお、決算審査時は平山委員は委員外の議員と

なります。質疑などの発言、採決の参加のほうは

一切できませんので、御注意ください。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎西那須野支所の審査 

○森本委員長 これより西那須野支所の審査に入り

ます。 

  初めに、西那須野支所長から御挨拶お願いいた

します。 

  支所長。 

○田代西那須野支所長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務税務課の審査 

○森本委員長 ただいまから総務税務課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  総務税務課については、総務企画常任委員会及

び予算常任委員会に対する付託案件がありません

ので、決算審査特別委員会（第一分科会）に切り

替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、認定第１号 令和４年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○相馬総務税務課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 277ページ、９款総務費の１項目の中

で、1002事業の西那須野女性防火クラブ育成とい

うことなんですけれども、内容についてお伺いを

いたします。 

○森本委員長 西那須野女性クラブの育成。 

○佐藤委員 女性防火クラブ。 

○森本委員長 女性防火クラブ育成についてね。 

○佐藤委員 はい。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  その事業内容をお願いします。 

  女性クラブ育成、補助金が出ているということ

で、どのような育成を、どんなことを行っている

ところに対して補助金を出しているかということ

でいいんですか、佐藤委員。 

  どんなことが、補助金なんで、どんなことを事

業行っているところに対しての補助金かというこ

とでいいですか。 

○佐藤委員 育成のために、何をどのように育てる。
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具体的に何に使うのか。 

○森本委員長 どんなことに対しての補助金を出し

ているかというね。 

  時間かかりますか。 

○田代西那須野支所長 委員長、ちょっと時間かか

りそうですので…… 

○森本委員長 じゃ、後ほど、確認して。 

○田代西那須野支所長 確認して、はい。 

○森本委員長 後ほど、確認して調べておいてもら

って。 

○田代西那須野支所長 申し訳ございません。 

○森本委員長 佐藤委員、ほかの部分何かあります

か。大丈夫ですか。 

○佐藤委員 ないです。 

○森本委員長 じゃ、ちょっと待ってもらってすみ

ません。 

  じゃ、副委員長。 

○林副委員長 281ページ、９款消防費、１項４目

消防施設設備費の中で、防火水槽撤去、永田町が

撤去した理由を教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬総務税務課長 永田町の防火水槽につきまし

ては、水槽のマンホールの蓋の劣化、一部が欠け

ている、それと、その周りの陥没層が見られるこ

とから確認をしまして、危険性があるということ

で、急遽、撤去が決まったものでございます。こ

ちらの撤去につきましては、防火水槽を撤去した

ことにより、その近隣の防火水利、水の確保につ

いての問題という部分も、消火栓の設置が進んで

おりますので問題ないということで、撤去させて

いただいたものでございます。 

○森本委員長 大丈夫ですか。 

○林副委員長 はい。 

○森本委員長 そのほか質疑ある方はいらっしゃい

ますか。 

  金子委員。 

○金子委員 102ページの中段で、開こん記念祭事

業費というの上がっていますけれども、これは開

こん記念祭は中止になったんだけれども、何かこ

れを使ったわけですね。どういう使い方をしたか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬総務税務課長 こちら、開こん記念祭事業費

につきましては、やはりコロナウイルスの感染症

拡大防止の観点から中止という形になりましたが、

開墾の歴史を紹介する、これを継続していくため

に、ＤＶＤを作成しまして、それに合わせて開こ

ん記念祭をお知らせするチラシを新聞に折り込み、

さらに、令和４年度も開こん記念祭が中止となる

旨のお知らせをするために、烏ヶ森の野外ステー

ジ周りに立て看板を設置して、周知させていただ

いたものになります。 

○森本委員長 金子委員。 

○金子委員 その前年はその倍ぐらいの八十何万と

書いてあるんですけれども、それよりも縮小して

ＰＲしたわけですね。 

○森本委員長 課長。 

○相馬総務税務課長 こちらは、令和３年度にメイ

ンとなるＤＶＤをつくったんですね、最初にです

ね。その数の分、45万1,000円ほどかかっている

んですけれども、その分が令和４年度につきまし

ては焼き増しを複数枚しただけですので、費用が

かかっていなくて、この額になったものです。 

○金子委員 了解です。 

○森本委員長 そのほか質疑ある方はいらっしゃい

ますか。 

〔「委員長」と言う人あり〕 

○森本委員長 課長。 

○相馬総務税務課長 先ほど、佐藤委員からござい
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ました女性防火クラブの件なんですけれども、お

答えさせていただきます。 

○森本委員長 お願いします。 

○相馬総務税務課長 主に、補助金として20万円支

出しているんですけれども、火災予防及び初期消

火技術などの研究、それと、家庭における防火思

想啓発の徹底、あと応急手当、こういったものを

活動の中に入れまして、さらには消防機関、消防

署等との連携、それと市民のその防火クラブの指

導・育成という形での補助金支出になっておりま

す。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 それは分かりましたけれども、そうす

ると、これは今後もあるということでよろしいで

すか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員長 課長、じゃ発言をお願いします。 

○相馬総務税務課長 すみません。 

  女性防火クラブの補助活動につきましては、今

後も継続していくということになります。 

○佐藤委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑ある方はいらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 277ページの消防団のところなんです

けれども、今度、団員直接に口座に振り込まれる

手だてに多分この年からなったと思うんですけれ

ども、何か弊害はなかったかどうか。 

○森本委員長 課長。 

○相馬総務税務課長 個人振込という変更になった

中で、今までは団の方に。 

  それの弊害ということですが、４年度はまだ部

への振込でして、令和５年度から個人への報酬振

込となります。 

○齊藤委員 じゃ、来年の３月ということですね。 

○相馬総務税務課長 もう秋口、この今、秋に１回

目の振込。 

○森本委員長 まだ変わっていないんですね。 

○相馬総務税務課長 今年度進めているところ。 

○齊藤委員 もう変わったのかと思って。 

○森本委員長 じゃ、そのほかで質疑はございます

か。 

  じゃ、１つだけちょっと。 

  進行を副委員長と代わります。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 99ページで、共通事務管理費、10事

業なんですけれども、内容を見たところ、何か経

常的というか、そんなに特別な変化がないような

感じが見えるのに、27万9,000円ということでち

ょっと大きくマイナスになっているんですね。こ

れ、御説明もなかったんで、ちょっとここ、マイ

ナスの、減額の理由を教えてください。 

○林副委員長 課長。 

○相馬総務税務課長 こちらにつきましては、まず

消耗品のほうの見直しを行った中で、新聞ですね、

新聞購読をこれまで７社行っていたものを、２社、

地域版の下野新聞、それと全国版の読売新聞に絞

ったものになります。さらに、共通事務の消耗品

等の使用に若干の移動があったものですから、大

きいものにつきましては、新聞購読の見直しをし

たということで、額が減っているということにな

ります。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 新聞を減らしたとなると、情報的に

は減ってくるのかなというふうに思うんですけれ

ども、そこの弊害とかは大丈夫でしょうか。 

○林副委員長 課長。 

○相馬総務税務課長 現在、その減ったことによっ

ての弊害というのはございません。 
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○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 新聞は全て紙ベースのもので行うと

いうことでよろしいですか。 

○林副委員長 課長。 

○相馬総務税務課長 はい、紙ベースということに

なります。 

○林副委員長 ここで議事を委員長に戻します。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますでしょうか。 

〔「もう１回すみません」と言う人あり〕 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 先ほどの消防団のやつ、終わる前に。

報酬の単価って幾らでしたか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬総務税務課長 報酬につきましては、団長に

つきましては年額報酬20万円、副団長につきまし

ては13万5,000円、師団長につきましては12万

8,000円、副師団長につきましては11万5,000円、

分団長につきましては10万5,000円、副分団長に

つきましては７万5,000円、部長につきましては

６万3,000円、副部長につきましては４万5,000円、

班長につきましては４万2,000円、団員につきま

しては３万9,000円ということになっております。 

○齊藤委員 了解しました。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 はい、大丈夫です。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  総務税務課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時１９分 

 

再開 午前１０時３０分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民福祉課の審査 

○森本委員長 ただいまから市民福祉課の審査に入

ります。 
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  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民福祉課については、総務企画常任委員会及

び予算常任委員会に対する付託案件がありません

ので、決算審査特別委員会（第一分科会）に切り

替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、認定第１号 令和４年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○平川市民福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、116ページの住民基本台

帳費のところの、どこの課にも書いてあるんです

けれども、この賃借料のレジスター自動釣銭機、

これは要は賃借料なので、ずっとリースみたいな

感じで借りているのかどうか、どんなもんなのか

教えてください。 

○森本委員長 課長。 

○平川市民福祉課長 こちらのレジスター釣銭機な

んですが、５年のリース契約のほうを受けており

ます。 

○齊藤委員 何年めですか、今。 

○平川市民福祉課長 こちらの契約なんですが、令

和４年10月１日から令和７年の６月30日までの分

となっています。 

〔「更新したの」と言う人あり〕 

○平川市民福祉課長 すみません。まず、昨年はリ

ースが一度切れましたので、更新のほうさせてい

ただいております。以前のレジスターにつきまし

ては、１年単位の再リースやっておりまして、昨

年、令和４年の４月１日から令和４年６月30日で

古いレジスターと釣銭機のほうがリースが終わり

まして、新規契約といたしまして、令和４年の７

月１日から令和９年の６月30日までの60か月で新

しい新規リースのほうを契約をさせていただきま

した。 

○齊藤委員 分かりました。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 続きまして、歳入全般なんですけれど

も、マイナンバーカードの普及によって、窓口業

務の歳入が減ってきたということなんですけれど

も、例えばこの会計年度任用職員のその雇用の差

にも影響してきているのかどうか。要は、窓口大

変で、いつも増員されていたんではないかなと推

測しているんですけれども、まだマイナンバー普

及したばかりなので、そんなには変わりないと思

うんですけれども、こう減れば業務量も減るとい

うところに関してはどのようにしてきたのかお伺

いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○平川市民福祉課長 マイナンバーの会計年度任用

職員ということで、年度初めは４人の雇用をして

おりました。 

○齊藤委員 ４人。 

○平川市民福祉課長 はい。 

  10月に、９月以降、マイナンバーが急速に交付

手続が増えてきたということで、10月に１人を雇

用いたしまして、11月に追加で３人の雇用をさせ
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ていただいています。12月に１人雇用しまして、

全部で９人の雇用をさせていただいております。 

○齊藤委員 違う方向に行っちゃった。 

○平川市民福祉課長 はい、すみません。 

○森本委員長 マイナンバーの普及されたことによ

って、会計年度任用職員が減らすことができる効

果が出ているのかということでよろしいですか。

そういうふうに聞こえたんですけれども、私には。 

○齊藤委員 そうなんですけれども、はい。 

  今のは今ので。 

  交付事務は増えたということですね。 

○平川市民福祉課長 はい。すみません。 

○齊藤委員 そうですよね。僕が言ったのは、コン

ビニとかで市民が証明書を取れるようになったの

で、窓口の歳入が減ったと、要は、来る人数が減

りましたよね。 

  となると、職員とか会計年度さんの仕事量が減

るので、それに対しての窓口業務の人数に変化が

あったのかお伺いしたいと思います。 

○森本委員長 課長。 

○平川市民福祉課長 窓口来る来客数は、例年減っ

ております。昨年度から比べますと、窓口で、こ

れ市全体ですけれども、6,180件ぐらい交付は減

っておりますので、窓口に来る来客数は減っては

いるんですが、それに伴い、マイナンバーカード

のほうが交付のほうが業務が増えているというこ

とで、今のところ、会計年度任用職員については

減らすということには至っておりません。すみま

せん。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 あと、もう１個、この間、そのシステ

ムが１回全国的に遮断されたか何かのニュースあ

りましたよね。交付、コンビニの機械が全部一部、

そういうときのその緊急対応みたいな、こう体制

は整っているのかどうかお伺いします。 

○森本委員長 それは令和４年度のことですけれど

もね。 

○齊藤委員 なかったっけか。５年だっけか。 

○平川市民福祉課長 それはマイナンバーカードの

関係で一旦停止した話でよろしいですかね。 

○齊藤委員 じゃ、それでいいです。令和４年度の

事象でありますか。 

○平川市民福祉課長 令和４年ではない。 

○森本委員長 令和４年になかったら、その他でま

た聞いてください。 

○齊藤委員 じゃ、それはなしでいいです。すみま

せんでした。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 システムについてなんですけれども、

住民票等の登録手数料ということで前年度より減

額になったというのは、その辺、当然、一般質問

で聞いて分かっているんですけれども、コンビニ

のほうで増えたということで、手数料が違うから

ですよね、コンビニのほうが安いということで。

それで、今回西那須野の分ということなんですけ

れども、これはあくまでも西那須野支所で扱った

部分ということでよろしいですか。 

○森本委員長 今説明の部分ですか。説明の分が西

那須野支所の分だったかということですか。 

○佐藤委員 うん。 

○森本委員長 課長。 

○平川市民福祉課長 今日説明させていただいたの

は、西那須野支所の分の歳入についてです。 

○佐藤委員 そこで手続された分ということで。 

○平川市民福祉課長 はい、まあそうですね。窓口

で受けた歳入の部分になります。コンビニ交付の

部分につきましては、西那須野支所のほうの歳入

に入ってくるのではなく、市全体として本庁のほ
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うで歳入で計上がされております。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、西那須野支所でされてい

るのは分かるんですけれども、全体の部分も西那

須野支所でどういう状況かというのは確認できる

システムになっているんですか。 

○森本委員長 システムがどういう状況になってい

るかということですね。 

○佐藤委員 そうです。 

○森本委員長 多分パソコンとかで確認するんでし

ょうけれども、システム自体で西那須野支所で見

られるシステムというのは全庁のものが見られる

のかということを聞きたいのかな。 

○佐藤委員 そうですね、それで把握できているの

か。 

○森本委員長 係長。 

○伊藤市民戸籍係長 コンビニ交付に関しましては、

先ほど申したとおり、全体でログインしまして見

る形になりますので、西那須野住民というか、西

那須野支所の住んでいる管内の方は何件という数

字は、逆に把握できません。市全体では見ること

ができます。そういうことです。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○佐藤委員 はい、分かりました。 

○森本委員長 ごめんなさい、発言。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 あくまでも支所で誰が来ても、市民だ

ったら誰でも取れると思うんですが、あくまでも

塩原から来ても、あくまでも支所で手続された部

分ということでよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○佐藤委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  金子委員。 

○金子委員 聞いていいのかどうかあれなんだけれ

ども、127ページの一番下、社会福祉総務費に、

戦没者慰霊はそっちで担当はしていると思うんで

すけれども、慰霊祭が中止になったりしてあれし

ているけれども、ここでは予算というのは、全く

予算としてはないんでしょうかね。 

○森本委員長 課長。 

○平川市民福祉課長 はい、金子委員のおっしゃる

とおりで、西那須野支所では予算というものは持

ってございません。 

○金子委員 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  大丈夫かな。 

  金子さん、大丈夫ですか。もし、質疑があるな

ら。 

○金子委員 いや、いいです、いいです。 

○森本委員長 はい、分かりました。 

  じゃ、質疑の途中ですが、議員間討議に入りま

す。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結
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し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  市民福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１０時４６分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○森本委員長 ただいまから産業観光建設課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  産業観光建設課については、総務企画常任委員

会及び予算常任委員会に対する付託案件がありま

せんので、決算審査特別委員会（第一分科会）に

切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、認定第１号 令和４年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○小平産業観光建設課長 （認定第１号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 最後の252ページの道路維持管理費の

ところです。 

  私道の整備等で３件ほど申請状況が上がってい

るとなっているんですけれども、これの内容と金

額を教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大武建設係長 こちらの私道の整備申請につきま

しては、個人で持たれている私道に対して、砂利

入れとか簡易的な修繕を行うための申請となって

おりまして、地元の方の同意とか、そういったも

のを全部いただいてから内部審査して、お渡しし

ているところでございます。新たに３件の申請が

出ておりまして、こちらの内容については、うち

の職員による砂利入れとか、あと舗装のパッチン

グとか、そういった簡易的な修繕になっておりま

して、実際、予算としては、一般的な維持修繕で

予算組みをして、実施しております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 その入れる例えばメーターとかあるじ

ゃないですか、100メートルとか50メートルでい

うときの、そうすると、これで関する費用という

のはどこに計上される感じになるんですかね、こ

の決算としては。材料費はかかっていますよね、
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職員がやる人件費は別として。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大武建設係長 やはり材料費がメインで、あとは

職員の実際の人件費、そういうふうになっており

ますので。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 例の申請をしてやってもらうものでは

なく、市に相談してやっていただいたという対応

の私道ということでいいんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大武建設係長 １回申請を出していただければ、

ええ、あとはもう申請は必要なく、連絡さえいた

だければ実施しているという状況になります。 

〔「あれとは違う」と言う人あり〕 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 その私道の申請を自分たちでやるので

という申請は、令和４年度はあったのかどうかお

伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大武建設係長 令和４年については、ゼロ件でご

ざいます。 

○齊藤委員 ゼロ件、残念です。 

  じゃ。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 あと、次のページの課長のほうから説

明がありました工事請負費のパッチング工事とか、

こう８件とかありますよね、620万ですか。これ

はどういうこの計上の仕方というか、何がこの

620万というのは、外に出してやってもらうのか。

パッチングって職員がやっているイメージがある

んですけれども、そこをちょっと教えていただき

たいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大武建設係長 パッチングについては、年間に単

価契約で、各地区、舗装業者に委託、委託という

か、契約しているものでして、実際は１トン当た

り幾らということで単価契約を行っておりまして、

実際は、その職員でできる穴１本とかそういうも

のじゃなくて、結構大きめな舗装修繕が必要な場

合に、業者に依頼してやってもらっております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、これ、パッチングと書いてある

から、多分、僕が反応しちゃっただけなんで、こ

んなちっちゃいのも委託出しているのかなと思っ

て、今、聞いちゃったんですけれども、それも一

応入っているんですかね。 

○森本委員長 係長。 

○大武建設係長 一応、その細かいものも入ってい

ますが、細かいものについては職員でするという

ことで、大きい、交通規制とか、そういったもの

を伴うものを業者にやっていただいています。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 令和４年度のカーブミラー、これ一式

とあるんですけれども、カーブミラー設置枚数っ

て、分かりますか。 

○森本委員長 係長。 

○大武建設係長 令和４年については、16枚。 

〔「16枚」と言う人あり〕 

○大武建設係長 ええ。去年については16枚購入し

て、設置しております。 

○齊藤委員 この下に書いて、修繕はまた別ですよ

ね。その修繕と書いてあります。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○大武建設係長 修繕につきましては、工事に伴っ

て古いものを撤去して、新しいものをつくるとい
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うふうに、修繕とうたっていますが、実際は、移

設が必要になったものでも古くて使えなかったの

で、新しいもの、更新ということで、修繕という

名称でこれについては実施しております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません。そうすると、下の15万

4,000円は、それ一式の工事で１つということで

よろしいですか。 

○森本委員長 係長。 

○大武建設係長 はい、そうでございます。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 はい、取りあえず、一旦。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 218ページ。 

○森本委員長 218ページ。 

○三本木委員 田園空間関係で、報償費というので、

田園空間博物館サテライト清掃謝礼、７団体で38

万という出ているんですけれども、田園空間博物

館とサテライトは別物ですよね。どんな事業をし

ているかどうか。 

○森本委員長 事業内容についてね。 

○三本木委員 博物館サテライト清掃謝礼。 

○森本委員長 清掃謝礼の事業内容ですね。 

  じゃ、補佐。 

○武藤産業観光建設課長補佐兼農林環境係長 こち

らは、各コミュニティのほうに日常的な維持管理

をお願いしておりまして、それの謝礼として７団

体にこの38万円をお渡ししている感じです。です

から、内訳でいいますと、横林・接骨木で６万

4,000円、中央コミュニティで２万円、大山コミ

ュニティで３万2,000円、南で３万2,000円、狩野

で９万4,000円、西コミュニティで13万8,000円、

こちらはそれぞれにサテライトの数がまちまちな

ので、そのサテライトの数に応じて、その各コミ

ュニティにお願いしているという形に。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 じゃ、その下のほうで、サテライト

の定期管理費で85万3,000円とこれまた出ていま

すけれども、これはまた別ですか。 

○森本委員長 補佐。 

○武藤産業観光建設課長補佐兼農林環境係長 コミ

ュニティだけでは間に合わないので、うちのほう

でまた別に業務委託として、管理費等を別に発注

しています。 

○森本委員長 三本木委員。 

○三本木委員 ここで那須疏水蛇尾川サイフォン出

口定期管理で27万5,000円、これ１点、内容。こ

の内容。 

○森本委員長 27万5,000円の内容ですね。 

  補佐。 

○武藤産業観光建設課長補佐兼農林環境係長 27万

5,000円の内容については、サイフォン出口につ

いては、のりというか、堀割になっていてシルバ

ーに委託できないもんですから、業者選考しまし

て、そちらの業者に清掃と、あと草刈り、刈り払

いというので業務委託している内容になっていま

す。 

○三本木委員 了解。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○三本木委員 はい。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 同ページの一番下で、補助金のこの積

算根拠について伺いたいと思います。 

○森本委員長 補助金の積算根拠。那須野が原西部

田園空間博物館運営協議会への補助金の内容につ
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いて。 

  補佐。 

○武藤産業観光建設課長補佐兼農林環境係長 補助

金の内容については、主な支出については「なす

の大地」の印刷代で10万7,250円、それから、サ

テライトの絵画展で、これで子どもたちの絵画の

景品というか、商品代で18万1,900円、それから

サテライトのマップが、これも配布するので、そ

のマップの印刷代で19万1,400円、それから、イ

ベント等で協力してくれた方にジュース代とかお

茶代、交通費に１万8,000円。それからサテライ

トの補修費等で材料費とで２万3,258円、その他

は、封筒代であるとか、そういった会議費のお茶

代の内容になっています。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○佐藤委員 はい。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 同じ、続けてなんですが、１款１項

８目の補助金、田園空間の部分の補助金、那須野

が原西部田園空間博物館運営協議会について教え

てください。 

○森本委員長 これってどういう団体かということ

ですか。 

○林副委員長 はい、どういう協議会。 

○森本委員長 じゃ、補佐。 

○武藤産業観光建設課長補佐兼農林環境係長 田園

空間博物館というのは、那須野が原西部地区の豊

かな自然、それから湧水、疏水、それから開拓に

まつわる史跡、伝統文化などの田園空間に広がる

施設などを一つの展示物として見立てて、地域そ

のものを屋根のある博物館と考えているものなん

ですね。協議会については、その施設の管理、そ

れから景観の保全とか、地域の活性化ということ

で、地元の委員さんによって博物館の運営に関す

る活動などを支えていただいているものです。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 じゃ、主な構成員というのは、その

関係者、田園空間博物館に管理している関係者で

構成されているという認識でよろしいですか。 

○森本委員長 補佐。 

○武藤産業観光建設課長補佐兼農林環境係長 委員

さんについては、西那須野地区のコミュニティ、

それから石ぐら会、それから農協、それから土地

改良区、それから観光協会、商工会等で構成され

ている会員数で全部で42名、ほかに顧問として４

名といった構成になっています。 

○林副委員長 理解しました。 

○森本委員長 すみません、さっき、屋根のあると、

屋根のないに訂正しますね。屋根のない博物館に

訂正いたします。 

〔「すごいでかいやつになる」と言う人あ

り〕 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

〔「じゃ、もう１個、すみません」と言う

人あり〕 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 さっき、また戻っちゃうんですけれど

も、確認だけで大丈夫です。 

  254ページの原材料費のところで、カーブミラ

ー、すみません、書いてあるのに質疑してしまっ

て、申し訳なかったです。 

  側溝蓋のコンクリートのグレーチングとあるん

ですけれども、これ、グレーチングはひょっとし

て窃盗とかそういうものでというのが該当してい

るものがあったのかどうかお伺いしたいと思いま

す。 

○森本委員長 係長。 

○大武建設係長 窃盗につきましては、ございませ

ん。去年についてはゼロ件で、今年、１枚ちょっ
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と怪しいのが、警察のほうに対応しているところ

なんですが、実際、ここで使っているのは破損し

たものの修繕が主なものになっております。 

○齊藤委員 ちょっと確認したかった。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  産業観光建設課所管の審査事項は以上となりま

す。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午前１１時２８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎塩原支所の審査 

○森本委員長 これより塩原支所の審査に入ります。 

  初めに、塩原支所長から御挨拶をお願いいたし

ます。 

○粟野塩原支所長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎総務福祉課の審査 

○森本委員長 ただいまから総務福祉課の審査に入

ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８５号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第85号 那須塩原市

塩原地区庁舎増改築基金条例の廃止についてを議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○江連総務福祉課長 （議案第85号について説明。） 
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○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑ありませんか。いいですか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今、説明があったんですけれども、よ

その基金も条例は廃止はしてしまいますけれども、

増改築以外の要は支出は、通年度の編成の予算で

対応できるということなので、この条例自体はな

くてもその遜色ないということで間違いないのか、

再確認させてください。 

○森本委員長 課長。 

○江連総務福祉課長 これまでも、修繕につきまし

ては一般会計のほうでやってこれましたし、今後

もその予定でございますので、この基金に頼らな

くても十分やっていけるという判断でございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、この増改築と書いてある

んですけれども、そういった事情が起きる場合も、

今後はそのふだんの予算に計上して、予算を取っ

てやっていくということでよろしいですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○江連総務福祉課長 はい、そのとおりでございま

す。 

○齊藤委員 以上です。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第85号 那須塩原市塩原地区庁舎増改築基

金条例の廃止については、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第85号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○江連総務福祉課長 （議案第74号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 
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○齊藤委員 先ほどの説明で、繰り入れることは説

明は分かるんですけれども、これ例えば繰入れ先

なんかは、別に支所的には何も考えずもう財政課

任せみたいな感じになっているのかを確認させて

ください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○江連総務福祉課長 財政課のほうの指定というと

ころで、こちらも基金繰入金ということで…… 

○森本委員長 一般会計に繰り入れているんですよ

ね。 

○江連総務福祉課長 はい。 

○森本委員長 よろしいですか。 

○齊藤委員 いや、それの支出先の話。 

○森本委員長 支出先。 

○齊藤委員 そう、そう、そう。 

○森本委員長 どういうことに支出するかというこ

とに関しては。 

○齊藤委員 ことに関しては別に何も言わずに、た

だもう繰り入れるから、分かったということでい

いんですねという話。 

○森本委員長 支出の指定的なものとか、そういう

こと。 

○齊藤委員 はあったんですかという話。 

○森本委員長 課長。 

○江連総務福祉課長 特に。 

○森本委員長 特にないそうです。 

  そのほか質疑ございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 
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○江連総務福祉課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ここで副委員長に交代します。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 73ページの塩原支所、委託料で市有

地の支障木処理とかあるんですけれども、これ市

有地というのはどんなことに使われている土地な

のかをお聞きしたいんですけれども。 

○林副委員長 課長。 

○江連総務福祉課長 市有地の使用状況というとこ

ろかと思うんですが…… 

○森本委員長 市有地の支障木処理とあるじゃない

ですか。支障木ということは支障があるものなん

ですよね。どんなことに使われている土地の支障

木なのかを聞きたいんですけれども。 

○江連総務福祉課長 これは２つございまして、１

つにつきましては、令和２年から令和４年、３年

計画で関谷の区画整理の東側の民間の宅地分譲地

の隣の林なんですが、こちらが土地を超えてかな

り枝が出ていると。あと、枯れ木もございまして

強風とかで枯れて倒れるというようなこともある

ものですから、３年間の計画でその危ない木を伐

採しようというのが１つでございます。 

  先ほど御説明しました補正で対応したというの

は、旧塩原ガーデンの隣にございます空き地とい

いますか塩釜地区のごみの収集場所があるところ

なんですが、こちらに立っている木がガーデンの

ほうで営業を再開するというようなお話が９月頃

にございまして、できれば12月末には営業を再開

したいんだということで、その際にうちのほうか

ら大きな木がございまして、その枝が建物にかか

るくらい伸びているものですから、こちらの伐採

の依頼をされたところでございます。 

  12月補正で予算を取りまして、枝の伐採と何本

か元から切ったというような内容でございます。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 そうしますと、どちらかというと空

き地的なもので、木が生えているような場所であ

って、特別、今現在何かに利用している土地では

ないということでよろしいですか。 

○林副委員長 課長。 

○江連総務福祉課長 そのとおりでございます。 

○林副委員長 議事を委員長に戻します。 

○森本委員長 それでは、皆さん、そのほか質疑は。 

  副委員長。 

○林副委員長 255ページ、８款土木費、２項２目

道路維持管理費の塩原支所、それは駄目なんでし

たか。失礼しました。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますか。 

  質疑の途中ですが、議員間討議に入ります。討

議すべき点、あるいは委員からの意見はございま

すか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す
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べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  総務福祉課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時２６分 

 

再開 午後 １時３３分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光建設課の審査 

○森本委員長 それでは、ただいまから産業観光建

設課の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８８号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第88号 那須塩原市

塩原地区吊橋整備基金条例の廃止についてを議題

といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （議案第88号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 説明は分かったんですけれども、これ

がなくても一般財源でもできるということだと思

うんですけれども、今までこの基金が使われた事

例はあるんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 先ほども御説明したんで

すけれども、本基金の活用につきましては、七ツ

岩吊橋整備のために１億1,300万円、山ゆりの吊

橋整備のために２億1,500万円を活用しまして、

その他はもみじ谷大吊橋塗装修繕等に活用してお

ります。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 分かりました。 

  そうすると、前回も聞いて分かっているんです

けれども、確認なんですけれども、この基金じゃ

なくても一般財源のほうから十分対応できるので、

これはもう必要ないということでよろしいですか。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 現在のところ、新たな吊

橋の整備につきましては計画はございません。そ

んな中で、今後、塗装修繕等、修繕にかかる費用

の支出は見込まれますが、それにつきましては一

般財源のほうで対応可能だというふうに考えてお

ります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今、課長のほうから説明があったとお

り、僕も気になっているのが結構な金額を使って

いるんですよね、使うときは。なのに、これを潰

しちゃうのが、多分前回のときの質疑のときに、

その他のときに聞いたんですけれども、多分事務

事業とかの見直しでこれがスポットに当てられて、
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課のほうで多分検討してくださいということで今

回この議案にしたと思うんですけれども、修繕費

で2,600万円というのを今後捻出するのに、そん

な簡単にできるものなのかと思ったんですが、そ

れでもこの基金を廃止しちゃって構わないのかな

というところを確認させてもらいたいんですけれ

ども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 もみじ谷大吊橋塗装修繕

につきましては、単年度で2,600万円の支出をし

たものではございませんで、幾つかの年度に分け

て塗装修繕を行ったものを合わせまして2,600万

円ということでございます。 

  具体的に分けて申し上げますと、平成21年度に

950万円、もみじ谷大吊橋の塗装修繕、それから

平成22年度に約500万円、これも同じようにもみ

じ谷大吊橋の塗装修繕。それから、平成27年度に

1,200万円、こちらはもみじ谷大吊橋の主塔の塗

装修繕になります。 

  そういったことから、単年度にかかる費用とし

ましては、そんなに大きなものは今後見込まれな

いのかなと。現在の定期点検の中でも特段異常は

生じておりませんので、発見されておりませんの

で、その中での塗装修繕等につきましては、単年

度の見込みで一般会計予算で対応可能だというふ

うに考えております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かりました。 

  じゃ、その前にあった七ツ岩と山ゆりの橋に関

しては、山ゆりのほうは２億も支出しているんで

すよね。こういった事例が、何があったのかの内

容を聞きたいのと、あと今後同じようなケースが、

例えばもみじ谷大吊橋とか、今紹介いただいたと

ころには起きる可能性はないのかを確認したいん

ですけれども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 まず、七ツ岩につきまし

て１億1,300万円と申し上げましたが、これは平

成12年度に、七ツ岩の新規整備に伴うものでござ

いまして、その後、平成15、16年度にわたりまし

て、山ゆり吊橋の新規整備に伴いまして２億

1,500万円ということでございます。 

  いずれも、多額の億を超える金額の支出につき

ましては、新規整備にかかるものでございます。 

○森本委員長 そのほか質疑ある方はいらっしゃい

ますか。質疑ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第88号 那須塩原市塩原地区吊橋整備基金

条例の廃止については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第88号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 ここで総務企画常任委員会を予算常

任委員会（第一分科会）に切り替え審査を行いま

す。 

  それでは、議案第74号 令和５年度那須塩原市

一般会計補正予算（第５号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （議案第74号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 繰越明許のほうなんですけれども、今、

９月で、これ支払いのシステムはどうなっている

んですか。要は１年かかるとか分かるんですけれ

ども、その支出が発生するのに今年に計上してお

いて、わざわざ来年払いますよという予算を今年

取らなきゃいけないのかどうかというところを確

認したいんですけれども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 こちらにつきましては、

全額繰越しとするところでありますので、今年度、

予算上は執行できる、支出できる状況にあるもの

ではございます。そんな中で、契約行為等につき

ましては、今年度の中で実施できるものでござい

まして、この予算を全額、翌年度まで継続して使

えるというようなところでございますので、

1,440万円を繰り越せますというような御承認を

いただくものでございます。 

  実際に年度内に納入ができる可能性はほとんど

ございませんが、そうなった場合には本年度の中

でも執行できるもので、予算を支出できるもので

ございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 分かっていて聞いているんですけれど

も、今年度、もう納入できないのが分かっている

のに、なぜ予算を計上して来年にわざわざ繰り越

す必要があるんですかと聞いているの。契約は書

面だけでの発注なのに、支払いは納入されなきゃ

払わないわけじゃないですか。なのに、なぜわざ

わざ1,440万円をここで繰越しで上げておくのか

なというのが質疑なんですけれども。 

  明らかに払わないのが確定している案件に変わ

っちゃっているんですよね。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 トラックの納入につきま

しては、納期が長期間見込めないということから、

本年度に発注業務を行いまして、契約については

予算上の担保がないと契約事務ができないところ

でございますので、そのために今年度の予算を取

りながら、実際の支出に合わせて繰越明許を設定

して来年度に全額支出するというような計画でご

ざいます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 じゃ、分かりました。 

  大体何月とかは分かるんですか。これが例えば

４月とかだったら分かるんですよ。それが、今か

らやって大体１年かかるわけですよ。そうすると、

来年の９月は、なきにしもなんですけれども、も

のによってはかかるんですね、消防車だって１年

かかる時代なので。そうすると、今から繰越しを
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設定するのに1,400万円の担保だけをつけるがた

めに予算計上をして、わざわざ繰り越していって、

払うのは来年の９月ですと、これが通例というか

当たり前なんですか。 

  すみません、もうちょっと。契約はできるんで

すか、できないんですか。何か1,400万円はあり

ますよとしないと、できないものなんですか。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 実際に契約事務につきま

しては、予算担保がないと契約は行えないという

ところでございまして、今後９月補正予算が承認

いただけた後に入札事務を行いまして、納期はは

っきりしていないところではありますが、現在の

見込みといたしましては来年の10月頃の納入にな

るのかなというところで進めていければと考えて

おります。 

○森本委員長 ほかに質疑のある方はいらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

  齊藤委員は大丈夫ですか。 

○齊藤委員 こだわっていても仕方ないんですけれ

ども、別に使うんじゃないという意味で聞いてい

るわけじゃないんですけれども、繰越明許、どっ

ちにしても今年度予算になかったものを、トラッ

クを新しいものを新規で買うということで予算計

上をするのに、この値段を設定して、この後に入

札を行って、それから発注するということなんで

すね、今の説明ですと。もう既に買うのをめどに

というよりは、この値段を設定しておいて入札を

するということなんですね、そうすると。今、課

長、そういう話をされていましたよね。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 この後、現在並行して行

っておりますが、そのトラック購入にかかる設計

書を作成しておりまして、その設計書に基づきま

して、入札執行事務を行う予定でございます。 

  設計書に基づきまして予定価格を定めて執行す

るというような手順でございます。 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７８号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 次に、議案第78号 令和５年度那須

塩原市温泉事業特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 
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  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （議案第78号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。討議すべき点、あるいは委員からの意見

はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第78号 令和５年度那須塩原市温泉事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決

すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第78号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第一分科会）を決算審査特別委員会（第一分科

会）に切り替え審査を行います。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明をしてくださ

い。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （認定第１号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 ページ数は239ページですね。 

  239ページの中段にあるもみじ谷大吊橋管理運

営費の中で、その他補償金で新型コロナウイルス

感染症拡大に伴う損失補塡とすると、その後ずっ

と何度も新型コロナウイルス感染症、これに伴う

損失補塡ということがあるんですけれども、その

内容について伺います。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 本事業のみにならず、同

じような項目での補償金といたしまして、新型コ

ロナウイルス感染拡大に伴う損失補塡として、指

定管理施設の、ほかの施設につきましても計上し

ているところではございますが、代表いたしまし

て、もみじ谷大吊橋の損失補塡について御説明を

いたします。 

  こちらにつきましては、指定管理を設定する、

発注する時点で、設定した収入の見込みに対しま

して、令和４年度の収入実績が下回っていたこと

から、その差分を補塡するものでございますが、

あくまでも新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
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うものということで、本補償金を行っているとこ

ろでございます。こちらにつきましては、協定書

の中に記載して支払うところでございます。 

  以上です。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、もちろん収入減、当初の

予定から大幅に減ったということなんですけれど

も、この影響としまして、コロナウイルス感染症

拡大に伴うものかというのはどういう形で検証さ

れますか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 こちらにつきましては、

厳密にここがコロナの関係だ、これはコロナの関

係ではないというふうに区別することは不可能な

のかなという中で、単純に実績として上がった利

用料金、収入と、それから、発注時、組み込んで

おりました収入の差分を支払ったということでご

ざいます。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、いろんな要因あると思う

んですけれども、最大の要因はこの新型コロナに

よる感染症拡大に伴うものという理解でよろしい

ですか。 

○鈴木産業観光建設課長 はい。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 258ページ、道路除雪対策費なんで

すけれども、3,000万から減っているんですけれ

ども、この要因をもう一度教えていただけますか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 主なものとしましては、

258ページにあります委託料、その他委託料の除

排雪の費用でございまして、前年度、令和３年度

につきましては降雪量が多かったと。降雪日数、

降雪量が多かったということで7,271万何がしを

支出しております。本年度につきましては4,200

万何がしということで、その差額が3,000万とな

るところでございますが、令和３年度の延べ出動

日数、参考までに令和４年度と比較しますと、令

和３年度は312日間出動を、業者のほうの委託業

者の出動が行われたと、延べですね。それに対し

て令和４年度につきましては、約３分の２の219

日の出動になったと。単純に日数だけでは費用の

比較はできないところでございます。現実的には、

稼働時間というものが一番大きなところでござい

ますが、稼働時間掛けるそれぞれの除雪の実施し

た業務に応じて、市統一の単価というものがござ

いますので、それを掛けて、それに対しての委託

料の全額が決まってくるところでございますので、

そういったことから、令和３年度に対して大幅に

令和４年度の出動日数が減ったと、稼働時間が減

ったというところから、3,000万円の減となった

ところでございます。 

○三本木委員 たしか林道も除排雪整備がやっぱり

減ったというような報告があったと思うんですけ

れども、同じような理由ですか。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 林道につきましても、同

じように降雪日数、降雪量の関連で、大幅に減と

なっております。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑は。 

  副委員長。 

○林副委員長 255ページ、８款２項２目道路管理

費の中の委託料、不法投棄廃棄物分析の内容につ

いて教えてください。 

○森本委員長 課長。 
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○鈴木産業観光建設課長 本業務につきましては、

御質問のあった不法投棄廃棄物分析が３項目、運

搬、それから処分、関連する部分でございますが、

不法投棄の廃棄物分析につきましては、令和３年

度に市道上に不法投棄された解体に伴う廃材でご

ざいますが、単に焼却処分、燃えないごみについ

ては不燃として埋立て処分というものが本来でき

るところではございますが、不法投棄された場合

に、有害物質、地中にそのまま埋められない有害

物質が含有している可能性がございましたので、

こちらの含有があるのか、ないのかというところ

を分析したもので、９万3,600円を支出したとこ

ろでございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 その令和３年度に不法投棄されたも

のの内容を分析したという解釈。 

〔「はい、そうです」と言う人あり〕 

○林副委員長 分かりました。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますか。 

  金子委員。 

○金子委員 223ページなんですけれども、林道管

理費の、１つは金額が少ないんだけれども、一番

下の補助金として、林道愛護会３団体。これ、ど

んなことを、林道の愛護会ということになってい

るけれども、どんなことをやっているか。 

〔「そこは所管が違います」と言う人あ

り〕 

○金子委員 ここ違ったっけ。 

〔「農林整備課です。その下からの林道管

理費のところからは塩原支所」と言う人

あり〕 

○森本委員長 金子委員。 

○金子委員 じゃ、その下のほうで、224ページの

４行目ぐらいに林道維持管理ということで、111

万ぐらい出ているわけですけれども、委託料です

ね。だから、林道管理というのは、林道って塩原

は相当あると思うんですよね。そういう中で、ど

んな状況でこの管理をしているかということをち

ょっと様子を聞きたいんですけれども、何かこう

100万ぐらいのあれで林道管理ができるのかなと

いう、素人考えなんですけれども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 塩原、林道につきまして

は、９路線ございまして、延長も非常に長いとこ

ろでございます。そんな中で、正直、100万ちょ

っとで実施することについてはかなり苦慮してい

るところでございますが、その中で、この林道管

理では、路面に落ち葉などがかなり堆積しまして、

通行に支障が出る状況になった際に、路面の清掃、

それから側溝もやはり大量の枝葉が堆積しており

ますので、その除去を行っている。また、草刈り

なども必要最小限で実施しているところでござい

ます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますか。 

  副委員長。 

○林副委員長 すみません、しつこくて。 

  先ほどのこの不法投棄に関連してなんですが、

この不法投棄廃棄物処分の主などんなものが処分

されたのかを教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長補佐。 

○宇山産業観光建設課長補佐 処分の内容なんです

が、基本的には、分析した結果、アスベストが含

有されているということで、それ専門の運搬、処

分をしております。主な処分したものなんですが、

建築廃材が主なものでした。木材、あとは壁に使

ったモルタルというんですかね、そういったもの

と、あとは、恐らく何かの店舗だったようでして、

大量の食器類及び瓦とかそういったものが主なも
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のでした。 

  以上です。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 総額で100万ぐらいになってしまう

んですが、こういったことは過去にも常に起きて

いるのかというは聞いちゃ駄目なんですか。頻度

は、毎年あったりするのか。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 私の以前の勤務場所とし

まして、西那須野支所産業観光建設課３年、塩原

支所で３年目となりますが、その６年弱の間では

今回のようなケースは初めてでございまして、一

般的に民有地等の林野等に不法投棄するケースは

たびたび聞いておりますが、市道上におきまして

は初めてのケースでございます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 先ほど佐藤委員が話聞いた指定管理へ

の補償金の話なんですけれども、大吊橋関係は利

用料金取っているので、委託料がもともと低い入

札で行っていると思うんですね。そのほかは普通

に指定管理料を市のほうで捻出して払ってお任せ

しているのにもかかわらず、その来場者の減によ

り補塡をするその利率は、大吊橋のほうはもうけ

たお金で運営できますということで委託している

やり方ですよね。でも、ほかは多分、市で決めた

値段でやってくださいとお願いしているんで、最

悪、言い方悪いんですけれども、お客さんがある

程度来なくても耐えられるに値する値段でやって

いると思うんですけれども、これがその支出する

値段が、どういう利率か分からないんですけれど

も、等と言っているので、多分そのほかのも入っ

ていると思うんですけれども、その計算式はみん

な一律同じだったんですか。大吊橋はちょっと、

これもう21万ぐらいで受けているので、死活問題

ですけれども、ほかは何千万といただいている年

数なのに、補塡の量が1,000万だと足りないかな

と思って。前、昔、大吊橋で4,000万ぐらい上げ

ていましたよね。なので、そういった計算って、

これで森林組合さんは大丈夫なんですか。大丈夫

だっていう話だったんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○齊藤委員 もし大変だったら、これ決算なので、

それで大丈夫だったかどうかだけでも言ってもら

えれば。 

○鈴木産業観光建設課長 こちらの指定管理を設定

したときの利用料金の見込み額といたしましては、

4,300万、本年度4,300万円でして、令和４年度の

実績が3,300万何がしというところでございまし

たので、差額として987万7,000円になっていると

ころでございます。 

  こちらにつきましても、最終的にはこの金額の

操作というところはできないところではございま

すが、指定管理者のほうとも打合せしながら、こ

れで了解をいただいて補塡金額を決定して計上し

ているところでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  すみません、売上げが聞いていないので分から

なかったというところもあるんですけれども、じ

ゃ、ほかのところは、その計算で行くと、その補

塡という見込みは全て把握されているということ

でいいんですか。設定をしていると。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 ほかの箇所につきまして

も、塩原温泉天皇の間記念公園を除きまして全て

利用料金制ということで、入ってきた収入につい

ては、全てのそのほかの天皇の間を除くその他の
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指定管理施設５施設ございますが、こちらにつき

ましては、収入は全て指定管理者の収入として扱

われておりまして、同じように差額を損失補塡と

して追加計上していくところでございます。 

  以上です。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

します。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第５号 令和４年度那須塩原市

温泉事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議

題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 （認定第５号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 最初のページで429ページなんですけ

れども、温泉の使用料というところで、現年度分

についてはほぼ100％入っているんですけれども、

滞納繰越分につきましては、特に上・中塩原温泉

の収納率が16.5という非常に少ないんですけれど

も、この要因というのは把握しているかどうか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○鈴木産業観光建設課長 こちらにつきましては、

１件分納誓約を行いながら滞納額の縮小に努めて

いる個人の方が１名おられまして、それによる未

納額の収納率が低い状況というふうに推測してお

ります。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 それは分かったんですけれども、そう

すると、滞納している方に対して、その後の対応

というのはどのようにされているんですか。 
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○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 現在の催告書の通知や電

話催告、それから窓口での催告等、努力している

ところではございます。そんな中で、額として多

くの金額が削減できていない現状を考えますと、

新たに分納誓約を取り交わして、さらに早い未納

の回収に向けて取り組む必要があるということで、

現在、それに向けて取り組んでいるところでござ

います。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、滞納されていても、払わ

なくても、いつまでも給湯されるということでよ

ろしいんですか。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 現在の中では、滞納して

いる分、一切払わなくなったという状況でなけれ

ば、支払いが継続されている状況であれば、給湯

については継続して行っているところでございま

す。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、期間は何年か払わなけれ

ば給湯停止とか、そういう契約とかそういうもの

はないんですか。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 給湯の契約上、何か月滞

納があるととか何年滞納があると給湯停止します

よというような取り決めはないところでございま

すが、今後、そういうところも検討しながら適正

な納付に努められるように努力していきたいと思

っております。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、過去に払わなくてもそれ

で停止になった事例というのはあるんですか。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 過去にそういう事例はご

ざいません。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 過去は例がないとしても、ずっとこれ

多分続いてくると思うんです、払わない人は。そ

うすると、このままでいくと、払わなくてもどん

どん供給してくれるんだったら払わなくてもいい

んじゃないかというふうにも考えられますので、

今後、どういうふうに取り組んでいくかなんです

けれども、だから、その辺難しいと思うんですけ

れども、その辺をうまくやってくれというのと、

普通に真面目に払っている人が温泉なくても生活

に何ら影響はないと思いますので、その辺十分検

討されまして、しっかり取ってきてくれればと思

っています。 

  以上です。 

○森本委員長 課長。 

○鈴木産業観光建設課長 ありがとうございます。

今後、さらに滞納額が減少するように努めていき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

○森本委員長 そのほか、令和４年度の決算につい

て質疑ございますか。 

  質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 
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〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第５号 令和４年度那須塩原市温泉事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第５号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  産業観光建設課の所管の審査事項は以上となり

ます。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会計課の審査 

○森本委員長 これより会計課の審査に入ります。 

  会計課の皆さん、お疲れさまです。 

  初めに、会計管理者から御挨拶をお願いいたし

ます。 

○田野会計管理者 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

  会計課については、総務企画常任委員会及び予

算常任委員会に対する付託案件がありませんので、

決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え審

査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、認定第１号 令和４年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案説明を簡潔にお願いいたします。 

  会計管理者。 

○田野会計管理者 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 歳入の今言ってくれた証紙と印紙なん

ですけれども、これ手数料って幾らが、その額に

よって違うのかどうかちょっと教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  補佐。 

○添谷会計課長補佐 私のほうから、まず収入印紙

になります。こちらの販売の手数料なんですけれ

ども、購入した金額に基づきまして、率のほうが

決められております。幅的には0.5％から10％と

いうことで、購入金額に応じて購入した月の実績

に基づいて郵便局のほうから入ってきております。 

  また、栃木県の収入証紙になります。こちらに

つきましても、購入金額の、こちらは3.3％、こ

ちらの分が市のほうに入ってきているという、購

入の都度入ってくるという形になっております。 

  説明は以上となります。 
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○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今度、歳出のほうで、先ほど管理者の

ほうからあったディスプレイですね。これは普通

にパソコンのモニターのことを言っているんです

かね。もう一回説明してください。８台。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○八木澤会計課歳出係長 ディスプレイというのは、

審査が電子決済が始まりまして、ＰＣモニターだ

けですとちょっと見づらいところがありますので、

会計課職員に８台、27インチのディスプレイを購

入したものです。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 17万1,000円で８台も買えたんですか。 

○森本委員長 会計管理者。 

○田野会計管理者 見積り合わせをさせていただき

まして、購入させていただきました。 

○齊藤委員 じゃ、別に怪しいところではなく。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方はいらっしゃ

いますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、収入印紙の基金残高の推

移ということで、こちら500万円がずっと印字さ

れているんですけれども、これはこのずっと500

万のままの理由を教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  会計管理者。 

○田野会計管理者 こちらの収入印紙の関係の基金

については、条例を、合併当時から条例を設けて

基金として設置をしているというところでござい

ます。その時点で３つの町のそれぞれの取扱額等

を含めて500万というところで、上限額を設定し

たという形になろうかと思います。 

  この後、例えばこの500万ですが、運用してい

く中で足らないという見込みがあるということに

なってくれば、その際、当然、条例の上限額を変

更する必要が出てこようかと思いますので、その

時点でしっかり議員の議会の皆様にも御協議を差

し上げると。要は変更の条例の改正とかという部

分で御協議をする必要があるというふうには思っ

ておりますけれども、現時点では、500万という

中で回せている状況になっております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、今度、合併のときに設定

したというお話なんですけれども、印紙等購入基

金残高と書いてあるんですけれども、そもそもこ

の基金は何に使うためだったのか。今、運用のた

めというのを昔から言っていたのか、その目的を、

すみません、見ていなくて分かんないんですけれ

ども。 

○森本委員長 会計管理者。 

○田野会計管理者 設置の目的ということで、収入

印紙等ということですけれども、こちら、等につ

いては、収入印紙と栃木県の収入証紙、こちらを

購入、それから売りさばきに係る事務を行うため

のものということで設定するための金額、金、基

金ということになってございます。これ以外には

使うことができない。 

〔「それにだけ使える基金」「証紙を買う

ための」と言う人あり〕 

○田野会計管理者 端的に申し上げますと、この基

金を原資として、収入印紙を買ってくるための原

資、お金ですね。そのためだけ。 

○森本委員長 あと販売ということは、例えばそれ

に係る消耗品とか業務に係る消耗品とかも入って

いるということですか。 

○田野会計管理者 入っていない。純粋にもう。 
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○森本委員長 本当に純粋に仕入れですか。 

○田野会計管理者 仕入れのためだけですね。 

  先ほど、売りさばきに関する事務を行うためと

いうところも目的の中には入っているんですけれ

ども、実際に運用という中では、その印紙を買っ

てくるためだけに使っている。 

〔「仕入れるじゃん。市民に販売するに当

たって印紙や証紙を仕入れるのに使うお

金」「これ500万ぴったり買えるという

ことですか」と言う人あり〕 

○森本委員長 会計管理者。 

○田野会計管理者 スタートはいつにしたとしても、

必要な売りさばきを目的と、ストックとして、例

えば300万円分、証紙を、金種が幾つかあります

けれども、買ってきたというところで、窓口で売

っていく。パスポート、はい、私、パスポートを

申請しているので、大人で10年で１万6,000円必

要ですといったときに、１万4,000円の印紙と

2,000円の証紙というところで、うちはストック

してあるものを売るということで現金が入ってき

ますけれども、その中で、今度足らなくなるわけ

じゃないですか。売っていく中で、証紙、印紙が

なくなった時点で、なくなった時点というかなく

なるのを見込んで、郵便局とか、それから足銀の

黒磯支店に買いに行くといったときに、現金で買

いに行く、そういうような形になります。最後の

時点で、決算の時点でしっかりそこを精算して、

最終的に500万の基金残高がそのまま出てくる。 

○森本委員長 金子委員。 

○金子委員 年間どのぐらい使うものなんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  補佐。 

○添谷会計課長補佐 まず、パスポートの状況です

と、昨年度、令和４年度につきましては、823件

の取扱いがございます。あと、そのほか、法務局

で使用する印紙等の販売も行っておりまして、そ

ちらのほうの取扱いの件数ですけれども、印紙の

ほうが１万9,620件、県の証紙、こちらが3,529件、

枚というんですかね、そちらのほうを販売させて

いただきました。 

○金子委員 金額では分かんないですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

○添谷会計課長補佐 売った金額のほうでよろしい

ですか。 

○森本委員長 補佐。 

○添谷会計課長補佐 収入印紙の売上げのほうが

1,645万3,750円です。県の証紙、こちらが554万

8,250円となっております。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 さっき、ディスプレイは電子決算用と

おっしゃったかと思いますけれども、いろいろ、

１階の窓口では、電子決済というかキャッシュレ

ス決済はもう実施されているんでしょうか。 

○森本委員長 会計管理者。 

○田野会計管理者 会計課の窓口では実施はされて

いない、まだ導入をされていないと。この間の会

派代表質問の企画部のほうで、この後、キャッシ

ュレスというところで、課税課と市民課というこ

とで、証明書関係を扱っているところについては、

レジスターというものの更新に合わせてキャッシ

ュレスを導入するということで動き出していると

いうような状況です。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 それを見据えてディスプレイを導入し

たということ。 

○森本委員長 会計管理者。 

○田野会計管理者 今のお話とはちょっと切り離さ

れるということで、あくまでも事務や審査用に使

っているというところでございまして、そこはひ

もづけというか、されていない。 
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○森本委員長 そのほか質疑ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようなので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  会計課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時２７分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎選管・監査・固定資産評価・公

平委員会事務局の審査 

○森本委員長 これより選挙管理委員会事務局、監

査委員事務局、固定資産評価審査委員会、公平委

員会の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  初めに、局長から御挨拶をお願いいたします。 

  局長。 

○八木沢選管事務局長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

  選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定

資産評価審査委員会、公平委員会については、総

務企画常任委員会に対する付託案件がありません

ので、総務企画常任委員会を予算常任委員会（第

一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  局長。 

○八木沢選管事務局長 （議案第74号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  田村委員。 



－79－ 

○田村委員 この市長選は無投票でしたけれども、

実際、それが分かるのが告示の当日だと思うんで

すけれども、多分、今回は恐らく無投票がずっと

想定されていたんだけれども、実際、この投票所

の入場券、これ当然発送はしないんでしょうけれ

ども、そうしたものは常に用意するものなんです

か。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○八木沢選管事務局長 おっしゃるとおり、発送だ

けがなかったというところで、入場券そのものは

既にもう発送、すぐできるように加除を全部済ま

せて、確定を待ちます。日曜日の５時で締め切り

ますので、その時点で無投票が確定します。その

段階で、仮に選挙という場合はもう発送しなくち

ゃいけません。無投票なので発送しない。これは

郵便局と綿密な打合せをして、発送しちゃうと三

百数十万とかかっちゃうものですから。ただ、確

定して送ると多分お叱りを受けるからというのを

覚悟で発送しなかったということもありまして、

これは１名しか立候補しなかったということで、

３日ぐらいかかるんですね、郵便局で。そうする

と、月曜日に発送して木曜日ぐらいに着く御家庭

もあるということで、これはお叱り覚悟で。ただ、

入場券がなくとも本人確認できれば選挙はできま

すので、そういう説明をしながら丁寧な対応をし

ようということでやっていたという経緯がありま

す。ＴＫＣというところにお願いするんですけれ

ども、全て準備して、その費用はかかっています。 

  以上です。 

○森本委員長 そのほか、質疑はございますでしょ

うか。 

  質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 では、質疑の途中ですが、議員間討

議に入ります。討議すべき点、あるいは委員から

の意見はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、ここで予算常任委員会

（第一分科会）を決算審査特別委員会（第一分科

会）に切り替え、審査を行います。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 
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  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  局長。 

○八木沢選管事務局長 （認定第１号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 119ページの一番最後の備品購入費で、

機械器具費、投票用紙の計数機が購入されている

と思うんですけれども、この購入理由、今まで物

がなかったのか、壊れちゃったのか何なのか、購

入の理由です。 

○森本委員長 事務局長。 

○八木沢選管事務局長 古いものから順に新しいも

のに入れ替え、やはり古いと、開票事務とか、投

票事務とか、支障をきたすのがありますんでとい

うことが主な理由になります。 

  できれば、交付金が出る選挙のときに更新して

いきたいという思いがあり、県政選挙とか国政選

挙の時には必ず古いものをチェックして、もう交

換するような考え方で執行しております。 

  以上です。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、今の説明でわかったんで

すけど、随時更新するということで、今回補助率

が高かったということで……。 

○森本委員長 局長。 

○八木沢選管事務局長 実は、県議選と参院選でも

購入していますので、随時古いものは廃棄して、

新しいものを買うということを、常に機械と見比

べながら調整しているということです。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、先ほど説明いただいた、

備品購入費は９分の５と、県のほうが９分の２と

いうやつなんですけれども、こちらの決算書でい

うと、歳出のほうで言うと、例えばどの部分が該

当しているというのを分かりますか。栃木県だっ

たら栃木県のほうでもいいですけれども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○八木沢選管事務局長 それでは、備品購入の該当

部分ですけれども、119ページ、栃木県議会議員

選挙費ですと、この備品購入費、機械器具費74万

8,000円、こちらがその……。 

○齊藤委員 今言っていた投票の……。 

○八木沢選管事務局長 ９分の２のほうです。 

  それから、参院選ですと、次の120ページの次、

121ページのちょうど中段辺りですけれども、備

品購入費、機械器具費27万5,000円、この部分が

９分の５の該当部分です。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、実質の額はもっと高くて、

市で出した分だけがここに計上してあるというこ

とでいいんですよね。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  局長。 

○八木沢選管事務局長 これはずばりの決算額です。

この27万5,000円の９分の４が……。 

○齊藤委員 歳入で入るのか。 

○八木沢選管事務局長 歳入で入るという計算にな

っているということです。 

○齊藤委員 分かりました。失礼いたしました。了

解です。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

  ございませんか。 

〔発言する人なし〕 
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○森本委員長 質疑の途中ですが議員間討議に入り

ます。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定

資産評価審査委員会、公平委員会の所管の審査事

項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ３時５０分 

 

再開 午後 ３時５３分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議会事務局の審査 

○森本委員長 これより議会事務局の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さんお疲れさまです。 

  初めに、議会事務局長から御挨拶をお願いいた

します。 

  局長。 

○髙久議会事務局長 （挨拶。） 

○森本委員長 ありがとうございました。 

  議会事務局については、総務企画常任委員会及

び予算常任委員会に対する付託案件がありません

ので、決算審査特別委員会（第一分科会）に切り

替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 それでは、認定第１号 令和４年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や、新規事業を中心に説明してくださ

い。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○相馬議事課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございますでしょうか。 

  質疑ございませんか。 
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〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  議会事務局の所管の審査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 ４時０１分 

 

再開 午後 ４時０５分 

 

○森本委員長 では、休憩前に引き続き委員会を再

開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○森本委員長 （議会報告会について。） 

  じゃ、続きまして、あしたの予定について、事

務局からお願いします。 

  事務局。 

○室井書記 （事務連絡。） 

○森本委員長 その他、皆さんから何かございます

か。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員長 あしたはもうちょっと落ち着いてや

りたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○森本委員長 以上をもちまして、本日の総務企画

常任委員会を散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時１８分 
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総務企画常任委員会／予算常任委員会及び決算審査特別委員会（第一分科会） 

 

令和５年９月１３日（水曜日）午前１０時開会 
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委 員 金 子 哲 也   
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紹介議員（なし） 
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課 長 補 佐 
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那須塩原駅 
周辺整備室 
主 査 
（係長級） 
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出席議会事務局職員 

議事調査係長 長 岡 栄 治 書 記 室 井 理 恵 

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔企画部〕 

    ・企画部長挨拶 

   〔企画政策課〕 

    ・議案第９１号 黒磯市・西那須野町・塩原町新市建設計画の変更について 

    予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

    決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第 １号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔デジタル推進課〕 

  ・議案第８３号 那須塩原市ＤＸ推進基金条例の制定について 

予算常任委員会（第一分科会） 

    ・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

   決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第 １号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

〔秘書課〕 

   決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第 １号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

〔市民協働推進課〕   

予算常任委員会（第一分科会） 
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〔那須塩原駅周辺整備室〕  

予算常任委員会（第一分科会） 
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・議案第７４号 令和５年度那須塩原市一般会計補正予算（第５号） 

   決算審査特別委員会（第一分科会） 

    ・認定第 １号 令和４年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○森本委員長 皆さん、おはようございます。 

  委員会審査も３日目となりました。９月に入り、

大分朝晩は涼しい日も出てきたのかなと思うんで

すけれども、まだ大変残暑厳しい中、皆さん体調

には十分注意していただけたらというふうに思っ

ております。 

  ここのところ、日本代表のスポーツのチームが

すごく活躍していて、バスケット、アンダー18の

野球も優勝、ラグビーもこの間、勝利して、あと

サッカーもドイツに勝ったりとか、トルコにも昨

日勝ったりとかで、日本の若い人たちの頑張りに

すごく感動させられるときが多い今日この頃です。 

  那須塩原市もぜひしっかり頑張って、市民の皆

さんが感動できるような政策になるように我々も

しっかり審査を続けていけたらというふうに思い

ますので、皆さんの御協力よろしくお願いしたい

と思います。 

  それでは、散会前に引き続き総務企画常任委員

会を再開いたします。 

  ただいまの出席委員は９名です。 

  それでは、次第により、本日の審査に入ります。 

  なお、決算審査時は、平山委員は委員外の議員

となります。質疑等の発言、採決への参加などは

一切できませんので、御注意ください。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画部の審査 

○森本委員長 これより企画部の審査に入ります。 

  初めに、企画部長から御挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○黄木企画部長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎企画政策課の審査 

○森本委員長 ありがとうございました。 

  ただいまから企画政策課の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第９１号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第91号 黒磯市・西

那須野町・塩原町新市建設計画の変更についてを

議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 （議案第91号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 課長、今9,500円と多分言っていたの

で、9,500万円だと思うので、議事録に多分載っ

かっちゃうから、直したほうがいいと思います。 

  １つ、今、財政区分の話があったんですけれど

も、ちょうどこの間、財政課から中長期財政の見

通しが出たんですね。合っているところと合って

いない数字があるんですけれども、この差って何

だか分かりますか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 財政のほうに確認しましたと

ころ、普通会計というか、一般的な一般会計と普

通会計とありまして、そのあたりの差があって、
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加算しているものとしていないものがあるという

ところでの計算というふうになります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 確認になってしまうんですけれども、

11年度まで今回この計画を延ばしたということで、

新庁舎は、一応予定では令和９年度中というお話

になっています。このままいけば、ちゃんとこの

とおりにいくということでよろしいですよね。確

認させてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 現在の予定では、予定どおり

９年度にというところで進めているところでござ

います。 

○森本委員長 そのほか質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点あるいは委員からの意見はござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第91号 黒磯市・西那須野町・塩原町新市

建設計画の変更については、原案のとおり可決す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第91号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで、総務企画常任委員会を予算常任委員会

（第一分科会）に切り替え審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 （議案第74号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  三本木委員。 

○三本木委員 移住定住の返還の説明があったんで

すけれども、この45万円、この算出というのをち

ょっと理解できなかったんですけれども、そこら

辺をちょっと説明していただければ。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 那須塩原市100万円の補助が

出る中で、75％、国が２分の１50％、県が25％と

いう形で出るような計算になっておりまして、そ

れに伴う返還金が45万円という形になっておりま
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す。単身ですね。大変失礼いたしました。今回、

単身者というところで世帯で100万円、単身で60

万円という基準になっておりまして、60万円の対

象者というところで返還が発生しまして、25％返

還金という形になります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今の三本木委員のところなんですけれ

ども、これ結局、移住されてきて、支払いました。

今回転出するので、お返ししますということで、

市としての財政負担というものは発生しないのか

どうかお伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 全額返金という形になってお

りますので、発生しないという形でございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ちなみに、転出の理由は、会社関係の

理由ということで、別に那須塩原市が何かあった

とか不具合があったとか、そういうのではないで

すよね。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 個人的な事由で転出したとい

うことで、那須塩原市が嫌になったとかそういう

ことではございません。 

○森本委員長 そのほかに質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や、新規事業を中心に説明をしてくだ

さい。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 
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  課長。 

○相馬企画政策課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  田村委員。 

○田村委員 ちょっと何点か。77ページのふるさと

寄附事業費、60事業のところですけれども、昨年

度は、いわゆる寄附総額に占める経費総額の割合

はどのくらいだったでしょうか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 必要経費ということで、サイ

トの運営費ですとか送料ですとかというところで、

２億8,639万4,859円という金額が出ておりまして、

かなりの割合で経費にかかっているという状況は

ございます。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 この10月からルールが厳格化されると

いうことで、いろんな経費も経費に含めなければ

いけないみたいなことに変わるみたいなんですけ

れども、本市の場合は、既にそれには対応して計

算をされているのかどうかについて。 

○森本委員長 課長。 

○相馬企画政策課長 今度10月から変わるというと

ころでございますが、４年度のこの実績の中にも

人件費を含めるというところで、計算するように

というところで、県のほうからも指示がございま

すので、そこは入れて計算をされているというこ

とです。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 この寄附総額の中に、いわゆる企業版

ふるさと納税も含まれているんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 企業版ふるさと納税は含まれ

ておりません。 

○森本委員長 暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時４５分 

 

再開 午前１０時４６分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 75ページで、企画総合調整費という

ことで、３年度が１億5,000万円でしたか、４年

度が7,000万円か、800万円ぐらい少なくなってい

るんですけれども、要は総合計画ができたんで、

その分が減ったというような説明に聞けたんです

けれども、やっているうちの必要経費という、そ

のかかった内容というのをちょっと教えていただ

ければ。 

○森本委員長 どういうところが減額になったかと

いうことですね。 

  答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 総合計画を昨年度策定したん

ですけれども、総合計画をつくる前に当たって、

その準備というところで、３年度から準備を進め

ていきまして、３年度、４年度で委託を出して、

いろいろ事業を進めてきたわけでございますが、

おおむね３年度にかかっているほうの費用のほう

が高かったので、４年度のほうが少なくなってい

るということでございます。 

○森本委員長 三本木委員。 

○三本木委員 そこは分かるんですけれども、その

内容というのか。 
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○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 内容としましては、アンケー

ト調査などを行ったりとか、ワークショップなど

を行って、事前に市民等の意見を聴取したりとか

ということに係る費用がかなりかかったのかなと

いうふうに思っております。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  三本木委員、続けてどうぞ。 

○三本木委員 81ページ、シティプロモーション、

アートを活かしたまちづくりの説明の中で、映画

部門が解散になったというような発表があったん

ですけれども、そのやつで活用してまちを宣伝す

るとかというような話を聞いているんですけれど

も、何で映画部門が解散になったんだか、その理

由を教えていただければ。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 実行委員会形式という形で、

映画部会というのも開いて、アートの戦略の中の

１つとしてやっていたという状況でございます。

民間の方に取り組んでいただいて、大きな映画祭

なんかもできるような状況にあったのかなという

ふうに思っております。 

  ただ、いろいろ運営していく中で、部会として

運営をしていくという形はここまでの期限として

やりましょうということで、終了という形になっ

ております。ただ、那須塩原市をＰＲしていくと

か、そういうことに関して映画というか動画とい

うか、そういうものは活用するというのはいいと

思いますので、それは引き続き、今年度に関しま

しても動画の費用などを多少計上しまして、そう

いうのを発信していきたいかなというふうに考え

ているところです。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  三本木委員、続けてどうぞ。 

○三本木委員 地域おこし協力隊、これが３人ほど

いるような説明を受けたんですけれども、どうも

我々に姿というか、見えてきていないんですけれ

ども、どのような活動をしているんだか、どうい

う場面で活動しているのか、なかなか現場にいて

も、野菜の関係をやっているとかというんだけれ

ども、俺も農業をやっているんだけれども、ちょ

っと、ずっとその人たちのあれが見えないんだけ

れども、どんな活動をしているんだか、ちょっと。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 令和３年度に関しましては、

３人いたということで、まず、情報発信の担当、

情報発信とかプロモーションの活動をしている者

に関しては、地域いろんなところをめぐりまして、

那須塩原市のいい映像などを撮って、それをイン

スタとかで発信してお知らせしていくというよう

な活動なども行っております。それから、いろん

なイベントなんかに参加しまして、そちらのＰＲ

をしたりとかということをやっています。 

  それから、もう一人は、アートの担当の職員に

関しましては、那須塩原市のほうでアートスペー

スというのを黒磯のほうの駅前のほうに場所を持

っているんですけれども、そこで活動しておりま

して、那須塩原に関するＡＲＴ369のいろんなイ

ベントを企画したりとか発信をしたりとかという

形でやっております。特にワークショップなどを

行ったりとかして、市民の皆様にも協力していた

だいたりとか参加していただいたりとかというこ

となども行っております。 

  それから、もう一人は、農務畜産課のほうに配

属されていたもので、農業、特に牛乳の那須塩原



－91－ 

市が生産２位ということもありますので、牛乳の

活用についてやっているというところで、今度、

道の駅のほうがリニューアルされるというところ

もありますので、そちらに何かいいものが出せな

いかとか、そういうことなども加えていろいろ検

討されていると。 

  地域おこし協力隊は、３人いたら３人協力しな

がら、いろんな那須塩原市のイベントですとか、

そういうところに協力したりとか、市のイベント

じゃなくても地域のイベントなどにも参加して、

ＰＲをしているという状況にあります。 

  ただ、委員がおっしゃるように、やはり活動の

内容がなかなか見えにくいというのは課題かなと

思いますので、もう少し見えやすくなるように、

それからどんなことをしているのかも、インスタ

だけじゃなくて、いろんなところでお知らせして

いければいいかなというふうに思います。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  金子委員、どうぞ。 

○金子委員 今の三本木さんの質問にも関係あるか

と思うんですけれども、アートを生かしたまちづ

くりの中で、やはりＡＲＴ369のプロジェクトが

果たしてどういうのをやっているのかがなかなか

見えてこない面があるんですね。そしてＡＲＴ

369、板室から黒磯までの間で、最初は、美術館

とかいろいろそういうのをちょっと中心にやるの

かなというふうな印象を持って見ていたわけなん

ですけれども、そういうのも４年度あたりでどう

いうふうな形で369が運営されているのかという

状況をちょっとお聞かせください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 アートの取組ですけれども、

今日の下野新聞なんかにもアートの取組の１つで、

作家さんが図書館のところで展示をしている状況

の新聞掲載があったかと思うんですけれども、ア

ートイベントの大きいのをどんとやるということ

ではなくて、この369沿いにいろいろな小さな美

術館ですとか、それに関するようなものがある、

それからそこの街道自体が素敵なものだというと

ころも含めまして、いろいろな小さなイベントを

行うですとか、実際に市民が参加してもらうこと

によって、そのよさを知ってもらうような、地に

足のついたような取組を中心に行っているという

状況でございます。 

  今年度の中でも、先ほども申し上げましたよう

に、２月に１回ぐらい、小さいながらもいろいろ

なアートイベントを行っております。そういうの

にも足を運んでくださる方もいらっしゃいますの

で、なるべくそういうところに足を運んでいただ

くとか、那須塩原市自体が全体としてすばらしい

この369という流れがあったりとか、西那須野も

そうですけれども、そういうところをお示しして

いけるような、継続して定着していけるような取

組が一番いいのかなというふうに思っているとこ

ろです。 

○森本委員長 金子委員。 

○金子委員 ＡＲＴ369のプロジェクトの拠点とい

うのはどこかにあるんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 先ほど申し上げましたように、

黒磯駅の近くのところ、くるるの近くのところで

すけれども、アートスペースというのを市のほう

で設置しておりまして、そこを一応拠点という形

にはしているところです。そこでいろんな地域お

こし協力隊などが活動して、そこでイベントする

こともありますし、そこを拠点としていろんな場

所、市の中のすばらしい場所で展示会をするとか
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というような形で動いているという状況です。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  副委員長。 

○林副委員長 ５点ほど聞かせてください。 

  まず、75ページ、２款総務費、１項８目企画政

策費の中のまち・ひと・しごと創生推進懇談会に

ついて、詳細を教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 まち・ひと・しごと創生推進

懇談会ですけれども、11名の委員から成っており

まして、産官学、それから金融、労働など、新聞

社などから成る11名の方にいろいろ御意見を伺っ

ているところです。 

  懇談会につきましては、２月に開催をいたしま

して、令和３年、４年度の総合戦略における取組

の実施の状況とか地方創生交付金の検証などを行

っていただいております。 

  中で出ていたような意見としましては、人口の

流入、コロナ禍で人口流入が進んでいるけれども、

コロナ禍で進んでいるので、それがいつまでも続

くということではないので、もう少し戦略的に那

須塩原市としてこの魅力を発信して来てもらうと

かという大きな方針が必要なのではないかですと

か、あとは、那須塩原市でつくる農業品とか生産

品につきましては、何かストーリーのある商品と

いうものの開発なんかをしたらいいんじゃないか

というような御意見などもいただいているところ

です。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 理解しました。 

  続いて伺います。 

  同じく75ページ、下段になります。令和４年度

那須塩原市地域活性化アドバイザリーについて詳

細を伺います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 こちらは、市政について御意

見、アドバイスをいただくというところで、特定

非営利活動法人地域から国を考える会というとこ

ろにお願いをしておりまして、内容としましては、

ＭａａＳに関する講演会、それからヘルスケア領

域の政策提言、それから公民連携に関する政策提

言などをいただいておりまして、それぞれ例えば

関係の高齢福祉課ですとか、スポーツ振興課、都

市整備課などと一緒にお話を聞かせていただいて、

那須塩原市はどんなところに力を入れていくと、

もっとすばらしい政策ができるかというようなア

ドバイスをいただいているところでございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 では、続いて伺います。 

  そのアドバイザーの選出はどのような形で決ま

るのか教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 こちらは、令和４年は随意契

約ということで、専門家の個別の専門的な知見を

持たれているというところで、過去からもアドバ

イスをいただいて効果があったというところで、

選定をしているというところでございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 理解しました。 

  では、続いて伺います。 

  78ページ、２款総務費、１項８目企画政策費、

市民活動センター管理運営費の中にある夜間等管

理費の詳細について伺います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 市民活動推進費につきまして
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は、市民協働課所管という形になるので、そちら

のほうでお尋ねいただけると助かります。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 続いて伺います。 

  80ページ、２款総務費、企画政策費の移住支援

助成金と移住応援のそれぞれの詳細を、先ほど説

明あったと思うんですが、具体的にもう少し教え

てください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 それでは、移住促進センター

のほうで担当が参っておりますので、そちらのほ

うから説明いたします。 

○森本委員長 副主幹。 

○波多腰移住促進センター副主幹 では、私のほう

から説明させていただきます。 

  移住定住事業として、補助金が新幹線定期券購

入補助金と移住支援助成金、移住応援補助金とい

うことで、３種類、４年度は行っております。新

幹線定期券購入補助金については、那須塩原駅か

ら東京までの新幹線の定期券を購入されている方

に対して、３年間、１月１万円の補助という形で

行っております。 

  続いて、移住支援助成金といいまして、こちら

のほうは課長のほうからありましたとおり、世帯

ですと100万円、単身ですと60万円といった形で、

主に東京23区から転入された方に交付しているも

のになります。 

  続いて、移住応援補助金については、アパート

などの賃貸への補助金になります。こちらについ

ては、月額２万円を限度としまして、１年間補助

ということで行っております。 

  以上です。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 あくまで東京都内、23区以外は対象

ではないという理解でよろしいですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  副主幹。 

○波多腰移住促進センター副主幹 移住支援助成金

については、東京都なんですけれども、応援補助

金については、県外でしたら対象となります。新

幹線定期券購入補助金については、ごめんなさい、

今ちょっと忘れてしまいましたので、確認します。

すみません。 

○森本委員長 確認して、後から答弁をお願いしま

す。 

  副委員長。 

○林副委員長 では、最後になります。 

  87ページ、２款総務費、１項10目交流推進費、

先ほど説明ありましたが、外国人生活ガイドブッ

クの詳細について伺います。これも次でしたね。 

○森本委員長 ここに書いてあるものについて確認

してから言ってください。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 先ほどの県でも補助になって

います移住支援のお金なんですけれども、東京に

住んでいるというだけじゃなくて、東京限定とい

うことではなくて、おおむね東京なんですけれど

も、23区に住んでいる、または東京圏から23区に

通勤していたというような方も対象になるかなと

いうふうに思っております。 

○森本委員長 先ほどのできなかった部分をカバー

した答弁ですね。 

〔「そうそう、東京23区というような限定

だったんですけれども、そこの補助……」

と言う人あり〕 

○森本委員長 限定ではないということですね。そ

れで大丈夫ですか。納得していますか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今の80ページの新幹線定期購入なんで

すけれども、効果というか件数を言っていなかっ

たですよね。何人補助したのかというやつを。あ

ともう一個、単身世帯のお話の返還金の説明もあ

ったんですけれども、それも含めて、この２つの

実績を教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 新幹線の定期券購入補助金に

つきましては、４年度は25件、244万1,800円の補

助と対象となっております。 

  それから、移住支援助成金につきましては、令

和４年度で24件で、2,070万円。 

  それから、もう一つ、移住応援費補助金につき

ましては、４年度47件、664万円という実績があ

ります。 

  大変失礼いたしました。 

  実績でいきますと、移住応援補助金が、先ほど

予算で言ってしまいましたので、支出済額、件数

実績としましては、36件、487万8,000円、これが、

移住応援補助金です。 

  それから、繰り返しでごめんなさい、新幹線の

ほうは、実績としまして25件、224万7,200円。 

  それから、もう一つ、移住支援助成金、実績に

つきましては、令和４年22件、1,950万円という

形になっております。失礼いたしました。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 多分昨年度より新幹線は14件増えて、

令和３年は11件というのがちょっとあったんで聞

いてみました。効果があるということを確認でき

ました。 

  それでは、もう一つが、76ページの定住自立圏

の事業費、40事業です。 

  こちら那須地域開拓塾を運営したということで、

宇大と連携しましたよということで、全５回の説

明がございました。 

  これをやることによって、自立圏構想の何を補

っていくのかというところを、もう一度効果とし

てお聞きしたいんですけれども。 

○森本委員長 答弁求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 定住自立圏の中で、何を補っ

ていくというか、定住自立圏の中でいろいろな若

者、若者に限定ではないですけれども、人たちが、

定住自立圏の中を活性化していく。それから、地

域を動かしていくという人たちを増やしていくと

いうところがこの開拓塾の目的でございまして、

なかなかふだんでは目にしない宇大の先生からの

個別な意見をいただいたりとかというところで、

ちょっと今まで考えていたところから少しグレー

ドアップというか、バージョンアップできるよう

な取組になっておりまして、そういう方がどんど

ん増えることによって、今後、この定住自立圏の

中がさらによくなっていくものというふうに考え

ております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これ、多分20名ぐらいずつ応募してや

っていたやつだと思うんですけれども、最終的に

参加者はどのぐらいあったのか、お伺いしたいと

思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 最終的に、定住自立圏17名の

参加者という形になっております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 名前が、那須地域開拓塾という名前で、

しかも、後ろには定住自立圏、地域を担う若者を
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つくると。コンセプトすごくいいんですけれども、

開拓塾とかと名前つけて出ると、なかなかやはり

人集めは苦労したというところも、外目から聞こ

えてきていたんですね。 

  普通だったら満員になるような形があるので、

今年もやりますよと、さっき課長、先に今年度の

話もしてくれたんですけれども、そこの名称とか、

もっと来やすく、それこそわくわくどきどきと言

っているのに、開拓というイメージをどっちに使

うのかというのがあったんで、そういった反省点

みたいな話合いは、４年度の中で、企画内では話

なかったのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 名称については特にまずかっ

たなという考え方はなかったんですけれども、確

かに、今だと割と横文字のものだったり、横文字

というか、のほうが目を引くという部分もあるか

もしれません。 

  企画政策課内としましては、内容の充実という

ところではかなり検討しておりまして、少し入り

やすくなれる仕組みはないかとか、あと、進め方

はどうかとかというようなところでは検討しまし

て、昨年に比較して、今年度は早い時期にやった

ほうがいいんじゃないかというところで、結構時

期を早めて、しかも期間を詰めてやったというと

ころで、実際参加してみましたけれども、割と何

か個人の考え方の変革ができているような方もい

らっしゃって、かなり効果のあるものだったかな

というふうには感じました。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  実は、中の議員でも出てみたいなと思ったんで

すけれども、立場上出られないというのがあって、

勝手にですよ、うちらがそう思っただけです、そ

のときに思ったのが、やっている周りにオーディ

エンスで見ていくのもいいんじゃないのかと。 

  参加してみたいなというような、そういった増

やす方式、20名だから今年も20名でやろう、今早

くやろうという話は先に聞けたんですけれども、

その当時、なぜ例えば20名だったところが、17名

だったのかというところの掘り起こしをされたの

かどうか、最後聞きたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 掘り起こしというか、オーデ

ィエンス置くとかというところまでは、ちょっと

考えはつかなかったところでございますが、実際

今年度やってみて、早いうちに終わって、見てい

た私としても、見ていることにもかなりいいもの

だったと思ったんですね。 

  なので、ぜひ見てもらいたいという形で、実際

は夜６時半ぐらいからやっていって、充実した議

論があって、ありきたりではない面白い取組であ

ったので、なるべく多くの方に、今度は新しい方

なんかにも入ってもらって、見ていただいたりと

かというのは、すごく効果があることかなと思い

ます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますか。 

  副委員長。 

○林副委員長 すみません、最後にもう一つだけ聞

かせてください。 

  81ページ、２款総務費、１項８目企画政策費、

シティプロモーション事業費のなすしおばらファ

ンクラブ事業について、拡充されたということだ

ったんですが、イベント等のお知らせ以外にどの

ようなことをやり、どのような市民が参加してい

るのか教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 
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○相馬企画政策課長 それでは、担当のほうから説

明させていただきます。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○大島企画政策担当ＧＬ ファンクラブなんですけ

れども、昨年度から、市民主体のイベントという

ことでイベントを増やしまして、親子でサツマイ

モを育てようですとか、あと、魅力再発見ツアー

ということで、地域おこし協力隊がつくったＡＲ

Ｔ369の冊子を基にバスツアーを企画したりです

とか、そういった取組を単体で終わるんではなく

て、ＡＲＴ369とも絡めてやったということで、

その内容の充実を図ったということで、昨年度は

取り組んだということです。よろしくお願いしま

す。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 では、そのような多数の市民が関わ

れるようなイベントを企画するときに、これは受

託者が企画を決めるのか、それとも、どのような

主体と一緒に考えるのか教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○相馬企画政策課長 受託者ももちろん考えており

ますし、結構うちのほうと相談する機会を持って

おりますので、その中で、今度どんな取組がいい

かとか、どんな効果があるかとかということは考

えながら、検討しています。 

  ＡＲＴに関しましては、ＡＲＴの地域おこし協

力隊などとも協力しながら、検討したという状況

でございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 では最後に、このなすしおばらファ

ンクラブの目指すべきゴールを、これは難しいで

すか。 

○森本委員長 これからの話になってくるので、先

ほども、するのかでなくて、したのかという形で、

４年度のことについて聞いてください。 

○林副委員長 分かりました。では、その他で聞か

せてください。 

○森本委員長 ここで、先ほどの副委員長からの質

疑の中で、保留の件で発言があるということなん

で、副主幹、よろしくお願いいたします。 

○波多腰移住促進センター副主幹 すみません、先

ほど新幹線定期券購入補助金の交付対象者という

ことで、お答えできなかった部分についてお答え

します。 

  対象者ということなんですけれども、那須塩原

市外から市内に転入された方が対象となりますの

でお願いします。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳
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入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  企画政策課所管の調査事項は以上となります。 

  ここで暫時休憩とします。 

  委員会の再開は、11時40分といたします。 

 

休憩 午前１１時１７分 

 

再開 午前１１時４０分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎デジタル推進課の審査 

○森本委員長 ただいまからデジタル推進課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さんお疲れさまです。 

  それでは、議案第83号 那須塩原市ＤＸ推進基

金条例の制定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （議案第83号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 基金の推進条例つくること、とてもい

いことだと思うんですけれども、この条例の中の

文章の第２条のところで、積み立てる額について、

寄附金及び一般会計の歳入歳出と書いてあるんで

すけれども、この寄附金については、例えばふる

さと納税のメニューとか、そういったものを確立

していく予定なのかどうか、お伺いしたいと思い

ます。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 おっしゃるとおりでござ

いまして、当初は一般財源、前年度剰余金ですと

か、そういったところの見込みがあったんですけ

れども、今後につきましては、おっしゃるとおり、

ふるさと納税ですとか、あとは、今デジタル化を

推進するに当たって、様々な企業さんとのつなが

りもできてきておりますので、そういったところ

への働きかけといいますか、そういうことも検討

はしているところでございます。 

  以上です。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 あと、第３条、第４条のところで、基

金に属する現金は、金融機関に預金、その他最も

確実かつ有効な方法により保管し、あと、運用、

有価証券に代えられると書いてあります。 

  それ自体は、以前の議会で説明あったから、理

解はできるのですが、その後の４条、運用の処理、

生じた収益は、基金に戻すということでいいです

か。そのほかに、その生じた収益はあてがわなく

ていいんですかというのを確認させてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 予算の仕組みから申し上

げまして、一旦その利益は基金のほうに積立てを

して、翌年度必要な事業に充当するというような

流れで、この文言があるという理解でよろしいか

と思います。 
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○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ということは、第６条のところに書い

てあるもので、処分することはできるけれども、

使うところはひょっとしたらこのデジタル推進の

みならず、別のところに充当する可能性もあると

いうことでよろしいでしょうか、確認させてくだ

さい。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 基金である以上は、この

基金の目的に沿った利用をしていかなければなら

ないということにはなりますので、解体しない限

りは、デジタルの推進に有効に活用していくとい

うような考えでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 了解いたしました。 

  デジタルトランスフォーメーションなので、我

ら議会のほうでちょっと研修行ったときに、デジ

タルを使ってトランスフォームしていくという概

念なので、全てがデジタルにしていくというとこ

ろと、あとは、どうしても人を補うために、田村

委員とかよく言ってきたＲＰＡとか、デジタルを

活用して、仕事の効率化を上げるやり方と、これ

を使って初めて深化するような形に施策が変えら

れるところで理解しているんですけれども、この

基金の使い方というものは、多額な費用もありま

すよね。 

  今のところ、前の説明では何となく更新機器の

イメージがあったんですけれども、最終的に、今

のところ、どの辺に充当するかという考えがあれ

ば、お伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 具体的な取組を申し上げ

るのは、まだ決まってもいないところですので、

ちょっと難しいところではあるんですが、どうい

うものにということでお答えさせていただきます

と、先ほど議員のほうからも一言ございましたよ

うに、システムの単純な更新費用に係る経費は、

対象外にさせていただこうかなというふうに思っ

ているところでございます。 

  それから、ランニングコストは、もう基金が幾

らあっても足りないような状態になってしまいま

すので、そういったものも今のところ対象から外

そうかなというふうに思っています。 

  我々、ＤＸということで、デジタル化を進めて

おりまして、何が違うのかというと、今までのデ

ジタル化は、さほどその効果を重視してこなかっ

たというようなところもございますが、ＤＸは、

ＤＸの観点で業務を根本的に変えていこうという

ようなところもございますから、そういうもので

ないとちょっと充当の対象にはしたくないかなと

いうふうなことでは考えておりますけれども、そ

んな形で使っていければなというふうに思ってい

ます。 

  以上です。 

○森本委員長 そのほか、質疑のある方いらっしゃ

いますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 今と関連しているんですけれども、管

理の部分で第３条の２項に、最も確実かつ有利な

有価証券ということなんですけれども、運用はこ

れからだと思うんですけれども、リスクの伴わな

い有価証券というのはどのようなものを想定され

ているのか、お伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 申し訳ございませんが、

私も具体的にどういったものがという具体な商品

名ですとか、そういったものは申し上げられない
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ところではありますけれども、ほかの基金と同じ

運用をさせていただければというふうに考えてお

りますので、基金の通帳管理している会計課です

とか、そういったところと相談しながら決めてい

くべきところなのかなというふうに考えています

ので、ちょっとこの場では控えさせていただけれ

ばと思います。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、これからだと思うんです

けれどもそれを探すのは、この文言がないと受皿

がないということで、受皿のためにあるというこ

とでよろしいですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 受皿というよりは、基金

の運用として、市の基金がほとんどこういった形

の文言で整理をされていると思いますので、そこ

に倣っているというような状況でございます。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 課長が面白いことを言ったなと思っ

て、このＤＸは効果を求めるんだと。 

  私も聞いたときに、もう何十年も前に、パソコ

ンを導入するときに、業務量は減るし、人員も減

らせる、紙も減るというようなことで、導入した

んだけれども、効果がなかったという話もあるん

ですよ。 

  だから、課長のその考え方というのは、それと、

パソコンを導入したときとどういうふうに違うの

かと、このＤＸが。ちょっと説明していただけれ

ば。 

○森本委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 効果といってもいろいろ

ございまして、おっしゃるとおり、パソコン入れ

てきて、人が減っていないんではないかとか、残

業増えているではないかというのは、見方もある

かと思うんですけれども、それと反対というか、

比較するより、同じように市役所のやる業務も増

えていっているような状況でもございますので、

このシステムを入れたから一概に、人が減らせる

とか、時間が減らせるということではないと思う

んですね。 

  なので、やり方を変えることによって、今まで

こうだったものをよりよくしていこうというよう

なほうに、シフトしていけるような形といいます

か、人とかそういったものは、総体的には減らせ

ないですけれども、例えば、このシステムを入れ

たことによって空いた時間を、より市民の皆様の

ために活用できるようなことを検討したりとか、

やっていけるような時間に使えるとか、そういう

本来市役所の職員がやるべき方向に振り向けると

いうか、そういうふうな考え方で、当然部署によ

っては、システム化をすれば、時間が明らかに減

るとか、人が減らせたとかということは生じるこ

ともあるかと思うんですけれども、今までもそう

いう形ではやってはきたんですけれども、明らか

に効果を表に出していくということをしていない

という部分がありましたので、議員の皆さんもそ

うかと思うんですけれども、市役所がパソコン入

れて、昔と比べてどのぐらい違うんだということ

が、我々もそうなんですけれども、はっきりとは

分からないんですね。 

  なので、今後は入れていく取組とか事業、シス

テムとか、それぞれにどのぐらいの効果が見込め

て、実際にはどうなったのかというところまで、

追いかけられるように、そのために我々もＢＰＲ

ですとか、アクションプランの効果・検証ですと

か、そういったことも並行してやっていますので、

ただ単純なデジタル化をするだけではなくて、そ
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ういうことも併せてやって、それで結果につなげ

ていくというような考え方でやっているところで

ございます。 

  以上です。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

〔「ないです」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第83号 那須塩原市ＤＸ推進基金条例の制

定については、原案のとおり可決すべきものとす

ることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第83号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  ここで、審査の途中ですけれども、昼食のため

に休憩を入れたいというふうに思います。 

  委員会の再開は、午後１時とさせていただきま

す。 

 

休憩 午前１１時５２分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

  ここで、総務企画常任委員会を、予算常任委員

会（第一分科会）に切り替え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （議案第74号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 債務負担行為の説明が、行った、来た

で、ちょっと分かりづらいという言い方だと変な

んですけれども、更新するのに当たって、たしか

Ｏｆｆｉｃｅのソフトをクラウド版なのかどうか

分からないんですけれども、たしか１ライセンス

買うと、５アカウント使えるみたいな、そういっ

た仕様についてもう一度お伺いしたいんですけれ

ども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○村松デジタル推進課長 Ｏｆｆｉｃｅソフトの部

分につきましては、マイクロソフトの365という

ライセンスを今現在導入しておりまして、そのラ

イセンスにつきましては、メーカー側のルールで

は、１ライセンスにつき５つの端末まで導入がで

きるというというようなことにはなってはおりま

すが、うちの端末の運用の場合、１人が１台を使

うというような運用をしておりますので、１人ず

つライセンスを与えているというような状況にな

っております。そのために、職員個人一人一人に

マイクロソフトのアカウントといわれるＩＤみた

いなもの、それも付与されているというような状

況でございます。 

  以上です。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それで、確かに今の時期になると、自

分のやつも4,000円ぐらい多分上がっていたから、

債務負担も交換していくというんですけれども、

次のページのほうの債務負担行為の変更のところ

の単価が、令和７年度まであるのに、６年度だけ

変更にしているところ、値段、それは何でかなと。 

  債務負担は全部一律になっていく書き方なのか

なと思ったんですけれども、何で６年度までが変

更と書いてあって、期間は令和７年度。要は、年

数も６年に変えるということなのかどうかも含め

て、お伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 最初の債務負担行為の設

定のときに、ちょっと長めに設定をさせていただ

いていたんですね、当初予算で要求をして。契約

自体がどのぐらいのスパンというのが、はっきり

していなかったものですから。 

  それを今回、値上げによって、金額が変わるこ

とによって、年数も短くしているというような状

況でございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 とすると、どちらにしても、では７年

度になったときには、また更新をするので、当初

予算にそろえて出すみたいなイメージだったら分

かりやすいんですけれども、今取りあえず値上げ

分を７年度までにすると、全庁的に新しい端末を

入れたやつとそろわないので、取りあえず６年度

までに変えますみたいな説明だったら理解できる

んですけれども、そんなのかどうか、もう一度確

認したいと思います。 

○森本委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 大変失礼しました。その

とおりでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この分は分かりました。 

  では、今度は歳出の６ページのほうです。 

  備品購入費の庁舎のことで、端末を買うという

ことで、1,100万計上されていますが、これの台

数をお伺いします。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 説明足らずで申し訳なか

ったんですが、こちらの端末につきましては、

100台を予定しております。 

  この内訳なんですけれども、実は、言い方ちょ

っとあれなんですけれども、一般の職員といいま

すか、通常の正規職員につきましては、昨年度の

β’モデルの切替えの前に、500台という予算を

いただいて、全端末購入、更新をかけたところな

んですけれども、それ以外にも実は市の職員がい

らっしゃいまして、現業の職員ですとか、あとは、

再任用職員、それと、会計年度任用職員がござい

ます。それらの端末につきましては、ここまで、
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ちょっと言い方は悪いんですが、お古の端末で我

慢してやってきていただいたんですけれども、β’

モデルの運用上、セキュリティソフトが入る関係

で、端末の動作が非常に重くなってしまうんです

ね。 

  差をつけたわけではないんですが、先、後、と

いうことで、後回しにしていたものを、今回100

台用意させていただくというような考えでござい

ます。 

  以上です。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、端末を買うということと、

先ほどのＯｆｆｉｃｅの新調と更新という話と、

あと、１個上にあった使用料でＰＤＦ編集ソフト

ウエアというのがあります。これは、さすがにこ

の100台分というわけではなくて、使える人たち

は限られているのかどうかを確認させてください。 

○森本委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 こちらもちょっと説明が

不十分で申し訳なかったんですが、実は、職員が

使用している端末、庁舎に設置されている端末と

いうのが、職員が個々に１人１台持っている端末

のほかに、各フロアに共用端末という端末が置い

てあるんですね。 

  ＰＤＦの編集ソフトは、非常に１ライセンスが

高価なものですから、職員の１人１ライセンスと

いうのはなかなかちょっと難しいということで、

そういった部類のソフトウエアを集めて入れてお

く、そこに職員が行ってもらって使っていただく

ための共用端末に入れるためのものなので、こち

らは100台分ではなくて、その共用端末の分、30

から40ぐらいになるかと思うんですけれども、そ

のくらいの数を想定しているところでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 あと２つです。 

  一番最初に情報管理費で、視察に行くと言って

いました。この先進地はどの辺を予定しているの

か。あと何名で、詳細ですね、お願いします。 

○森本委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 こちらの旅費につきまし

ては、今、いろいろちょっとメディアにもかなり

露出しているところなんですけれども、鹿児島県

の肝付町というところがありまして、そこを検討

しているというか、連絡しているところでござい

ます。 

  職員は２名で行かせていただければということ

で、大体10月半ば過ぎ頃を想定しているところで

す。 

  この視察の内容でございますが、肝付町はうち

より早い段階で、βモデルのほうに切替えをされ

ておりまして、業務においてもグーグル・ワーク

スペースを主体でやっていらっしゃるというよう

なところで、うちと大体運用的には似通ってきて

いるところではあるんですが、端末機などもウイ

ンドウズではなくて、クロームブックという、ク

ロームＯＳが入った端末に、思い切って全職員分

を切り替えたりですとか、マイクロソフトＯｆｆ

ｉｃｅなので、ほぼ使っていないような状態であ

るとか、そのグーグル・ワークスペースのほうも、

いろいろ業務に活用しているようなところも聞い

ていたりとか、先ほど来、ちょっと説明の中に出

てきている新庁舎に向けた構築というのがあるん

ですけれども、このときに、実はうちのほうもβ’

モデルにネットワーク切り替えたんですけれども、

利便性の面でいうとまだまだなんですね。その最

終段階までに持っていくのが、もう肝付町やって

いるところでして、そのための先進事例というこ

とで、視察をさせていただきたいなということで、

そんな感じで考えているところです。 

○森本委員長 齊藤委員。 
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○齊藤委員 あまり僕も詳しくないのであれなんで

すけれども、普通のユーザーでいくと、ウインド

ウズであれば、Ｏｆｆｉｃｅ365を使うとワンド

ライブというところで１テラか、ついてくるんで

すよね。１ライセンスごと市の職員に与えるとい

うものを、さっき言ったβモデルにしていくとい

うこと。 

  グーグルになると多分クラウド上の容量が少な

いと思うんですけれども、それは、買ったときの

端末とそのクラウドは全く別問題と考えればいい

んですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 実は、うちもグーグル・

ワークスペースを契約しているんですけれども、

ワンドライブが１人１テラなのに対して、実はグ

ーグルはもっと容量ありまして、全職員分合わせ

ますと４ペタバイトぐらいは、今グーグルドライ

ブが使えるような状況になっております。 

  肝付町の場合は、ちょっと規模が小さいので、

全職員入っているということなので、それ掛ける

２テラとかというような形になってくると思うん

ですけれども、そんな状況なので大丈夫だと思い

ます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ペタは初めて聞きました。ありがとう

ございました。 

  では、あと最後、基金の積立金の２億円なんで

すけれども、デジタル推進課としては、２億円で

足りたのでしょうか、積立てとして。それをお聞

かせください。 

○森本委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 こちらも、先ほどの条例

のときから、ちょっとお話が不足していて申し訳

なかったんですけれども、デジタル推進課といた

しましては、総合計画、昨年度見直しを行ったと

思うんですが、そのときの財政の計画を提出した

際に、向こう10年間ぐらいで大体10憶円ぐらいの

予算がかかる見込みだというふうな想定をしてい

るんですね。 

  今回の２億円というのは、本音から申し上げま

すと、もうちょっといただけないかなというふう

に思っていたところではあったんですけれども、

出だしとしてはこのくらいで、市の財政もそれほ

ど余裕があるわけではありませんので、積めると

きに積みながら、それとの兼ね合いを見ながら、

充当できるものにしていくというようなことで考

えてはおります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

  すみません、ここで副委員長に進行をお願いい

たします。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 先ほどの齊藤委員の質疑の中で、出

てきた部分で、ちょっと気になったというか、心

配になった部分がありましてお聞きするんですけ

れども、Ｏｆｆｉｃｅ365、こちらを各職員一人

一人にライセンスを渡しているということなんで

すけれども、御存じのとおり、端末５つまで持て

るということで、職員がデータとかを家に持ち帰

ってしまって、漏えいとかそういうことの対策、

その辺というのはどのように考えているのかお聞

きしたいと思います。 

○林副委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 その辺は我々のほうも働

き方改革等の関連で、いわゆる家にある端末でも、

個人が所有しているタブレットとかでも、ログイ

ンができる状況というのを整備してしまっている

ものですから、家の端末でログインすること自体

に関しては、我々はちょっと何とも言えないとこ
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ろではあるんですね。言えば、認めているような

部分はあるんです。 

  これから、先ほどのセキュリティコンサルの中

で、そういった細かい運用の部分についても、整

理はしていくというようなことでは考えてはいる

んですけれども、今は暫定的なＢＹＯＤのガイド

ラインというものをつくって、その中でそれに基

づいた運用をしてくださいというようなことをや

っているので、ただ、そこの部分は、ちょっと人

的に縛るというようなことしかできないので、や

らないでくださいというようなことを言い続ける

しかないのかなというふうに思っています。 

  それと、データの持ち出しに関しては、今、現

行のセキュリティポリシーの中でも、重要情報と

か最重要情報とかという情報の区分を区切って、

持ち出し等の制限をかけているところですので、

それが破られるということになると、今の段階で

ももう破られているということなので、そこは問

題なので、β’に切り替わったときから、セキュ

リティポリシーはまだ完全な整備はされていない

んですけれども、その辺のセキュリティの部分に

関しては、我々のデジタル推進課のほうで、職員

に向けた周知は再三やっているところではありま

すので、そういった対応でカバーしていくしかな

いのかなというふうにはちょっと考えているとこ

ろです。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 今、多分データの保存場所とかも、

ここにしか保存できないとか、そういうフィルタ

リングではないですけれども、そういうことも多

分できると思うんですね。 

  一時期、ＵＳＢを持ち帰らないようにという、

ＵＳＢの使用をやめたりとかというのもそういう

部分が、ウイルスの対策もありますけれども、同

時に、ＵＳＢでデータを持ち帰るということが、

途中で落とした場合とかの情報の漏えいというこ

ともあったと。 

  市役所というのは、やはり物すごい量の個人情

報が集まる場所でありますんで、結局家に持ち帰

って作業しても問題のないデータと、例えば役所

で、プリントアウトも禁止、ドライブはここに決

まって、ここ以外では保存できない、そういうも

のとかもあると思いますんで、そんなことを活用

して、その辺のセキュリティというのは高めてい

く必要があるのかなと思うんで。 

  実際このＯｆｆｉｃｅ365は大変便利で、ワン

ドライブ私も使っていますけれども、すごく便利

なんですけれども、その分自由度が高いという部

分もありますんで、その辺ちょっと気をつけてい

ただければと思いますんで、よろしくお願いしま

す。 

○林副委員長 では、ここで議事を委員長と交代し

ます。 

○森本委員長 そのほか質疑がある方いらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を、決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替

え、審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 （認定第１号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 84ページの何回か出てきた引っ越しワ

ンストップ支援サービス、これちょっと説明して

もらってよろしいでしょうか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 こちらは、引っ越しの手

続、いわゆる転出の手続をすることで、市役所内

の業務だけではなくて、例えば引っ越しの関係の

水道ですとかガスですとか、そういったものも関

連して手続が、情報が共有できるようにしましょ

うということを目的にしているシステムでござい

ます。 

  市役所の中の部分としては、転出に関わってく

るそれ以外の健康保険の手続ですとか、介護とか

いろいろなそういった手続が一連で完了するとい

うような、そういうシステムでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 それを導入して、使っていたというこ

とでいいんですか。 

○森本委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 はい、システムとしまし

ては導入して、こちら国の主導でやっているもの

ですから、導入して運用はもう始まっているとこ

ろでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 昨年度、北見市にちょっと視察に行っ

てきたときに、そこはプラス、どこの保育園とか、

接続にひもづけがすごく多かったんですけれども、

これはどのぐらいまでひもづけされて、１回引っ

越しやると、だだだとどこまで情報が入るのか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 まだそこまで整備はされ

ていないのかなというふうには認識しています。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これ入れて、利便性が向上していれば

いいんですけれども、これで満足してしまうと本

来、例えば議会側とかでいろいろな議員さんが言

っている導入の経緯を、せっかくデジタルでＤＸ



－106－ 

やっているのに、国の主導のものだけ使っていれ

ば、それ相当の対応はできるということになって

しまうとあれなんで、ちょっと聞かせてもらった

ということになります。 

  では、これ自体で、マイナンバーカードを持っ

ている人だけが対象なのかどうかをお伺いしたい

と。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  グループリーダー。 

○高根沢デジタル政策担当ＧＬ こちら引っ越しワ

ンストップサービスにつきましては、マイナポー

タルを通じての転出届をするものになりますので、

マイナンバーカードを利用されて、使うものとな

っております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 了解いたしました。 

○森本委員長 終わりですか。 

  では、そのほか質疑のある方いらっしゃいます

か。いかがでしょうか、質疑はございませんか。 

  副委員長。 

○林副委員長 では続けて、同じページのその下の

部分になるんですが、ぴったりサービス、電子申

請接続サービスについても教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 こちらも先ほどお話に出

てきましたマイナポータルの中に、ぴったりサー

ビスという行政手続をオンラインで行うためのシ

ステムが、国によって整備されているところでご

ざいまして、ここは国の指示が出ておりまして、

26ほどの指定された業務を、市役所のほうででき

るように整備をするようにということで、整備を

完了しているものでございます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございませんか。 

  では、ここで副委員長に進行を代わります。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 86ページのＤＸ有識者懇談会につい

て教えてください。 

○林副委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 有識者懇談会でございま

すけれども、昨年からですか、有識者を６名ほど

選定させていただきまして構成している懇談会で

ございます。 

  主なメンバーなんですけれども、今現在、那須

塩原市のＤＸフェローであります岡田様、グーグ

ルのほうにお勤めの服部様ですとか、那須塩原市

の政策アドバイザーでもおられます毛塚様とか、

あとは、病院の関係者ですとか大学の先生ですと

かという方を構成員として構成しているもので、

年間３回から４回ほどの懇談会を開催しまして、

当初はＤＸの推進戦略ですとか、アクションプラ

ンの策定の段階で御意見をいただいたりしていた

んですけれども、現在は、ＤＸの推進に関しての

様々な意見をいただくといった会議をしていると

ころでございます。 

  以上です。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 ここに５人と書いてあるんですけれ

ども、６人というのは、フェローを入れて６人と

いう認識でよろしいですか。 

○林副委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 今、正確な人数をちょっ

と調べますので、お待ちいただければと思います

が。 

  大変失礼いたしました。 

  令和４年度につきましては、６名の構成員でや

っていたということになります。その６名の中に

は、ＤＸフェローも含まれているということにな

ります。 

○林副委員長 委員長。 
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○森本委員長 ですから、ここに５人と書いてある

のは、フェローを入れて６人なんで、５人と書い

てあるということでよろしいですか。 

○林副委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 失礼しました。 

  謝礼を払っている人数が５人ということなので、

１人辞退されている方がいるので、５名というこ

とになっております。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 この会議からは、報告書だとか提言

書とかというものは出てきているんでしょうか。 

○林副委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 形として、懇談会全員の

総意として、出てきている提言とか意見書みたい

なものは、今のところは出てきておりません。デ

ジタル推進課のほうで会議内容を取りまとめて、

それを踏まえた形でＤＸを推進していこうとか、

出てきたアイデアを実現に向けて検討していこう

とかということをやっているという、そういう状

況でございます。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 そうしますと、議事録的なものを見

て、デジタル推進課で判断しているという考えで

よろしいですか。 

○林副委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 形式としてはそういう形

式でやらせていただいています。 

○林副委員長 委員長。 

○森本委員長 その会の目的として、提言をつくる

というものが、この令和４年度の会議の中で目的

としてはなかったのか、あったのかをお聞きした

いと思います。 

○林副委員長 課長。 

○村松デジタル推進課長 会の目的としましては、

提言の提出をしていただくとかということではな

いので、提言までは想定はしていないんですが、

そもそも執行部側というか、市長ですとか当時の

情報化推進本部会議、今、ＤＸ推進本部会議とい

う名称に変わっていますけれども、そこに対して

意見というようなものを出していただいたり、助

言をしていただいたりというような役割を担って

いるというような認識ですので、提言まではいた

だいてはいないところです。 

○林副委員長 ここで、議事進行を委員長に交代し

ます。 

○森本委員長 それでは、そのほか質疑のある方は

いらっしゃいますでしょうか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 今の森本委員長の下のところにありま

すＢＰＲの業務支援ということで990万円計上、

先ほど説明ありました。 

  これのもうちょっと詳細と、あと、この年度に

やったおかげで、ＤＸとは違った業務改善をどの

ように提言を受けていったかみたいな、そういう

報告書みたいなものはあるのかどうかも併せてお

伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○村松デジタル推進課長 こちらにつきましては、

昨年度は初年度ということで実施してまいりまし

たが、委託で行ったＢＰＲが８業務ということで、

業者のほうから報告書をもらいまして、うちのほ

うの三役に向けて報告会的なものも開いて、今後

どうしていくかというようなお話もその場でした

りとかということも実際にはやったところでござ

います。 

  もうちょっと細かいところにつきましては、担

当ＧＬのほうからお話差し上げたいと思います。 

○森本委員長 グループリーダー。 

○高根沢デジタル政策担当ＧＬ 詳細につきまして
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は、先ほど課長のほうで申し上げました８業務に

つきまして、年間を通して委託業者とヒアリング

とか業務の見直しなどを行いまして、先ほどあり

ましたように、年度末に計画書の報告会というも

のを行っていただきました。 

  業務につきまして、改善したことにより、何時

間の業務量が削減されるとか、こういった紙がど

れくらい減るとか、手順がこのように変わるとい

うような図式化したものとかも出していただきま

して、今年はその計画どおりに進めているかどう

かというのを、振り返りを行っているところでご

ざいます。 

  また、今年度につきましても、同じく８業務を

選定しておりまして、ＢＰＲを進めているところ

でございます。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ませんか。質疑はございませんか。 

〔「質疑はありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  デジタル推進課所管の調査事項は、以上となり

ます。 

  ここで休憩とします。 

  委員会の再開は、２時５分とさせていただきま

す。 

 

休憩 午後 １時４８分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎秘書課の審査 

○森本委員長 ただいまから秘書課の審査に入りま

す。 

  担当課の皆さんお疲れさまです。 

  秘書課については、総務企画常任委員会及び予

算常任委員会に対する付託案件がありませんので、

決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、
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採決 

○森本委員長 それでは、認定第１号 令和４年度

那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定についてを

議題といたします。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○広瀬秘書課長 （認定第１号について説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 63ページ。 

  ２款総務費の１項１目の中ほどにある市長交際

費73件なんですけれども、主な使途について伺い

ます。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○広瀬秘書課長 市長交際費につきましては、懇親

会等があったときの会費等が主な使途ということ

になってございます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 62ページの功労者等の表彰費なんです

けれども、令和２年度からずっと年々減ってきて

いるんですね、多分受賞者が。決算上使う費用が

減ってくるんですけれども、大体予算立てするの

に当たっては、どのように考えていて、こういう

結果になったのかが分かればお伺いしたいと思い

ます。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○広瀬秘書課長 正直、何件あるかというのは、な

かなか予測するのが難しいという状況にはござい

ます。ただ、やはり予算を計上する際には、直近

３か年の平均であるとか、平均というか大体アッ

パーを見て、これぐらいだろうというところで見

ています。 

  確かに令和４年度は３年度比減ったと。２年度

からも３年度は減ってきているんですけれども、

参考までに今年度、令和５年度はまた上がりまし

て、令和３年度並みの件数になっていますので、

必ずしもずっと下がってきているというわけでは

ございません。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 表彰されること自体は名誉あることな

ので、いいとは思うんですけれども、基本的に表

彰者にとって、欠席多いじゃないですか、実際、

当日。なので、どういった理由で来れないのかと

いうような話を例年、秘書課のほうとか担当され

てきた方は何か調査したことがあるのかどうかお

伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○広瀬秘書課長 アンケートを徴したときがござい

まして、中身についてなどをこう、例えばこれま

では茶話会なんていうのもやって、お茶も出した

ていたりしたんですけれども、やはりそうなると

時間が長くなるというのもあって、そうすると参

加者にとって、長い時間拘束されるのはというよ

うなところもあったり、あとは祝日、休日にやっ

ているもんですから、文化の日にやっているので、

今まで午後からやっていたというところもあって、

そうするとなかなか１日のうち、せっかくの休日、

午後からだとなかなか予定が取りづらいとかとい

うところもあったりするのかなと。そんな意見も

あったもんですから、これも参考なんですけれど

も、決算とは関係なくなっちゃうんですが、今年

度については午前中ちょっとやってみようかなと
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いうことで、やり方を変えて、参加者がより多く

増えるように、ちょっと試行錯誤しているような

状況でございます。 

○齊藤委員 そのアンケートには多分、書かれない

と思うんですけれども、額縁に賞状というのは、

もう何ていうかな、飾るところが、もう今現代の

お家ってもうないんですね。私も２度ほど頂いた

んですが、言い方悪いんですが、廊下に置いてあ

るような状態。予算がないということで、今、プ

ラスチックの盾とか、コンパクトにしてあげれば

みんな飾ってくれるんじゃないかというお話を私

もしたことがあるんですけれども、その話をこの

令和４年度のときに秘書課内では話し合ったこと

はないのかどうかお伺いしたいと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○広瀬秘書課長 まさにそれがあるんだと思うんで

すよね、持って行くのにがさばっちゃってという

のと、今の洋風な家には額縁を飾るのもなじまな

いというところもあって。 

  昨年度からやり方を変えようというようなとこ

ろで検討してまいりまして、これも決算と関係な

くなっちゃいますけれども、今年度は、今、委員

のおっしゃったとおり、Ａ４にしてぱたぱた折れ

るやつで、最近はやりのというか、という形に変

えます。なるべく持って帰る荷物が少ないような

形にして、飾るんではなくて、いつでも御覧にな

っていただけるような形で配付したいなというふ

うに思ってございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今年度の話をしちゃうと変なんですけ

れども、ベトナムのほうにトップセールスという

ことで、市長につながったというものがあったん

ですけれども、昨年度、ベトナムカントー市の、

ベトナムの方々を受け入れたものと、要は現地に

行きましたよね。その効果というものは、今年に

つながるようなものがしっかりとあったのかどう

かは検証されましたでしょうか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○広瀬秘書課長 なかなか目に見えるものという形

では難しいかもしれません、検証ということにな

るとあれなんですけれども。去年、実際に渡航し

て、視察してカントー市役所も訪問して、向こう

の要人とも会ってというところで、一つ足がかり

はつくれたのかなというふうなところで、実際に

それが今年度、６月になりますけれども、覚書を

取り交わしたというところにつながっているとい

うふうに考えています。 

  実際に渡航したことによって、向こうからも来

て、それを受け入れることができたというところ

もございますので、検証するとすれば、しっかり

と交流の絆は徐々に深まりつつあるんじゃないか

なというふうには考えてございます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 63ページの市長交際費なんですけれど

も、弔電は市長交際費に含まれるんですか。そし

て、もし含まれるとしたら、選別なんかはどんな

ふうにしているんでしょうか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○広瀬秘書課長 香典も含まれます、交際費の中に

は香典も含まれます、弔電。 

○金子委員 相当あちこちで弔電、お葬式に行くと

聞きますけれども、どういうふうにして選んでい

るのかという選別。 

○森本委員長 どういうふうに選別して弔電を出し

ているかということですか。 

  課長。 
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○広瀬秘書課長 支出基準の内規がございまして、

例えば市議会議員の皆様の関係者であったりとか、

配偶者であったり、あるいはお父様、お母様であ

ったりとかいうところとか、あとは職員の親であ

ったり、配偶者であったりとかという内規を定め

て、誰でも彼でもいいということでは出していな

くて、抑制的にそこはやっている形を取ってござ

います。 

○森本委員長 そのほか質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  秘書課所管の審査事項は以上となります。 

  ここで休憩とします。 

  委員会の再開は、２時半とします。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

 

再開 午後 ２時３０分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民協働推進課の審査 

○森本委員長 ただいまから市民協働推進課の審査

に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  市民協働推進課については、総務企画常任委員

会に対する付託案件がありませんので、予算常任

委員会（第一分科会）に切り替え、審査を行いま

す。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 （議案第74号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許
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します。 

  質疑はございませんか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 今の説明です、協働のまちづくり推

進事業の審査員の謝礼なんですけれども、３名と

いうことなんだけれども、２万2,000円だと３名

では割り切れないんだけれども、これ人によって

値段が違うんだか、単純にお金じゃなくて、内容

をちょっとお聞きしたい。 

○森本委員長 課長。 

○渡辺市民協働推進課長 謝礼のほうです、１名当

たり、皆さん同じで7,400円になっていまして、

それを３人で掛けると２万1,600円になるので、

２万1,600円なので、切り上げて２万2,000円とい

うことで計上しております。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 すみません、計算をちょ

っと間違っていまして、7,400円の３名だと２万

2,200円なんです。実際、切り上げると２万3,000

円なんですけれども、100円単位の端数がまだ残

高が残っているので、それを足せば予算が間に合

うということで、２万2,000円計上しました。申

し訳ありません。 

○森本委員長 そのほか質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 債務負担のところです、まちづくりの

支援事業ということで、５年度から６年度で組む

ということで、340万円組んでいるんですけれど

も、その詳細というかを教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 こちらのまちづくり活動

支援事業なんですけれども、大きく言うと、事業

のコースを３つに分けております。１つは、若い

人が自由な発想でできるチャレンジ支援コースと

言いまして、こちらが補助率100％で、限度額が

10万円としております。 

  次に、あと２つは、市の創生総合戦略とか、あ

とはＳＤＧｓ、こちらに資するような事業を出し

てもらった団体に対する補助金なんですけれども、

まず初め、スタートするという団体に対して行う

スタート支援コースというのがございます。そち

らが補助金が10分の９なんですが、補助金の上限

が30万円としています。 

  あともう一つは、ステップアップ支援コースと

言いまして、今お話ししたスタート支援コースで

すね、こちらを行って、複数回継続して行ってい

くような事業に対して、補助するものですけれど

も、こちら補助率が、１回目の継続が10分の７と、

２回目の継続は10分の５ということで、どちらも

上限額は50万円としております。 

  今質問がありました今回計上した金額につきま

しては、一番初めにお話ししたチャレンジ支援コ

ース10万円を２団体に出していくということで見

込んでおりまして、まず20万円、次のスタート支

援コース、こちら限度額30万円が４団体を見込ん

で120万円、３つ目のステップアップ支援コース、

こちらが限度額50万円のところ、４団体が継続す

ることを見越して200万円ということで、３つ合

わせて340万円の計上にしております。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  例年、何となく参加者が減っているようなイメ

ージがございます。その原因を分析されて、この

債務負担行為を組んでいるのか確認させてくださ

い。 

○森本委員長 課長。 

○渡辺市民協働推進課長 ここ２年、３年あたりは、
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やはりコロナ禍もちょっと影響していて、団体の

ほうが活動を自粛して、なかなか事業を出せなか

ったというところがあると思います。 

  その後、昨年度あたりから、市民活動センター

が担当しているんですが、こちらにいろいろ御相

談の件数も多かったりして、今年もいろいろお話

を伺っている部分があるので、その辺を見越して、

一応計上しているということでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 この申請がどういった方が参加して、

申し込んで、要はこういう提案型の事業に、市民

活動センター活動に来てくださいという周知が分

かりづらいのではないかと。自分たちがしている

活動も十分、市民活動であって、お金が必要であ

るけれども、なかなか事業が成り立たない。そう

いったためにこういった補助がありますよという

案内をもうちょっと周知できないかなと思っては

いるんですけれども、そういった部分に関して、

これはこの費用負担のためだけの債務行為負担に

なっていますけれども、そういったＰＲに関して

は、今年度はどういうふうに考えているのかな。

全く去年と同じく、ただやりますって流して、広

報に入れます、ネットに載せますだけで終わりに

しちゃうのかどうかというところを確認します。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 基本的には、昨年度まで

も広報とかホームページとか、あとは利用者協議

会という組織がありまして、そちらへもメールと

か発信しますが、あと１点というか、お願いとし

て、これまで実際活動してきた団体とかがござい

ますので、例えば今年も来ていますが、そういう

団体からの口コミとか、それで広めてほしいなと

いうのはあります。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ぜひこの値段、もうちょっと補正を組

みたいんですぐらいまで活発になればいいなとい

うところを祈っていますので、ぜひ、ただ予算だ

け取ればいいという問題ではなくて、これを本当

にゲットしていただけるような団体に来てもらえ

るような。要は、誰かが誘いに行かないと来ない

んだというお話も聞いているので、分からないと

いうのと、そこに言って説明するということがで

きるのかという初歩的なものがあると思うので、

口コミもいいですし、何かサポートしてあげられ

るような、極端なことを言うと、社会福祉協議会

とかだと、書き方とか一応書いてくれているんで

すよね、その申請をやるにしても、プレゼンをや

る、プレゼンはないと思うんですけれども、申請

に関して。そういうのが、ちょっと僕、詳細を見

たことがないから分からないんですけれども、ぜ

ひうまくつながるようにと、この活動が活発にな

るような考えを取り入れていただければと思いま

す。意見になっちゃいました。 

  以上でございます。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更の

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 （認定第１号について説

明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 89ページです。結婚対策事業費の2001

事業の結婚サポーターマッチング謝礼ということ

なんですけれども、結婚サポーターとはどのよう

な人がなっているのか伺います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 こちらは、市のほうで運

営をしています、結婚サポートセンターというの

が市民協働推進課で設置しているんですけれども、

そちらに登録をしているサポーターさんで、現在

８名いて、追加で、新規で間もなくプラス２名増

える予定なんですけれども、その方たちが登録し

ているんですけれども、お仕事内容としましては、

まずそちらのサポートセンターのほうにお客様の

ほうから登録の申請がございまして、その後、サ

ポーターさんが申請してくれた方の、まずプロフ

ィールを作ったり、あとはその後、相手方とのマ

ッチング、面会等をするために日程調整をしたり

というお仕事をしております。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 そうすると、マッチングの謝礼という

ことなんですけれども、これはあくまでもマッチ

ング、常時というか、その結果、この謝礼が支払

われるんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 そうですね、このサポー

ターさんの謝礼につきましては、まず相談を受け

て、申請を受けて、実際、そのプロフィールを作

ったり、それに対する交通費だったり、あとは電

話料だったり、そういう、実際にマッチングする

前の準備段階の謝礼と、あとは実際にマッチング

したときに、マッチングのときにもやはり一緒に

同席するので、そのときに移動する交通費とか、

２段階になっていますね、謝礼は。 

○森本委員長 佐藤委員。 
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○佐藤委員 そうすると、このことによって、カッ

プルが誕生したかというのは、追跡は市のほうで

は把握はしていますか。 

○森本委員長 課長。 

○渡辺市民協働推進課長 この事業、実際にやはり

市のほうに登録してくれた方をマッチングさせて

いるので、お互いにもちろん、カップルが結婚す

ればその情報が入ります。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 もちろんいろんな人が結婚するとは思

うんですけれども、そうすると、このことによっ

て、勝手に恋愛したとかいろいろ、勝手に恋愛と

いうことじゃないですけれども、このことによっ

て結婚に至った人がいるのか、それは把握はして

いますかということです。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 実際の結婚成立でござい

ますが、この事業、平成28年あたり、29年かな、

始まりまして、令和３年度までは２年に１組ぐら

いの割合で、本当に３組しかなかったんですけれ

ども、令和４年度の１年間で３組ありました。６

組になって、今年度はもう既に４組成立しており

ますので、合計で10組ほど成立しているというこ

とになりますかね。 

○森本委員長 佐藤委員。 

○佐藤委員 すばらしいですね。今後も続けて、も

っと増えるようによろしくお願いします。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 88ページの男女共同参画費なんですけ

れども、89ページの交付金というのがあるんです、

那須塩原市男女共同参画フォーラム実行委員会運

営費として。これの内容をちょっとお聞かせくだ

さい。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 まず、この男女共同参画

フォーラムにつきましては、もちろんこの男女共

同参画の普及啓発を図るためのイベントでござい

まして、こちらの事業は、団体のほうに一応、委

託をして行ってもらっているんですけれども、実

際行っている団体としては、男女共同参画を推進

している輝きネットなすしおばらという団体が行

っております。令和４年度に行った内容としまし

ては、一応、２部構成で行いましたが、１部は映

画の上映というところと、第２部で講演をいただ

いて、女性が昭和から平成まで、子育てをしなが

ら働いてきた方の講演をいただいたというような

ことでございます。 

○森本委員長 金子委員、よろしいですか。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

  金子委員、どうぞ。 

○金子委員 どこだか分からなくなっちゃったんだ

けれども、都市間何とかかんとかというのはどこ

だったっけ。 

○森本委員長 金子委員、ちょっと探しておいてく

ださい。今のが見つかったら金子委員にすぐにい

きますんで、手を挙げてください。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

  田村委員。 

○田村委員 同じ89ページの男女共同参画費のとこ

ろで、通信運搬費、「みいな」の郵送料というの

が計上されていますが、これはどなたに郵送して

いるのかお聞きいたします。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 こちらは、男女共同参画

に関する広報というところもございまして、主な
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郵送先としましては、市内の郵便局を含む金融機

関、また、市内の病院、あとは大規模、100人を

超えるような企業様、あと、美容室とかスーパー

とか、そちらに郵送しております。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 34万円なんで、それなりの数だと思う

んですけれども、ちなみに広報と一緒に回覧板で

家には入っているような気がしますが、これは何

通ぐらい郵送しているということなんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○井上市民協働推進課長補佐兼ダイバーシティ推進

係長 昨年度は、今、課長のほうから申しました

金融機関をはじめ美容室などに462の事業所に約

１回の通知で3,045通程度郵送しております。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 分かりました。 

  じゃもう１点、その下の先ほどの結婚対策事業

で、婚活イベント、これの内容について教えてい

ただければと思います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 この婚活イベントにつき

ましては、大きく２回行っておりまして、12月と

３月に行っています。いずれも委託をして行って

いるんですけれども、やはり市内で結婚事業を行

っている株式会社鈴屋さんに委託して、その関連

で、那須のステンドグラス美術館、こちらに参加

者を集めて、市内勤務とか、あとは年齢も30代と

か、あとは、１回目は30代、２回目が35から45歳

とか、ちょっとパターンを変えて行われました。 

○森本委員長 田村委員。 

○田村委員 参加人数はどのぐらいいたのでしょう

か。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 12月に行った１回目が合

計25名でした。あと、２回目は20名でした。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  金子委員、分かりましたか。 

  金子委員、お願いいたします。 

○金子委員 87ページでした。都市間交流費という

のがあるんですけれども、この交流団体というこ

とで謝礼としてと、これ何をやって、どことどう

いうことをやったかちょっと。 

○森本委員長 交流団体謝礼のところですね。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 こちら交流団体謝礼です

ね。ひたちなか市の、これは８月に行われたひた

ちなか祭りというのがございまして、こちらで、

ひたちなかのほうも市内の太鼓の団体さんがおり

まして、那須塩原も、那須塩原市内の、すみませ

ん、西那須野疏水太鼓です。こちらがひたちなか

に行きまして、両方の市で太鼓の共演を行ったと

いうものでございます。 

○森本委員長 金子委員。 

○金子委員 324ページの、これ聞きそこなっちゃ

ったのかもしれない。コミュニティ活動支援費の

自治総合センターコミュニティ助成事業１団体、

これは内容は何でしたか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 自治総合センターの補助

金でよろしいですかね、180万円のほうですね。 

  こちらは１団体としておりますが、実際、この

令和４年度のときに申請があったのが、市内のい

なむらコミュニティーに対してでございます。こ

の自治総合センターの補助金については、コミュ

ニティーが運営のために必要な備品とか設備を補
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助してくれるんですけれども、実際、今回、いな

むらコミュニティーが購入したものについても、

発電機とか、あとは印刷機とか、そういったもの

を購入した補助になります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 64ページの自治活動振興費で、報償金

があると思うんですけれども、最高の報酬を頂い

ている金額と、最低の報酬を頂いている金額を教

えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 最高と最低の報償金の額

でございますが、実際、今ちょっと手元に金額の

資料がないんですけれども、世帯数でいうと、最

高のところが多分1,200から1,300あるんですよ。

約ですけれども、100万円前後になると思います。

一番少ない自治会だと、世帯数が数件しか、５件

とかしかないので、本当にそこに均等割とか足す

と、６万円前後ということでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 これでですね、自治会長というのは１

人しかいないんですよ。市民活動推進課のほう、

移管されたのかと思うんですけれども、移管され

たのかな。それで、支出しているのは別にいいん

ですけれども、本当に同じ自治活動ができている

と思って出していますか。自治会から言われたか

ら、ただ提供しているだけになってしまうと、行

政は任意の団体と言いながら、お金を支出はしち

ゃっているわけですよね。なので、行政連絡員と

しての支出だったら分かるんですけれども、今、

自治会長自体に払っているので、そのパフォーマ

ンス自体が、先ほど言った1,200人に対して１人

の自治会長と、５戸しかないところの自治会長と

というところは、例えば話し合ったことあるのか

なって思うんですけれども、どうでしょうか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 実際、多い世帯と少ない

世帯の差がありますけれども、その話合いについ

ては、その金額に対しての話合いはもちろんござ

いませんが、自治会によって、その自治会活動も

いろんなものがあって、もちろん広報活動は毎月

ありますが、それ以外にもいろんな活動がござい

まして、例えば広報活動にしても、自治会長さん

１人とか、あとは誰か役員さん２人とか、少なく

やっているところもあるし、あとは自治会の役員

さんが本当に５人、10人以上集まって活動してい

る、あとは広報紙を配っているということもある

ので、一概にちょっと大きいからどうとか、ちょ

っとなかなかその辺が難しいかなと考えておりま

す。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございました。 

  あまりこれ言っていると、多分、僕が怒られる

から言わないほうがいいんでしょうけれども、基

本的に自治会長さんがそれだけ動いている対価と

いうことで、皆さんが納得すれば、その金額が分

かるんですけれども、その自治公民館として払わ

れているんであれば、その中にいる自治会加入者

の方は納得いくんですけれども、これが直接、個

人に行っちゃっているせいで、こじれている事例

が少なくないと。ましてや知らない人たちもいる

と。 

  なので、昔は、先ほど言ったとおり、行政連絡

員ということで広報をどうこうしなさいと。だけ

れども、今これ直接渡しちゃっているから、極端

な話、その頂いた方が分配しない限りは、働く人

は自治会費だけで、報償を頂くか頂かないかで一
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生懸命働いて、自治会長さんは、その人の行動で

変わりますけれども、大変だと言いながらも動か

ずにできちゃう自治会もあるわけですよ。 

  だから、仕事の量も何も尺度も測らずにこのま

まこの金額を渡し続けるということに対して、こ

ういう議論をされていないのかというところを、

されなかったのかというところをちょっと聞きた

いなと思うんですけれども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 まず、１点申し上げると、

自治会長じゃなくて、自治会に会として支払って

いるものは、この報償金じゃなくて、補助金のほ

うの自治振興費のほうで、自治会の活動に対する

補助金は支払っています。もう１点が、今、委員

がおっしゃられた自治会長に対する報償金ですけ

れども、これが令和２年に行政連絡員の制度がな

くなって、実際に自治会長になったときに、やは

り実際の業務の内容を精査をして、行政連絡員の

ときの若干その計算方法を見直しました。ただ、

見直したんですが、金額的にはそんな大きくは変

わっていない、若干減っているぐらいですけれど

も。やはり今後は、もう一度その内容を、もちろ

ん市のほうもそうですけれども、デジタル化とい

うのもあるので、広報にしても、そういう配布方

法とか考えながら、自治会の報償金のほうもちょ

っと見直していくようになるんだろうということ

を内部では今検討しているところでございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 令和４年度はそこまで、決算なんで、

それ以上聞けないんですけれども、とにかく話が、

毎年度毎年度、このまま渡し続けるとあまりよく

ないと自分は正直思っているので、全員が住民自

治のためにこういうことをやっていくのが必要だ

というところまで組み上げるのには、１人の人に

お金を渡すという行動自体が私はナンセンスだと

思っているんです。 

  やはりその活動の中で、何割の人が住民自治の

ために協力して、自治会長が汗を流すという、き

れいにつくっていかないと、本当にこれ、令和４

年度もそうですけれども、そこを突っ込む同じ自

治会の人たちが増え始まっちゃって、あなたは頂

いているでしょうという話になっちゃっている。

要は分裂の種にもなっちゃっているというところ

もしっかりと計算して、ただ戸数があるから渡す

とかというんではなくて、どうやったら自治会加

入率が上がるとか、そういったところも考えての

ものとしないと、こんなお金を渡すぐらいだった

ら、じゃ業者使って回覧板なんか回してください

とやればいいだけの話ですよね、極端な話ね。そ

れも多分、上の値段に入っているはずです、下の

公民館の自治振興費ではないはずなんです、行政

連絡員のほうから入っている。 

  そういうのを言われたことがあるので、そこま

で話が進んでいるんなら納得しますけれども、こ

れ以上、意見で言えないので、そういった話があ

るということで了解いたしました。 

  今言ってくれた自治振興費のほうは191団体と

なっていますけれども、これは自治会の数と合っ

ていないのは何ででしたっけ。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 191団体というところで

すね。 

  こちらにつきましては、自治会のほうに活動の

ために必要な場合は申請してくださいとお願いし

ていまして、自治会のほうから、活動をしていな

いから要らない、そういったことで、その差額に

なります。 

○森本委員長 齊藤委員。 
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○齊藤委員 ちょっと突っ込みどころ満載になっち

ゃうんですけれども、そうすると、自治会長謝礼

は213人に渡しておきつつ、191団体だけは活動す

るからということということは、活動しない人た

ちは、これをもらわなくても何か活動、別なもの

をしているというのは、調査しているんですか。

それとも、この活動費がないと、自治会が回らな

いというわけではないものですか、これは。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 この自治振興費の補助金

のほうは、自治会活動をするからこれだけ必要な

んですよと、なので、補助金の申請をしますとい

うことでいただいているので、ここに申請してい

ない団体については、そこまでの活動はしないの

で、補助金は必要ないですよという形になってい

ます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 そうすると、これ引き算すると25団体、

25地区、でも、上も213なんで、そこから２人引

くと23の自治会と呼ばれる地域の一部は活動費は

要らないから、活動しているかどうかも分からな

いという状態になっているんですね。普通はここ

が全部、整合性を取るんだったら、同じ数だけ自

治振興費が出ているはずなので、こういったとこ

ろをしっかりと加味して、なぜ活動しないのか、

できないのかとかも調査をしないと、皆さんの税

金をこれ渡しているわけですから、全然平等に欠

けているんじゃないかというところは、話し合わ

れなかったのかどうか、最後、聞きたいと思いま

す。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 その申請をしていない二

十数団体については、多分、内部の自治会の会費

とか、そういう収入で運営が賄われて、それで間

に合っているんだなというふうに思っているので、

もちろんそれは委員さんがおっしゃるように、自

治会長の報償金のほうにも今度つながっていくと

は思うので、それも今後、検討材料にしたいと思

っています。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 今の齊藤委員の話にも関連するんで

すけれども、私も自治会の役員をやっているもん

で、その役員会の中で、1,000とか1,200戸もらっ

て、100万もらっているという話がよく出るんで

すよ。ところが、これはその中の話だから、確信

はないかもしれないんだけれども、要は辞めない

と。辞めない、そのお金をもらうために地域のボ

スみたいなのが居座っていると。実際にやってい

るのは、その下の班長を使って、その人らはやる

んだけれども、その人はお金をポッポに入れ、楽

なもんだよと。かえって小さなところより楽なん

じゃないかなと、こういう話も出ているんですよ

ね。これが実際だかどうだか分からない。 

  それが１つなんだけれども、聞きたいのは自治

公民館整備支援事業なんだけれども、これも何か

集落の戸数によって補助金が変わっていると思う

んだけれども、これは違いますか。何戸までだっ

たら何百万とか。 

○森本委員長 345ページの自治公民館施設整備事

業になると思う、その話ですか。 

○三本木委員 それだと思うんだよ、多分。補助金

が出るよね、自治公民館をやるときに。 

○森本委員長 補助金の、今回９団体に出ていると

いう部分ですかね。 

○三本木委員 その部分だと思うんだけれども。 

○森本委員長 答弁を求めます。 
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  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 自治公民館整備について

は、その自治会の人数とかはちょっと関係なくて、

施設の改修、そのための具合、程度をちょっと確

認して、それに対する補助なので。改修とか修繕

とかに対する補助なので。 

○森本委員長 三本木委員、押してもらって、ちょ

っと待ってください、押してください。 

  三本木委員、どうぞ。 

○三本木委員 すみません。 

  今年の説明でそういうふうに聞いたような気が

したけれども、何集落あったら何百万、１戸違う

だけで変わってきちゃうんだよね。 

○森本委員長 それは多分違う…… 

○三本木委員 違うのけ。 

○森本委員長 今回の決算で出ているところがあっ

たら、それで説明いただければ。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 今、委員さんがおっしゃ

られたのは、もちろんこの補助金にはなるんです

が、建物、公民館を新築する場合、修繕と関係な

くて、新築する場合に、やはり世帯数とかが多け

れば建物の大きさも大きくなるだろうということ

を見越して、100世帯から500世帯とか、そういう

世帯によって補助金の額をちょっと前後つけてい

ます。その部分だと思います。 

○森本委員長 三本木委員。 

○三本木委員 これも単純計算なんだよね。要する

に89戸と100戸になるというと、相当な差がある

と思うんだけれども、それも問題なんだけれども、

その戸数ですかと、やっている内容じゃないのけ

って。申請するのは自治会がこれだけを必要と思

うから、小さい自治会だったら小さい公民館しか

要らないと思ったら、それしか申請しないでしょ

う、でかいのは無駄だから。 

  なにも戸数じゃなくて、申請が出てきたやつに

対して一律にあれするほうが俺は平等になるんじ

ゃないかと思う。勝手に上でここまでとかと、内

容は精査しないんだよね。 

○森本委員長 内容の精査をしたかという質疑でし

ょうか。 

○三本木委員 はい。 

○森本委員長 今回、４年度で内容の精査もそこに

考慮を入れているかという。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 ちょっと説明が不足して、

すみませんです。 

  今のその世帯によって金額が違いますよという

のは、あくまでも上限なんです。だから、100世

帯未満は幾らが上限ですよ、500世帯を超えると

幾らが上限ですよと。そういう上限なので、金額

的に、限度額が最大、多分500世帯超えると1,000

万とかになっていますので、これもしかも補助率

がありまして、補助率40％なんですよ。だから、

建物建築に対して40％の1,000万なので、例えば

3,000万の建物を建てると1,200万のケースになる

から、上限で1,000万切られちゃうので、だから、

あまり大きいのを建てても限度額で切られちゃう

よというところになりますね。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  先ほどの齊藤委員の質問に対しての答弁で、発

言が執行部のほうからございますので、そこで発

言がありますんで、少々お待ちください。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 先ほど委員から質問あり

ました自治会の報償金の最高の金額です、107万

3,050円、最高です。最低が５万7,750円で、差額

が101万5,000円ということになります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい
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ますか。 

  林委員。 

○林副委員長 64ページ、２款総務費、自治会活動

振興費の中にあります自治会エリア情報作成33万

の内容について教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 自治会エリアの情報作成

業務委託でございますが、こちらは市内の各自治

会のエリア、区域ですね、確認するときに、これ

まではちょっと紙ベース、住宅地図に線を引いて

確認していました。それを今回、社会福祉課で使

っておりましたシステム、こちらをちょっと借用

しまして、自治会区域のデータを全庁で閲覧でき

るように庁内のシステムのほうに取り込むという

ような作業でございます。 

  それに伴いまして、実際、市民協働推進課の区

域で確認するだけじゃなくて、ほかに、工事のと

きの自治会の確認とか、民間のほうから聞かれた

ときの自治会エリアの確認、そういうときにも活

用しております。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 さっき民間等にも活用するというこ

とであれば、市民や団体から、例えばそのエリア

等の確認があったときには出していただけるもの

という解釈で間違いないですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 例えば民間のほうでも工

事をするときに、大字とか地番を言っていただい

て、ここはどこの自治会になりますかという質問、

問合せに対して、お答えをしているような状況で

ございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 理解しました。 

  じゃ続けて伺います。 

  78ページ、市民活動センター管理運営費、85事

業の中の夜間等管理の詳細について伺います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○渡辺協働推進係長 夜間管理は、シルバーに委託

している開館状況の話でよろしいでしょうか。 

○林副委員長 はい。 

○渡辺協働推進係長 それにつきましては、市民活

動団体からの利用申込みがあった際に、シルバー

人材センターからの委託契約をしている方に来て

いただいて、夜間の最長10時までということで管

理をお願いしているものです。 

  あとは、日中、事業の関係がありまして、職員

が不在にする場合にも活用させていただいており

ます。１週間前までに依頼をしまして、それで来

ていただいているというような状況です。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 続けて伺います。 

  その夜間開設日は、市民活動センターの開設の

何％の割合で夜間は開設しているのか、分かって

いたら教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  係長。 

○渡辺協働推進係長 ちょっと計算してもよろしい

でしょうか。 

○森本委員長 どうぞ。 

○渡辺協働推進係長 ちょっとパーセントで出なか

ったんですけれども、すみません。時間数でいい

ますと、令和４年度は54時間45分となっておりま

す。 

○森本委員長 林委員。 

○林副委員長 54時間ということだと、職員が帰っ

た夜間帯の時間から計算していくと日数って出る

のかなと思いますが、それが今現在、令和４年度
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の夜間帯に利用しているという解釈で理解しまし

た。 

  続けて伺います。 

  87ページの１項10目国際推進費の中の報償金、

外国人生活相談員について、詳細を教えてくださ

い。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 報償金の外国人生活相談

員、こちら１名でございますが、こちら毎週金曜

日に西那須野支所、朝９時から４時まで開設して

おりまして、実際、庁舎にいらした外国人の方を

対象にしまして、基本的には生活全般に対して相

談業務等を行っているというものでございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 理解しました。 

  続けて伺います。 

  その下にあります外国人生活ガイドブックの配

付されている場所について教えてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 ガイドブックにつきまし

て、一番多いというか、基本的には市民課のとこ

ろです、住民の転入等でいらした外国人の方にお

配りしているところでございますが、全員ではな

くて、御希望があった方に対してなので、本庁と

か西那須野支所、塩原支所等に置いてあるという

ことでございます。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 希望があった方に配付しているとい

うところで理解しました。 

  あと、これらのガイドブック等は、ホームペー

ジやＳＮＳ等で見られるようになっているのか、

デジタル化は図られているのかを伺います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  課長。 

○渡辺市民協働推進課長 随時、もちろん更新等も

ございますので、ホームページ等でも見れるよう

に、来た方、聞かれた方には説明しております。 

○森本委員長 副委員長。 

○林副委員長 ホームページ等に記載されていると

いう解釈で間違いないですね。理解しました。 

  以上です。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議はございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり
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認定すべきものと決しました。 

  市民協働推進課所管の調査事項は以上となりま

す。 

  ここで休憩といたします。 

  委員会の再開は４時ちょうどとします。 

 

休憩 午後 ３時３７分 

 

再開 午後 ４時００分 

 

○森本委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いた

します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎那須塩原駅周辺整備室の審査 

○森本委員長 ただいまから那須塩原駅周辺整備室

の審査に入ります。 

  担当課の皆さん、お疲れさまです。 

  那須塩原駅周辺整備室については、総務企画常

任委員会に対する付託案件がありませんので、予

算常任委員会（第一分科会）に切り替え、審査を

行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○森本委員長 それでは、議案第74号 令和５年度

那須塩原市一般会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 （議案第74号につ

いて説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 すみません、聞き漏らしていたら申し

訳ございません。新庁舎整備事業費の普通旅費の

９万9,000円のほうは、どの辺のところを行くと

いう説明があったら、ごめんなさい、ちょっと聞

き逃しちゃったんですけれども、もう一度お願い

いたします。 

○森本委員長 室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 内容的には、設計

関係で、基本的には業者がこちらに来ますけれど

も、こちらから出向くこともあるというふうに考

えております。そして、それからプロポーザル、

今回、選定委員に関わっていただいた皆様に、や

はり状況報告等をさせていただいて、選考のとき

の考え方等を踏まえた設計で進んでいるかどうか

というのも報告させていただく必要があるという

ふうに思っておりますので、そういったところの

関係機関への旅費ということで考えてございます。 

○森本委員長 どこに行くか。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 都内を想定してい

ます。１万980円、都内往復で考えてございます。

基本的には３人掛ける３回としていますが、実際

に回数は、人数を減らして回数多く行く場合もご

ざいますし、臨機応変に使わせていただきたいと

思っています。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 一応目安は３名掛ける３回だけれども、

それはもうフレキシブルにやるという予算が９万

9,000円ということですね。了解いたしました。 

  もう一つのほうの普通旅費のほうは、打合せで

来るときの旅費というふうな話がありましたけれ

ども、こちらの算出根拠もお願いいたします。 
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○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 まちづくりのほう

ということで、分かりました。 

  旅費ですね、こちらは協議体を含めて民間企業

さん、参加いただくということで、例えば先日公

表したところで、東急さんであるとかＪＲさん含

めて、運行していく上での打合せであるとか、そ

ういったことで考えてございます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 さっきは行くという旅費だったと思う

んですけれども、これは市役所職員が行くんです

か、それとも言った民間企業さんが来るために出

してあげる報償費以外の旅費なのかどうか確認さ

せてください。 

○森本委員長 室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 大変申し訳ありま

せん。旅費は全てこちらから赴くための旅費でご

ざいます。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 グランドデザイン会議、この謝礼が

60万7,000円、これの回数と人数について教えて

いただければ。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 グランドデザイン

会議、先日公表させていただきましたけれども、

メンバー、予算のほうは、６人で考えてございま

す。謝礼につきましては１万5,000円で、回数が

２回ということで、合計18万円。それから合わせ

て交通費、東京からということで算定しておりま

すけれども、１万980円掛ける６人掛ける２回と

いうことで、13万1,760円ということで算定をし

てございます。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  佐藤委員。 

○佐藤委員 ただいまの続きなんですけれども、委

員の構成について伺います。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 グランドデザイン

会議のメンバーにつきましては、東急不動産ホー

ルディングスの取締役会長さん、金指さん、それ

から東京都市大学の涌井様、とちぎ未来大使の新

井さん、東急不動産株式会社執行役員の丹下さん、

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社長の森様、それ

から北山創造研究所の北山さんの６人になります。 

○森本委員長 そのほか質疑のある方いらっしゃい

ますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 このグランドデザイン会議のほかに

もう一つ、市民と、それのほうの会議は予定され

てはいないんですか。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 答弁が漏れて申し

訳ありませんでした。 

  協議体についても予算計上させていただいてお

ります。こちらは、想定のメンバーですけれども、

先日発表させていただきました民間企業３者、Ｎ

ＴＴさんとＪＲさんと東急さん、それ以外に今調

整をさせていただいておりまして、おおむね14者

ということで予算のほうは上げさせていただいて

おります。例えば住民組織であったり、それから

事業者等を考えてございますが、具体的なお名前

はまだ申し上げられないんですけれども、今調整

中ということでお答えさせていただきます。 

○森本委員長 今の三本木さんの質疑なんですけれ
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ども、多分、市民の入っている協議会の話ですよ

ね。市民が入っている協議会がたしかあったと思

うんですけれども、そっちのほうの質疑だと、そ

れがそうなんですか。それがそうなんだそうです

が、そうですか。大丈夫ですか、それで。分かり

ました。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。そ

のほかいかがでしょうか。質疑はございませんか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 先ほどのこの交通費は旅費で上げてき

たんですけれども、例えばこれインターネットの

オンラインでの打合せみたいなものは、ここの中

には、入れなくてもいいんですけれども、考えて

いないのかどうかだけ聞かせてください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 もちろん考えてご

ざいます。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますでしょう

か。質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 

  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  議案第74号 令和５年度那須塩原市一般会計補

正予算（第５号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  それでは、ここで予算常任委員会（第一分科会）

を決算審査特別委員会（第一分科会）に切り替え、

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○森本委員長 認定第１号 令和４年度那須塩原市

一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。 

  なお、説明に当たっては、金額に大きく変更が

あった項目や新規事業を中心に説明してください。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 （認定第１号につ

いて説明。） 

○森本委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  質疑はございませんか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 ここにパブリックサインの制作とか

本のまちづくりの促進のとかという具体的なもの

が上がってきているんですけれども、結構具体的
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に進んでいるんですね、これ。あまり我々そうい

う説明も受けていないような気もするんだけれど

も、そこら辺をちょっと、どのように進んでいる

かちょっと御説明していただけたらと。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 基本的には単年度

事業ということで４年度、やらせていただいてい

ます。ただ、宇都宮大学さんとの連携の事業とい

うことでは、５年度についても継続してやってい

ますが、その中身としては、基本的には年度ごと

にやってございます。 

  説明のほうをさせていただきたいと思うんです

けれども、１つがパブリックサインというところ

で、まちづくりビジョン等を策定していく中で、

いろんな市民協働をした上での活動というところ

で、任意の団体をつくっていって、駅周辺のにぎ

わいづくりとか含めてやっていきたいということ

で、団体を立ち上げてございます。そちらについ

て、運営を含めて、大学生含めて、いろいろ事業

を検討してやってきた中で、その一つの事業がこ

ちらで、看板みたいなものを駅前に出しまして、

それは会の名前の看板なんですけれども、それで、

団体と及びその取組の周知をさせていただいたと

いうところでございます。 

  それから、本に関するところも、これも駅前で

同時期に会の方含めて本を集めていただいて、そ

れぞれが本の持ち主ということで、何人かいるん

ですけれども、その中で本を紹介して、気に入っ

たものを読んでいただいたりというような活動を

させていただいたところでございます。 

  以上です。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますか。 

  齊藤委員。 

○齊藤委員 ありがとうございます。 

  まず、那須塩原駅周辺のほうを１件聞くんです

けれども、委託料で1,500万円を昨年度も使った、

これ令和３年度にも同じようなものでつくって、

まちづくりビジョン後のデザインを1,500万使い

つつ、さらに令和４年でまた1,500万使ったと。

多分、これは、その先は北山さんに使ったという

ことでいいんですよね。なので、その変遷として、

3,000万使った効果というのはどういうふうに捉

えているのか。駅周辺室のほうではどのように所

見を持っているのかちょっとお聞きしたいんです

けれども。 

○森本委員長 室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 経緯としては、委

員おっしゃっていただいた経緯でございます。令

和３年度に、最初にプロポーザルで契約させてい

ただきまして、取組の中では、最終的には那須塩

原駅周辺のまちづくりのビジュアルイメージを含

めた、大きな方向性といいますか、提案という形

でいただいております。 

  昨年度につきましては、それに基づいて、そう

いった提案の内容について、民間企業の皆様がど

ういうふうに受け止めるか、それが実施可能なの

かどうかというところを含めたサウンディング調

査と、さらにちょっとそれぞれ細かい項目につい

て掘り下げをしていただきました。 

  実際に金額が3,000万近くということですけれ

ども、これまでも駅前についていろんな整備計画

等、実施しようとしたこともありましたし、それ

についてもお金を使っているところでございます

が、そういった中で、一般質問等でもございまし

たけれども、本当にここが最後だろうというとこ

ろももちろん一つの要因としてあるんですけれど

も、そういったものを踏まえた中で、少し今まで

と違うものを提案できるようなところとして、プ

ロポーザルで選択させていただきましたので、そ
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ういう意味では、今後のまちづくりということを

考えて、しっかり進めていくことができれば、そ

れは見合った金額じゃないかというふうに思って

います。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 今、室長のほうからあったサウンディ

ング調査、これは実際、令和５年度に訪れた、先

ほどの予算に編成するグループ企業等々に結びつ

いたという解釈でいいのか。ちょっと時系列が反

対になっちゃうんですけれども、その辺を確認さ

せてもらえればと思います。 

○森本委員長 室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 サウンディング調

査の中で御同意いただいた方々もいらっしゃいま

すし、その後の意見聴取とかで入っていただいた

方もいらっしゃいます。 

○森本委員長 齊藤委員。 

○齊藤委員 了解いたしました。 

  今度は、新庁舎のほうの工事請負費の新庁舎建

設用地締固め、これの事業内容を聞かせください。 

○森本委員長 答弁を求めます。 

  室長。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 基本的には、管理

としては草刈りできれいにしていくというのだっ

たんですけれども、その中で庁舎を有効活用して

何かできないかという中で、１つイベントスペー

スとして、整地はしてあったんですけれども、な

かなか人が入ってしっかり何か活動できるような

状況ではありませんでしたので、改めて固めてい

ただいて、今年度、ヒマワリ植栽とかやって、そ

の下の段を駐車場スペースとして使っていますけ

れども、そこと含めて周辺、一部だけ固めさせて

いただいて、今後の活用できないかということで

やらせていただいたところです。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  そのほか質疑のある方いらっしゃいますか。 

  三本木委員。 

○三本木委員 この新庁舎に対する市民の理解を得

るというか、グランドデザイン会議、これが大き

なデザインをするんでしょうけれども、周辺に対

して。それに森本委員長なんかもよくいろんな多

様な人を入れてもらえませんかという議論がある

んですけれども、俺なんかもよく聞かれるんです

よ、議員だから。一体これどうなってるんだとか。

しかし、あまり理解がなくて、説明できません、

はっきりいって。そこら辺を、市民の理解醸成と

いうか、我々も使っていただきたい。特に庁舎建

設委員会だか何かあるみたいなんだけれども、そ

れと通じて全議員に、市民の窓口というか、我々

も。そういう立場なんで、そこら辺もちょっと検

討していただければと、そこら辺のあれは考えは

ありますでしょうか。 

○森本委員長 そういう考えを令和４年度で持って

つくったグランドデザイン会議かという形でよろ

しいですか。 

○三本木委員 そうです。 

○森本委員長 室長、お願いします。 

○増渕那須塩原駅周辺整備室長 もちろん情報不足

だということであれば、反省するべきところだと

思いますし、今後進めていく上でも、いろんな、

ごめんなさい、議員さんを媒体と言うつもりはな

いんですけれども、広報紙も含めて御協力いただ

いて、本当に市全体でやっていきたいというふう

に思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○森本委員長 そのほか質疑はございますか。 

  質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 質疑の途中ですが、議員間討議に入

ります。 
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  討議すべき点、あるいは委員からの意見はござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、議員間討議及び

質疑を終了したいと思いますが、異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決いたします。 

  認定第１号 令和４年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  那須塩原駅周辺整備室の所管の審査事項は以上

となります。 

  ここで休憩といたします。 

  委員会の再開は４時30分といたします。 

 

休憩 午後 ４時２２分 

 

再開 午後 ４時３０分 

 

○森本委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○森本委員長 それでは、次第４、その他に入りま

す。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 事務局から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 それでは、次第４、その他を終了し

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○森本委員長 以上で、今定例会議における委員会

の審査事項は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、御一任くださいますよう

お願いいたします。 

  これをもちまして、総務企画常任委員会を閉会

いたします。 

  大変お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ４時３１分 

 


